
 

 

 

 

北海道駒ヶ岳 

火山避難計画 

 
 

 

 

「災害から、私たちの生命や財産を守る最大の力となるものは、 

       日ごろからの私たち自身の防災意識なのです。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年６月 

 

北海道駒ヶ岳火山防災協議会 

北海道・森町・鹿部町・七飯町 



 

 



 

北海道駒ヶ岳火山避難計画（素案） 目次 

 

第１章 総則 

第１節 計画の目的 .......................................................... 1-1 

第２節 計画対象地域 ........................................................ 1-5 

第３節 防災組織 ............................................................ 1-6 

第４節 駒ヶ岳 ............................................................. 1-12 

第２章 火山災害予防計画 

第１節 火山防災知識の周知・啓発 ............................................ 2-1 

第２節 火山災害に対する防災力向上 .......................................... 2-2 

第３節 火山災害の防止 ...................................................... 2-3 

第３章 火山情報 

第１節 火山情報の収集・伝達 ................................................ 3-1 

第２節 災害通信計画 ....................................................... 3-11 

第３節 災害情報等の収集・報告 ............................................. 3-12 

第４章 噴火シナリオと基本対応 

第１節 噴火シナリオの想定 .................................................. 4-1 

第２節 噴火警戒レベルに応じた防災対応 ...................................... 4-9 

第５章 噴火対策計画 

第１節  防災体制 ............................................................ 5-1 

第２節 避難対策 ............................................................ 5-5 

第３節 避難促進施設 ........................................................ 5-9 

第６章 噴火時（緊急フェーズ）の対応 

第１節 住民、登山者等避難時の対応 .......................................... 6-1 

第２節 広報対策 ........................................................... 6-15 

第３節 交通対策 ........................................................... 6-17 

第４節 除雪対策 ........................................................... 6-24 

第５節 応援要請・出動命令 ................................................. 6-25 

第６節 捜索・救出 ......................................................... 6-28 

第７節 応急医療救護 ....................................................... 6-29 

第８節 食料・物資・飲料水の供給 ........................................... 6-31 

第９節 ペット対策 ......................................................... 6-33 

第１０節 住宅対策 ......................................................... 6-34 

第１１節 降灰対策 ......................................................... 6-35 

第１２節 緊急フェーズ後（住民避難後）の対応 ............................... 6-36 

第７章 復旧・復興 

第１節 被災地の復旧 ........................................................ 7-1 

第２節 被災者への支援 ...................................................... 7-3 

第３節 職業・経営への支援 .................................................. 7-5 

第４節 災害復興 ............................................................ 7-6 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第１章 

 

総    則                 

 



 



第１章 総則 第１節 計画の目的 

 

 1-1  

第１節 計画の目的 

 

１．計画策定の目的 

この計画は、北海道駒ヶ岳が噴火し、又は噴火する恐れがある場合において、住民等、登

山者等の生命、身体及び財産を保護するため、北海道及び森町、鹿部町、七飯町（以下「設

置町」という。）で設置する北海道駒ヶ岳火山防災協議会（以下「協議会」という。）が作

成する計画であり、協議会構成機関との連携・協力のもと、具体的で実践的な避難対策を目

指し、噴火災害による人的被害の防止・軽減を図ることを目的とする。 

 

２．計画の基本方針 

本計画は、北海道駒ヶ岳火山噴火対策について、次の基本方針に基づき定めるものとする。 

 

－駒ヶ岳火山防災対策の基本方針－ 

① 駒ヶ岳火山災害による犠牲者を０とする。 

② 駒ヶ岳の噴火の特性を正しく理解して対策にあたる。 

③ 各機関が災害対策における役割と責任分担を明確に把握するとともに、広域的な応

援体制を確立して対策にあたる。 

④ 自助・共助・公助の連携を強化し、設置町、防災関係機関、地域住民、事業所、各

種団体などが協力して対策にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の位置付け 

本計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１７条第１項及び活動火山対

策特別措置法（昭和４８年法律第６１号）第６条に基づき、設置町が関係機関と連携して行

うべき防災対策について、駒ヶ岳火山防災会議協議会が策定した計画である「駒ヶ岳火山噴

火市町相互間地域防災計画」を、平成２８年３月２２日に設置された協議会の北海道駒ヶ岳

火山避難計画として位置付け、北海道及び設置町が関係機関と連携して、火山災害対策を遂

行するものとする。 

自助・共助・公助の連携・協力体制 

自   助 
地域住民、事業所、各種
団体等が自らを災害か
ら守ること 

 

防災対策における

連携・協力 公   助 
国・道・設置町・防災関
係機関等が地域住民を
災害から守ること 

 

共   助 
自主防災組織等の地域
社会が協力して地域を
災害から守ること 
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なお、設置町の個別対応については、それぞれ設置町の「地域防災計画」に基づくものと

する。 

 

４．計画の修正 

本計画は、設置町の地域防災計画と連動していることから、適宜、協議会において必要な

見直しを行い、計画を修正した場合は、速やかに、その要旨を公表する。 

 

５．用語の定義 

本計画で使用する用語は、次のとおりとする。 

 

■計画書の用語 

駒ヶ岳 
北海道駒ヶ岳火山という場合もあるが「駒ヶ岳」で統一する。文字は、

国土地理院の表記に基づき「駒ヶ岳」とする。 

火山現象、火山活

動 
平常時から噴火時までに火山で発生する全ての現象・活動をいう。 

噴火活動 
一般には噴火発生時の現象を示すが、本計画では、異常現象の発生か

ら終息に至るまでの現象をいう。 

終息 
札幌管区気象台が「噴火予報（噴火警戒レベル１、活火山であること

に留意）」を発表した時を終息とする。 

避難所等 指定緊急避難場所及び指定避難所をいう。 

住民等 
住民、観光客、通過者、集客施設や避難促進施設の管理者・従業員、

一時立入者等、居住地域にいるすべての者をいう。 

登山者等 
登山者、観光客、通過者、集客施設や避難促進施設の管理者・従業員、

一時立入者等、火口周辺にいるすべての者をいう。 

利用者等 
避難確保を行う対象として、施設の利用者、施設に勤務する者（従業

員）、施設周辺にいる登山者・観光客等を総じて「利用者等」という。 

要配慮者 
災害対策基本法の改正（平成25年６月公布）より使われている用語で、

高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者をいう。 

緊急退避 

噴石等から身を守るために緊急的に「建物内に入る」、「建物内のよ

り安全な場所へ移動する」、「より安全な別の建物へ移動する」など

の行動のことをいう。 

広域避難 

市町村境を越える避難のことをいう。 

災害対策基本法第86条第８項～第１３項で定められている「広域一時

滞在」に相当するもの。 

避難経路 避難対象地域から避難所等までの経路をいう。 

避難促進施設 

火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速

な避難を確保する必要があると認められる施設で、「活動火山対策特

別措置法」第６条に基づき、市町村防災会議が「避難促進施設」とし

て地域防災計画に名称等を定めた施設のことをいう。 
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■火山用語 

火砕流 

高温の火山灰や岩塊、空気や水蒸気が一体となって急速に山体を流下す

る現象である。規模の大きな噴煙柱や溶岩ドームの崩壊などにより発生

し、大規模な場合は地形の起伏にかかわらず広範囲に広がり、通過域を

焼失、埋没させ、破壊力が大きく極めて恐ろしい火山現象である。流下

速度は時速数十kmから百数十km、温度は数百℃にも達し、火砕流から身

を守ることは不可能で、噴火警報等を活用した事前の避難が必要である。 

火砕サージ 

火山斜面に沿う高速の流れのことで、火山礫や火山灰を主体とする。火砕

流に比べて流れの見掛けの密度がはるかに小さく、砂嵐のような現象であ

る。しかし、構造物を破壊するほどの威力があり、高温の場合は、火災

を引き起こすこともある。 

火山ガス 
火山地域ではマグマに溶けている水蒸気や二酸化炭素、二酸化硫黄、硫

化水素などの様々な成分が気体となって放出される。ガスの成分によっ

ては人体に悪影響を及ぼし、過去に死亡事故も発生している。 

火山性地震 
火山体又は火山付近の比較的浅いところを震源とし、マグマや火山ガス

が移動又は体積が変化したために地殻が破壊されて発生する地震のこと

である。 

火山性微動 

火山活動に関連して発生する地面の連続した震動のことである。マグマ

やガス・熱水など地下での流体の移動等が原因として考えられており、

噴火活動期に観測されることがあるため極めて重要視されている。なお、

噴火時に火山灰などの噴出活動に伴い発生することもある。 

火山弾 

噴火時に溶岩の破片が半固結のまま火口から放出されるもので、完全に

固まらないうちに空中を飛行し着地するために独特な形となる。その形

から紡錘型火山弾、パン皮火山弾、牛糞状火山弾などと呼ばれるものも

ある。 

軽石流 
狭義の火砕流の一種で、軽石塊が多く含まれるもの。デイサイト質から

流紋岩質のものが多く、中ないし大規模な火砕流であることが多い。 
がんせつ

岩屑なだれ 
火山噴火や地震動などが引き金となって、山体斜面が大規模に崩壊し、

急速に滑り落ちる現象をいう。 

空振 
爆発的噴火によって発生する空気の粗密を伝える波のことで、窓ガラス

などを破壊することがある。 

降下火砕物（火山

灰・火山礫） 

火口から高く噴き上げられ、降下した火砕物をいう。火砕物は上層風に

流されて火口の周辺や風下側に降下し、人々の生活や経済活動に大きな

打撃を与える。 

融雪型火山泥流 

積雪期の火山において、噴火に伴う火砕流等の熱により斜面の雪が融か

されて大量の水が発生し、周辺の土砂や岩石・巨木等を巻き込みながら

高速で流下する現象をいう。流下速度は時速60kmを超えることもあり、

谷筋や沢沿いをはるか遠方まで一気に流下し、広範囲の建物、道路、農

耕地が破壊され埋没する等、大規模な災害を引き起こしやすい火山現象

である。積雪期の噴火時等には、融雪型火山泥流の発生を確認する前に

あらかじめ避難が必要である。 

降雨型泥流 

（土石流） 

火山やその周辺で、火山体を構成する火砕物や新しい火山灰が降雨等の

気象現象によって流出し、発生する泥流のことである。土石流と比較し

て、泥流の方が含まれる岩塊の大きさは小さい。 

水蒸気噴火 

地下に蓄えられているマグマから伝わってきた熱が、火山体内部に滞留

する地下水を加熱し、気化させることにより新たに火口を作って水蒸気

と火山灰・噴石を放出する爆発的な噴火活動をいう。火山灰にはマグマ

物質は含まれない。 
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マグマ水蒸気噴火 
高温のマグマが地表近くで水と直接接触して起こす強い爆発的な噴火を

いう。多量の水が一度に気化して大量の水蒸気を発生し、マグマが急速

に冷却破砕されて高速で放出される。 

プリニー式噴火 
大量の軽石や火山灰が火山ガスとともに垂直に吹き上げられる大規模な

噴火のことで、高度10km以上に達する噴煙柱が特徴的である。 

噴煙 
細粒物質（エアロゾル）や火山ガス、火山灰、細粒火山岩片等が濃集し、

煙状を呈したものである。また、火山噴火の際に火口から立ち上がる噴

煙を噴煙柱という。 

噴気 
火口や山腹の岩石の割れ目等の隙間（噴気孔）から、噴出している水蒸

気、火山ガス、あるいはその噴出している状態をいう。 

噴石 

噴火に伴って火口から吹き飛ばされる噴出物で、時には火口から数km程

度まで飛散する事があり、その落下の衝撃で死傷したり、家屋・車・道

路などが被害を受けたりする事がある。噴石の大きさにより風の影響の

程度が違い、飛散範囲が大きく異なることから、気象庁では「弾道を描

いて飛散する大きな噴石」と、「風に流されて降る小さな噴石」のよう

に区別している。 

マグマ溜り 
火山体の地下にあって、相当量のマグマが蓄えられている所をいう。大

型火山の直下では地下数kmにあり、そこからマグマが地表に噴出すると

考えられている。 

溶岩ドーム 
粘性の大きな溶岩が広く拡がらず、噴出口の上にもり上がったドーム状

の火山体をいう。 

馬蹄形カルデラ 

カルデラは、一般的に大規模な噴火によって、山頂部が吹き飛ばされた

り、陥没したりしてできる山頂部の凹地をいう(ただし直径２km以上のも

の)。駒ヶ岳では、1640年噴火により、山頂部が東方向へ崩落し、東側に

直径約２kmの馬蹄形の火口ができた。これを馬蹄形カルデラと呼ぶこと

がある。 

津波 
火砕流や岩屑なだれが海に達すると津波が発生することがある。1640年

噴火では、岩屑なだれが海に達し、内浦湾沿岸で700人余りが溺死した。 
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第２節 計画対象地域 
 

この計画に係る地域は、森町、鹿部町、七飯町の区域とする。 
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第３節 防災組織 

１．北海道駒ヶ岳火山防災協議会 

(1) 構成 

協議会を構成する自治体及び関係機関（以下「構成機関」という。）は、次のとお 

りである。  

号 機 関 名 等 職 名 等 備  考 

１ 北海道 知 事  

１ 鹿部町 町 長  

１ 七飯町 町 長  

１ 森町 町 長  

２ 札幌管区気象台 台 長  

３ 北海道開発局 函館開発建設部長  

４ 陸上自衛隊 第１１旅団長  

５ 北海道警察 本部長  

６ 南渡島消防事務組合消防本部 消防長  

６ 森町消防本部 消防長  

７ 学識経験者 

山梨県富士山科学研究所 

主幹研究員 吉本 充宏 

 
北海道大学大学院農学研究院 

准教授   笠井 美青 

北海道大学大学院理学研究院 

教 授   青山  裕 

８ 渡島総合振興局 局 長  

８ 函館地方気象台 台 長  

８ 渡島森林管理署 署 長  

８ 北海道総合通信局 防災対策推進室長  

８ 国土地理院北海道地方測量部 部 長  

８ 
北海道  

函館方面函館中央警察署 
署 長  

８ 北海道函館方面森警察署 署 長  

８ 東日本電信電話株式会社 
北海道事業部  

北海道南支店長 
 

８ 
北海道電力ネットワーク株式

会社 

函館支店長 
 

８ 北海道旅客鉄道株式会社 函館支社長  

８ 
一般社団法人 七飯大沼国際観

光コンベンション協会 

会 長 
 

８ 鹿部温泉観光協会 会 長  
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(2) 運営 

協議会の運営は、協議会規約（平成28年３月22日施行）の定めるところによる。 

【資料編】北海道駒ヶ岳火山防災協議会規約 

 

(3) 業務の大綱（協議会構成機関の主な役割） 

協議会と構成機関の主な役割は次のとおりとする。 

協議会は、警戒避難体制の整備に必要な事項について、当該火山における統一的な防災

体制を検討する観点から、「噴火シナリオ」や「火山ハザードマップ」、「噴火警戒レベ

ル」、「避難計画」等の一連の警戒避難体制について協議することを目的とした組織であ

る。 

北海道及び設置町がその設置主体となって中心的な役割を担い、気象台や開発建設部、

警察、消防、自衛隊、海上保安庁、火山専門家に加え、観光関係団体等その他必要と認め

る者で構成される。 

協議会は、活動火山対策特別措置法上、平常時に警戒避難体制を検討することを目的と

した組織であるが、噴火時等、関係機関が一体となって対応が必要な場合において、協議

会を防災対応の共同検討の場として活用することや協議会のネットワークを活用して関係

者と調整することは有用である。 

協議会の構成機関と役割については、以下のとおりである。 

協議会の構成機関は、協議会で協議が調った事項について尊重する義務を負うこととな

る。 

 

① 北海道及び設置町 

平常時は、協議会の設置主体であり、「噴火シナリオ」や「火山ハザードマップ」、これ

らを踏まえた「噴火警戒レベル」や「避難計画」等、一連の警戒避難体制について検討する。 

特に、北海道は北海道全体に係る事項や他県と調整を要する事項について、設置町は具体

的な避難経路、避難所等その町内の具体的な警戒避難体制に関する事項について、中心にな

って検討する役割を担う。 

噴火時等においては、関係機関との情報共有を図り、北海道は、広域避難における避難者

の輸送や避難先の確保などでの他自治体等との調整、市町村の避難対応の支援を行うものと

する。 

また、設置町は、住民等への避難勧告・指示等の発令主体として避難等の防災対応にあた

る。 

 

 

８ 森観光協会 会 長  

８ 一般社団法人 渡島医師会 会 長  

８ 函館海上保安部 函館海上保安部長  

８ 室蘭海上保安部 室蘭海上保安部長  

８ 
東日本高速道路株式会社 

北海道支社 室蘭管理事務所 

所長 
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② 気象台 

平常時は、火山専門家、開発建設部等と協力し、過去の噴火履歴等を踏まえた「噴火シナ

リオ」や「火山ハザードマップ」の検討や、火山現象に関する情報や噴火警報を発表する立

場から情報収集・伝達体制の検討を行うとともに、北海道及び設置町と協力し、「噴火警戒

レベル」の設定について検討を行う。 

噴火時等においては、緊急的な調査を行うとともに、監視・観測を強化し、観測データ等

をもとに、噴火警戒レベルの引上げや引下げ、警戒が必要な範囲等を検討し示す。 

 

③ 開発建設部 

平常時は、気象台、火山専門家等と協力し、噴火に伴う土砂災害（火山泥流・土石流等）

の観点から、「火山ハザードマップ」の検討を行うとともに一連の警戒避難体制の検討に参

画する。 

噴火時等においては、噴火に伴う土砂災害の観点から、緊急的な調査の実施や想定される

影響範囲などに関する情報の提供等を行う。 

 

④ 警察、消防、自衛隊、海上保安庁 

平常時は、噴火時等において救助活動や避難誘導などを行う立場から検討に参画する。 

噴火時等においては、救助活動、住民等の避難誘導支援のほか、交通整理・誘導、規制や

立入制限等を行う。 

なお、自衛隊は原則として、北海道知事等の要請により派遣され、関係機関と調整の上、

対応にあたることになる。 

 

⑤ 火山専門家 

平常時は、警戒避難体制の検討全般にわたり、どのような火山現象が想定されるかなど専

門的見地から助言を行う。 

噴火時等においては、緊急的な調査への参画や噴火警戒レベルの引上げや引下げを受けて、

火口周辺規制又は入山規制の範囲、避難対象地域の設定、避難の判断等の対応について、設

置町等に助言を行う。 

 

⑥ 観光関係団体等北海道及び市町が必要と認める者 

①から⑤までに掲げる者のほか、北海道及び設置町が必要と認める者を協議会の構成員に

加える。 

 

 

協議会の構成機関の業務大綱は次のとおりとする。 
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構成機関名 業 務 の 大 綱 

北海道地方測量部 

１ 地理空間情報の活用に関すること。 

２ 防災関連情報及び地理情報システムの活用に関すること。 

３ 測量等の実施に関すること。 

函館開発建設部 
１ 一般国道の維持、災害復旧その他の管理に関すること。 

２ 国道の通行規制に関すること。 

函館海上保安部 

室蘭海上保安部 

１ 災害時において、罹災者、救援物資、人員等の海上輸送を行うこと。 

２ 災害時において、船艇の避難誘導及び救助並びに航路障害物の除却を行う

こと。 

３ 第一管区海上保安本部との連絡調整に関すること。 

４ 住民等や登山者等への情報伝達に関すること。 

渡島森林管理署 
１ 所管林野の防災に関すること。 

２ 保安林・保安施設・地すべり防止施設等の防災に関すること。 

北海道総合通信局 
１ 災害時における通信の確保及び非常通信の訓練、運用、管理に関すること。 

２ 非常通信協議会の運営に関すること。 

札幌管区気象台 

１ 火山の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 

２ 噴火警報等の発表・伝達・解説に関すること。 

３ 防災知識の普及及び啓発に関すること。 

函館地方気象台 

１ 火山観測成果の解説に関すること 

２ 噴火警報等の伝達・解説に関すること 

３ 防災知識の普及及び啓発に関すること。 

陸上自衛隊 

第 11旅団 

第 28普通科連隊 

１ 災害情報の収集、伝達及び報告に関すること。 

２ 災害派遣の準備に関すること。 

３ 災害時における災害派遣要請権者の要請に基づく部隊等の派遣に 

関すること。 

北海道 

渡島総合振興局 

１ 災害情報の収集及び伝達並びに報告に関すること。 

２ 救援物資の供給及び調達に関すること。 

３ 自衛隊への災害派遣要請に関すること。 

４ 災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること。 

５ 災害救助法の適用及び応急救助計画の作成並びに実施に関すること。 

６ 道道、道管理河川の防災工事、維持並びに災害復旧その他の管理に関する

こと。 

７ 医療班、医療機材等の連絡調整に関すること。 

８ 災害時の防疫計画の作成及び実施に関すること。 

９ 被災地の環境保全に関すること。 
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構成機関名 業 務 の 大 綱 

北海道警察 

函館方面函館中央 

警察署 

函館方面森警察署 

１ 交通規制に関すること。 

２ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

３ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

４ 住民等の避難指示（立ち退き）及び誘導、被災者の救出救助並びに緊急交

通路の確保に関すること。 

５ 死体見分、行方不明者の発見・捜索に関すること。 

６ 函館方面本部及び関係機関との連絡調整に関すること。 

７ 災害警備本部の設置に関すること。 

渡島医師会 １ 救護班の編成、罹災者の医療及び助産に関すること。 

北海道電力ネット

ワーク(株)函館支

店 

１ 電力の円滑な供給に関すること。 

東日本電信電話

(株) 

北海道事業部 

北海道南支店 

１ 非常及び緊急通信の取扱い、重要通信の確保等に関すること。 

２ 災害対策本部、避難所等の緊急電話回線の確保に関すること。 

北海道旅客鉄道

(株)函館支社 

１ 鉄道輸送の連絡調整に関すること。 

２ 災害時における鉄道輸送の確保に関すること。 

３ 災害時における救援物資の輸送及び避難者の輸送について関係機関の支援

を行うこと。 

森 町 

鹿部町 

七飯町 

１ 災害情報の収集記録に関すること。 

２ 救助物資の供給及び調整に関すること。 

３ 避難の勧告、指示及び誘導に関すること。 

４ 避難所の開設及び運営に関すること。 

５ 救出、救助及び救護活動に関すること。 

６ 必要資機材等の調達及び緊急輸送に関すること。 

７ 現地広報に関すること。 

８ 防災設備及び施設の整備に関すること。 

南渡島消防事務組

合 

森町消防本部 

１ 災害時における避難誘導及び救出・救助並びに救護に関すること。 

２ 火災予消防に関すること。 

七飯大沼国際観光 

コンベンション 

協会 

鹿部温泉観光協会 

森観光協会 

１ 協会員への情報提供に関すること。 

２ 災害時における観光施設への避難指示、誘導等に関すること。 

 

東日本高速道路㈱ 

北海道支社室蘭管

理事務所 

１ 高速道路の維持、災害復旧その他の管理に関すること。 

２ 高速道路の通行規制に関すること。 



第１章 総則 第３節 防災組織 

 

1-11 

２．住民、自主防災組織、事業所、各種団体 

住民、自主防災組織、事業所、各種団体の主な役割は次のとおりとする。 

 

住民、自主防災組織 

①家庭内備蓄等家庭内の防災活動に関すること 

②自主防災組織などの自主防災活動への参加に関すること 

③火山災害に関する防災知識、噴火時における行動などの知識の習得

に関すること 

④自主避難による避難、誘導に関すること 

⑤地域の避難行動要支援者等の避難支援等に関すること 

⑥避難所運営への協力に関すること 

事業所、各種団体 

①事業所の防災体制の確立に関すること 

②防災訓練の実施に関すること 

③従業員、施設利用者への災害情報の伝達に関すること 

④従業員、施設利用者等の避難に関すること 

⑤危険物等の災害防止措置に関すること 

⑥地域への貢献、ボランティア活動に関すること 
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第４節 駒ヶ岳 

 

１．地形・地質 

駒ヶ岳（標高1,131ｍ）は、渡島半島南東部の亀田半島の基部に位置し（北緯42°03'48″、

東経140°40'38″）、噴火湾を隔てて本邦有数の活火山である有珠山と相対している。旧称

を内浦岳または江刺岳とも言う。駒ヶ岳の西方及び南方には、新第三系の堆積岩・火山噴出

物からなる丘陵性山地が連なり、南方にはこれを基盤として開析された古い火山である横津

岳がある。また、北西方には新第三系を基盤とした海岸段丘が発達している。駒ヶ岳は、そ

れらを基盤として第四紀更新世末期にその活動を開始したもので、周縁の低地帯よりそびえ

る独立峰である。 

山体は、ほとんど輝石安山岩の溶岩、溶結火砕岩、降下軽石堆積物、火砕流堆積物、岩屑

なだれ堆積物、泥流堆積物から構成されているが、溶岩は、山頂部でしか見る事ができず、

山麓には厚い火砕流堆積物や降下軽石堆積物、岩屑なだれ堆積物が分布している。 

駒ヶ岳は、古くから爆発的噴火を繰返しているが、その最古の活動記録は、北海道として

は比較的古く、1640年（寛永17年）の噴火に関するものから記録が残されている。特に1929

年（昭和４年）の噴火では、降下軽石と共に山麓四方に火砕流を流出し、世界的に学術的注

目を集めた。その後、1942年（昭和17年）の活動により山頂火口原内に延長約1.8kmの噴火割

れ目が生じ、1929年噴出物の成層状態が観察されるようになり、当時の活動を研究する上で

重要な資料が得られるようになった。駒ヶ岳は1942年以降、ほとんど活動を停止していたが、

1996年（平成８年）３月５日に54年ぶりの噴火が起きた。その後、1998年（平成10年）、2000

年（平成12年）と小噴火が相次いで起こった。 

駒ヶ岳南麓には大沼・小沼・じゅんさい沼などの湖沼があり、これらを含め駒ヶ岳は国定

公園に指定されている。これらの湖沼は、駒ヶ岳山体を形成していた溶岩・火山砕屑物が、

山体崩壊の際に岩屑なだれとして流下し、その堆積物が山麓河川を堰止めたために生じたよ

うにみえるが、火山山麓の沈降も重要な原因である。駒ヶ岳の頂上部の欠損及び東側火口壁

の欠除は、岩屑なだれをもたらした山体崩壊の跡であり、山体崩壊以前は、おそらく羊蹄山

のような円錐状の火山であったと思われる。山腹には、いくつかの側火山らしい地形がみと

められる。 

 

２．噴火史 

駒ヶ岳は、３万年以上前に成層火山を形成した後、少なくとも３回の山体崩壊と９回の軽

石噴火を起こしていることが噴出物から明らかになっている。これらのなかで噴火の記録が

最初にあらわれるのは1640年（寛永17年）の噴火で、最大の噴火であったと推定されている。

この噴火を含め、現在まで20数回の噴火が記録されているが、なかでも1640年（寛永17年）、

1694年（元禄７年）、1856年（安政３年）、1929年（昭和４年）の４回の噴火は、火砕流を

ともなう大噴火であった。 
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■駒ヶ岳の火山活動年表（▲は噴火年を示す） 

年代 現象 活動経過・被害状況等 

▲1640(寛永 17)年 大規模：(岩屑なだれ)

→マグマ噴火 

7月 31日大規模噴火：山鳴り激しく、昼頃山頂部が一部崩壊

し岩屑なだれが大沼と内浦湾になだれ込み津波発生、沿岸で

700 余名が溺死。山体崩壊と同時に火砕流(ブラスト)発生。

山体崩壊後 8月 2日まで軽石・火山灰を激しく噴出し、 降灰、

火砕流が発生。活動は 8 月下旬まで続く。出来澗(できま)崎

形成。大沼、小沼ほぼ現在の姿となる。 

総噴出物量 2.9km3、マグマ噴出量は 1.1DREkm3。（VEI5）。

岩屑なだれの体積は大沼側 0.3km3、鹿部側 1.42～1.70km3。 

▲1694(元禄 7)年 大規模：マグマ噴火 8 月 24 日大規模噴火：朝より 26 日まで、地震・火山雷を伴

う噴火。軽石降下、火砕流発生。 

総噴出物量 0.36km3、マグマ噴出量 0.14DREkm3。（VEI4） 

1765(明和 2)年 小噴火？ (古老伝説)。 

1788(天明 8)年 噴煙 (江差郷土史)。 

▲1856(安政 3)年 大規模：マグマ噴火 9 月 23 日大規模噴火：鳴動あり、25 日早朝 山麓で地震頻発

し、9：00 頃 激しい噴火始まる。東麓の鹿部・ 本別の両地

域では降下軽石のため死者 2名、負傷者多数、17家屋が焼失。

南東麓の留ノ湯では火砕流に襲われ、 死者 19～27 名。噴火

は当日夕方までにほとんど終わり、その後約 1 か月間小噴火

が時々起きる。安政火口生成。 

総噴出物量 0.21km3、マグマ噴出量 0.08DREkm3。（VEI4） 

▲1888(明治 21)年 水蒸気噴火 小噴火(官報、函館新聞)。 

▲1905(明治 38)年 水蒸気噴火→（泥流発

生） 

8 月 17 日・18 日の両日に鳴動があり 19 日朝小噴火。安政火

口の南側に新爆裂火口(明治火口)が開かれる。 

21～23日にかけても噴火し、22日には押出沢で大雨による二

次泥流が発生､農作物に多少の被害があった。 

▲1919(大正 8)年 水蒸気噴火 6 月 16 日に地震(函館測候所 15：54)、鳴動あり、17 日小噴

火、以後 7月 26日まで数回の噴火。 

1922(大正 11)年 火山活動？ 5月 22日、多少火山活動に異常を呈する程度。(詳細不明) 

▲1923(大正 12)年 水蒸気噴火 2 月 27 日 7：00 頃、突然噴火し､砂原村においては鳴動を聞

き、山麓西方に少量の降灰があった。 

3月 15日 14：10頃､遠雷のごとき音響を発すると共に黒煙を

あげた。 

▲1924(大正 13)年 水蒸気噴火 7 月 31 日 8:00 頃より度々鳴動し、8:30 頃小爆音と共に黒煙

を上げ、高さ約 250mに達した。 

▲1929(昭和 4)年 大規模：マグマ噴火、

（泥流発生） 

6月 17日 0：30頃から噴火が始まり(函館測候所で、0：26か

ら約 8 分間微動を記録)、次第に降灰が盛んになり 10：00 頃

鳴動を伴い大噴火。11：00の噴煙高度 13900m。午後から火砕

流流下。噴石、降下軽石、火砕流、火山 ガスによる被害は 8

町村に及び、家屋の焼失、全半壊、埋没など 1915余り、山林

耕地の被害多く、死者 2 名、負傷者 4 名、牛馬の死 136 頭。

同日 23：00 過ぎには急速に活動が衰え、19 日にはほぼ平常

に復し、21 日活動停止。昭和 4 年火口、 繭(まゆ)型火口、

瓢(ひさご)型火口生成。 

総噴出物量 0.34km3、マグマ噴出量 0.14DREkm3。（VEI4） 

9月 6日噴煙増加。鳴動もあり。 

1934(昭和 9)年 鳴動 9月 29日昼から夜にかけて数回鳴動。 

1935(昭和 10)年 鳴動・噴煙 10月 14日に鳴動。15日噴煙増加。 

▲1937(昭和 12)年 水蒸気噴火 3月 17、19日小噴火：昭和 4年火口底が吹き飛ばされて桶状

となる。 

1938(昭和 13)年 地震・噴気 2～4月、小地震頻発、噴気活動活発。 

1939(昭和 14)年 噴煙 4月 5日、9月 28日噴煙増加。 
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年代 現象 活動経過・被害状況等 

▲1942(昭和 17)年 中規模：水蒸気噴火→

マグマ水蒸気噴火→

水蒸気噴火,（泥流発

生） 

火砕サージ→火砕物降下、泥流。 

11 月 16 日 8：00 頃、鳴動と共に噴火が始まり、噴煙高度は

海抜 8000m。小規模な火砕サージも発生した。 火山礫や火山

灰は東南東方向に降下し、堆積物の厚さは鹿部で 2cm 以上に

達した。山頂火口原に長さ約 1.8km の大亀裂(割れ目)生成。

18 日にも小噴火。泥流は山頂火口原割れ目火口列東方で 11

月 16～20日の間に発生した。 

総噴出物量 0.002～0.003km3。(マグマ噴出量は微量)（VEI2）。 

1943(昭和 18)年 噴煙 噴煙増加：1月 30日火口上 1000m。4月 16日火口上 1500m。 

1947(昭和 22)年 噴煙 噴煙増加：2月 14日火口上 1800m。11月 9日火口上 1300m。 

1949(昭和 24)年 噴煙 噴煙増加：4月 26日火口上 1200m。 

1954(昭和 29)年 噴煙 噴煙増加：4月 3日火口上 1200m。 

1967(昭和 42)年 地震 地震群発：横津岳周辺で群発地震、12 月 9 日震度 1：函館・

大沼。12月 16日震度 2：鹿部、震度 1：森、大野。 

1969(昭和 44)年～

1971(昭和 46)年 

地震 地震群発：1969年 10月～1971年 5月横津岳周辺で群発地震、

1970年 2月 8日震度 3：函館。1971年 5月 17日震度 2：函館。 

1979(昭和 54)年 噴煙 1月 21日を最後に(1996年 3月の噴火まで)森測候所からの遠

望観測で噴煙が観測されなくなった。 

1983(昭和 58)年 地震・熱 6月 13日短時間に 22回の地震群発。 

10月瓢形火口の地中温度やや上昇。 

1987(昭和 62)年 熱活動 昭和 17年火口の温度が下降傾向から上昇傾向に反転。 

1989(平成元)年 地震・火山性微動 12月30日駒ヶ岳の北約5kmの砂原付近で地震群発、西山麓(旧

A点)で 20回。最大 M3.4、震度 3：森、震度 1：室蘭。 

火山性微動と推定される震動を広範囲で観測(北大)。 

1990(平成 2)年 地震・火山性微動 4 月 3、6 日に地震あり、7 日には短時間に西山麓(旧 A 点)で

49回群発。7日に低周波地震、火山性微動も観測(北大)。 

▲1996(平成 8)年 小規模：水蒸気噴火 3月 5日噴火前に地震 5回。 

3 月 5 日小規模噴火：火砕物降下。18：10 頃から約 6 分間の

火山性微動を観測。昭和 4年火口内に「96年主火口」、昭和

4年火口の南側火口原に延長約 200mの「96年南火口列」生成。 

総噴出物量 12万ﾄﾝ。(VEI1) 

3月 9日噴煙増加、火口上 1000m。 

▲1998(平成 10)年 噴気活動 5 月 14 日明治火口北西壁中部に新たな噴気確認(1996 年 3 月

の噴火直後以来)。繭型火口付近に新噴気孔確認。 いずれも

噴出物の痕跡は認められず。 

熱活動 7 月 30～31 日 96 年南火口列東側地熱で温度やや上昇、地熱

域拡大。 

小規模：水蒸気噴火 10 月 25 日小規模噴火：火砕物降下。9 時 12 分から約 6 分間

の火山性微動を観測。噴火直後の噴煙高度は 1200m に達し、 

東南東方向約 10kmの範囲まで微量の降灰。昭和 4年火口内に

｢98年火口｣生成。 

総噴出物量 5万ﾄﾝ。（VEI1）。 

1999(平成 11)年 火山性微動 3 月 1 日微動：約 1 分間の火山性微動を観測。表面現象に異

常なし。 

▲2000(平成 12)年 火山性微動 3月 12日約 1分間の火山性微動を観測。表面現象に異常なし。 

噴気 7月 19～21日昭和 4年火口内の噴気が春の現地観測と比べて

量･勢い共に増大(96年主火口、98年火口共)。 

噴気 8月 7～9日昭和 4年火口の噴煙が通常より多くなり、高さの

最高は火口上 400m(白色、9 日)に達したが、有色噴煙や火山

性地震･微動は観測されなかった。また、9日午後に実施した

臨時現地観測でも火口周辺に異常は認められなかった。 

地震 8 月 11 日 22:47 規模の大きな地震。森町上台町で震度 3、八

雲町上の湯で震度 1。震源は駒ヶ岳の北北西約 10kmの内浦湾。

M3.4。 
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年代 現象 活動経過・被害状況等  
小規模：水蒸気噴火 9 月 4 日小規模噴火。22:14 から約 10 分間の火山性微動を観

測。噴火直後の噴煙状況は夜間のため確認できなかったが、5

日 5：00には火口上 500mの高さの白色噴煙を確認した。火山

灰は北西方向に分布し、昭和 4年火口から約 11kmの範囲まで

微量の降灰。火口原の火山灰・礫は最大 40cm堆積、人頭大の

噴石多数、長径 1m 以上の岩塊も見られた(道立地質研究所、

森測候所)。 総噴出物量 10万ﾄﾝ。（VEI1） 

水蒸気噴火 9 月 12 日ごく小規模な噴火。22:12 から約 3 分間の火山性微

動を観測。噴煙は白色で高さは火口上 700m。聞き取り調査の

結果、降灰や表面現象の異常は確認されなかった(後日森測候

所により火口周辺で微量の降灰確認)。 

水蒸気噴火 9 月 28 日小規模噴火。13:56 から約 8 分間の火山性微動を観

測。噴火直後の噴煙状況は雲のため確認できなかったが、南

東山麓の東大沼地区など、昭和 4年火口から約 10kmの範囲で

微量の降灰があった。火山灰の厚さは火口近傍で 2cm程度。 

水蒸気噴火 10 月 24 日ごく小規模な噴火。0:01 から約 3 分間の火山性微

動を観測。微動観測時から噴煙活動が活発となり、火口上

2000m 以上に達した(量、色不明)。聞き取り調査や周辺自治

体の調査によると、山麓では降灰は確認されなかった。また

機上観測でも火口周辺に新たな噴出物は認められなかった

が、24日午後、森測候所、道立地質研究所などが実施した現

地調査の結果、火口原馬ノ背付近までの範囲に新たな微量の

火山灰が確認された。 

小規模：水蒸気噴火 10 月 28 日小規模噴火。2:43 から約 9 分間の火山性微動を観

測。噴煙は火口上 2000m 以上に達した(量、色不明)。降灰は

鹿部町を中心に東方向に分布し、昭和 4年火口から約 17kmの

南茅部町岩戸地区まで微量の降灰。29日の北大の調査による

と、最大径約 4.5mの噴石やサージ堆積物が認められた。噴出

物量 3万ﾄﾝ。（VEI1） 

火山性微動 11月 1日山頂の臨時観測点にのみ記録される程度の小さな微

動が 3回発生。継続時間はそれぞれ 30秒程度。 

火山性微動 11月 4日継続時間約 2分の火山性微動を観測。それ以外にも

小さな類似波形あり。北大の総合観測井では同時間帯に傾斜

変動を観測。表面現象に異常はなかった。 

火山性微動 11月 5日山頂の臨時観測点にのみ記録される程度の小さな微

動。継続時間 30秒程度。 

水蒸気噴火 11月 8日小規模噴火。7:38から約 9分間の火山性微動を観測。

噴火時の噴煙は火口上 2000m 以上に達した(量、色不明)。火

山灰は東～東南東に分布し、昭和 4年火口から約 12kmの鹿部

漁港付近までごく微量の降灰。 

2001(平成 13)年 微動・地殻変動 1月 17日 13:29から継続時間約 1分の火山性微動を観測。噴

煙は雲のため不明。西山麓(旧 A 点)の傾斜計では火山性微動

と同時に山下がり→山上がりの変動を観測した。 

2002(平成 14)年 地震 2 月 19 日、駒ヶ岳東麓のやや深い所で M3 クラス含む地震が

まとまって発生したほか、2～3月にかけ地震活動がやや活発

化。 

2017(平成 29)年 地震 11月 26日、山頂の浅いところを震源とする規模の小さな火

山性地震が増加した。剣ヶ峯東（山頂観測点）で 44回。 

（気象庁ホームページによる） 

※噴出物量については、降下火砕物、火砕流、火砕サージ、溶岩流、溶岩ドーム等を加えた重量（単位は「ton」）

またはマグマ噴出量（DRE km3）で記載している。 

※噴出物量が既知である場合については VEI（火山爆発指数）を付している。
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■駒ヶ岳の噴火史             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去の火山噴火噴出量積算図 

 

活動期 噴火年代 14CAge 堆積物 活動 体積(km3) マグマ量 (km3)

1942 AD 1942

降下火山

灰・火砕

サージ

0.002~0.003* 0.001

1929 AD Ko-a
降下軽石・

火砕流
0.52** 0.2

1856 AD Ko-c1

降下軽石・

火砕流

・溶岩ドーム

0.21** 0.1

1694 AD Ko-c2
降下軽石・

火砕流
0.36** 0.1

1640 AD Ko-d

山体崩壊・

降下軽石・

火砕流

2.9*** 1

6.3 cal ka 5.5 ka# Ko-f
降下軽石・

火砕流
> 1 > 0.3

6.5-6.3 cal ka 5.7-5.5ka
$

P1 火砕流 < 0.1 < 0.05

6.5-6.3 cal ka 5.7-5.5ka
$

P2 火砕流 < 0.1 < 0.05

6.8 cal ka 6 ka$ Ko-g
降下軽石・

火砕流
2~4## > 1

12.8 cal ka 11 ka$ P3 火砕流 < 0.1 < 0.05

14.8 cal ka P4 火砕流 < 0.1 < 0.05

17.4 cal ka P5 降下軽石 > 1 > 0.3

17.7 cal ka P6 降下軽石 < 0.1 < 0.03

19 cal ka P7 降下軽石 > 1 > 0.3

20 cal ka 17 ka** Ko-h
降下軽石・

火砕流
> 1 > 0.3

39 cal ka 33.6 ka### Ko-i
降下軽石・

火砕流
> 1### > 0.3

? ? NJD 山体崩壊

? ? P8 降下軽石

? ? MTD 山体崩壊

? ?
剣ヶ峰溶岩

砂原岳溶結凝灰岩

溶岩流・降

下火砕物

ス
テ
ー
ジ
Ⅳ

歴
史
時
代

ス
テ
ー
ジ
Ⅲ

ス
テ
ー
ジ
Ⅱ

ス
テ
ー
ジ
Ⅰ

＊勝井ほか（1975）、＊＊勝井ほか（1989）、＊＊＊吉本・宇井（1998） 

♯奥野ほか（1999）、♯♯中村・平川（2004）、♯♯♯雁沢ほか（2005）、＄吉本ほか（2008） 
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■駒ヶ岳昭和４年大噴火の推移図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（勝井原図に加筆修正） 

 

■駒ヶ岳昭和４年大噴火による降灰石の区域と降灰深度分布図 

(昭和 12年 6月 1日発行(財)北海道社会事業協会編駒ヶ岳爆発災害誌より) 
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■駒ヶ岳昭和４年大噴火の噴出物の分布図 
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３．駒ヶ岳の噴火の特徴 

(1) 噴火間隔 

駒ヶ岳の歴史時代における噴火間隔と規模には、特に一定の規則性はみることができな

い。 

 

■過去 400 年間の時系列及び規模図 

 

(2) 噴火形態 

駒ヶ岳の歴史時代における噴火は、小規模な場合には水蒸気噴火、大規模な場合には火

砕流を伴うプリニー式噴火（軽石噴火）を起こしている。側噴火は起こしておらず、噴火

地点はいずれの噴火も山頂噴火であった。 

 

①小噴火 

小噴火では、多少の降灰を見るほか、火口周辺の噴石落下が発生する。 

 

②中噴火 

中噴火では、多少の降灰・噴石のほかに火砕サージや場合によっては火砕流を発生させ

る。 

 

③大噴火 

大規模な噴火では、多量のマグマが軽石、火山灰となって放出され、降下火砕物及び火

砕流を発生させる。

 

この図から、1929年の噴火の前20年間に小噴火が頻発していることがわかる。1996

年、1998年、2000年の小噴火は、大噴火発生の前兆である可能性が懸念された。1640

年、1694年、1856年の大噴火の前には小噴火の古記録が存在しない。しかし小噴火は

記録が残っていない可能性が大きい。 
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(3) 噴火現象 

 

①火砕流・火砕サージ 

火砕流は大規模噴火で発生し、火砕サージを伴う。火砕流は噴煙柱の崩落により発生し、

全方位に流下する。火砕サージは、火砕流よりも遠方に到達し、海上にも被害を及ぼす。 

中規模噴火では火砕サージが発生し、場合によっては山麓まで到達しない程度の小規模

な火砕流が発生する。 

 

②噴石 

駒ヶ岳では、噴石（火山弾など）の落下についての記録もいくつか見られ、1929年（昭

和４年）噴火では馬の背外壁８合目付近に大きな岩塊が落下したほか、鹿部町内に噴石が

落下し死傷者が出ている。昭和17年噴火でも火口上100ｍまで岩塊が噴き上げられているの

が目撃されている。噴出岩塊は山頂付近にのみ落下する。 

 

③降下火砕物 

上空の風によって運ばれ、風向きによって積もる場所が変わり、風下側に厚く堆積する。 

 

④降雨型泥流（土石流） 

規模の大小にかかわらず、ある程度の噴出物が山腹に堆積した場合には、その後の降雨

によって降雨型泥流（土石流）が発生する危険性がある。 

 

⑤融雪型火山泥流 

積雪期に噴火した場合、積雪上に高温の火砕物が載って一気に融雪し、泥流が発生する

危険性もある。歴史時代の大規模な噴火は冬期に起きておらず、また、昭和17年噴火では

新雪が積もっていたが、融雪型火山泥流は発生していない。 

 

⑥溶岩流・溶岩ドーム 

駒ヶ岳の溶岩はきわめて粘性に富み、溶岩流として流下することはない。1856年（安政

３年）噴火のように、火口に溶岩ドームを形成することがある。 

 

⑦岩屑なだれ 

規模がきわめて大きい噴火（例えば1640年噴火）になると岩屑なだれが発生する危険性

がある。駒ヶ岳の周囲には広く岩屑なだれ堆積物が広がり、約４万年の間に、少なくとも

２回以上の岩屑なだれが発生している。ただし、岩屑なだれが数百年の間に繰り返される

ことはまれであり、現在のところ岩屑なだれ発生の可能性は小さい。 

 

⑧津波 

山体崩壊による岩屑なだれや火砕流が海域に達した場合、津波が発生する可能性がある。
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(4) 前兆現象 

1640年（寛永17年）の噴火では、詳細な記録がないため、前兆現象があったかどうかは

不明であるが、1856年（安政３年）、1929年（昭和４年）、1942年（昭和17年）の大・中

規模噴火では、いずれも前兆現象があったと証言するものがいた。1905年（明治38年）、

1919年（大正８年）などの噴火でも前兆が指摘されている。 

一方、1996年、1998年の小噴火では、いずれも前兆現象が認められず、噴火が始まった。 

前兆現象は、いずれも鳴動あるいは震動である。噴火の数時間前～数日前に起きている。

これらの前兆現象は、いずれも人の感覚によって察知されたものであるが、近年は、観測

網が整備されているので、前兆現象をいち早くとらえることが可能ではないかと期待され

る。 

 

■駒ヶ岳火山噴火の前兆現象の記録年表 

西暦(邦暦) 規模 噴火に伴う前兆現象の記録 

1640年(寛永17年) 大噴火 山鳴り著し 

1694年(元禄７年) 〃 記録不明 

1765年(明和２年) 小噴火 記録不明 

1856年(安政３年) 大噴火 ２日前から鳴動、数時間前から震動を感じ、少量の降灰あり 

1888年(明治21年) 小噴火 特になし 

1905年(明治38年) 〃 
２日程前から鳴動を感じ、小爆発がおこり２～３日後やや大き

な爆発となる 

1919年(大正８年) 〃 噴火の前日午後に駒ヶ岳付近で地震及び鳴動あり 

1923年(大正12年) 〃 特になし 

1924年(大正13年) 〃 約30分前から鳴動あり 

1929年(昭和４年) 大噴火 
２～３日前から鳴動、10～13時間前に地震あり小爆発に至る。

小爆発開始後9時間30分で大噴火が始まる 

1937年(昭和12年) 小噴火 ２日前からときどき鳴動や小量の降灰あり 

1942年(昭和17年) 中噴火 
４～５日前にドーンという音響を聞く、30分前に小地震を記録

する 

1996年(平成８年) 小噴火 特になし 

1998年(平成10年) 〃 特になし 

2000年(平成12年) 〃 特になし、６回小噴火を繰り返す 

 

(5) 噴火継続時間 

駒ヶ岳の歴史時代の噴火における一回の噴火継続時間は、他の火山に比較して短い。大

噴火の破局的な活動の継続時間は１～３日間ぐらいであり、これは、駒ヶ岳のマグマの性

質により短時間の破局的な噴火となるためである。駒ヶ岳のマグマは粘性が高く、急速に

発泡する性質をもつ。急速に発泡したマグマは、地中で圧力を急激に上昇させ、一挙に軽

石や火山灰として地上に噴出させることとなる。そして、圧力を解放すると活動は沈静化

する。 

ただし、小規模な活動が１～２ヶ月継続することはある。
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第１節 火山防災知識の周知・啓発 
 

火山噴火災害に係る防災知識の普及と周知徹底を図るため、協議会及び防災関係機関と協

力し、設置町の地域防災計画に定めるところにより実施する。 

また、将来の地域を担う児童生徒等に対する防災教育も進めるものとする。 

さらに、防災教育の充実を図るために、火山防災学習施設・設備等の整備を進めるものと

する。 

 

１．防災教育 

住民等や防災関係機関職員等に対する防災教育、登山者等に対する防災知識の普及啓発を

実施し、防災意識の向上を図る。 

・駒ヶ岳火山の概要等に関する周知 

・駒ヶ岳火山噴火災害史等に関する周知 

・火山噴火災害等に関する防災知識の周知 

・避難所等、避難経路、避難方法、避難の備え等に関する周知 

・噴火警報等に関する周知 

・火山観測施設、防災施設等に関する周知 

・火山噴火災害危険区域予測図(ハザードマップ)に関する周知 

・火山防災講演会、火山防災研修会による防災知識等の周知 

・自助として家庭内備蓄の周知 

・その他火山防災に関する事項の周知 

  

２．啓発活動 

突発的な火山噴火災害に備え、平常時より各種啓発活動を実施するものとする。 

・広報紙、マスメディア等による啓発活動 

・広報車、防災行政無線等による啓発活動 

・防災ハンドブック、リーフレット、チラシ等の配布による啓発活動 

・ポスター、看板、掲示板等による啓発活動 

・防災講演会、シンポジウム、防災研修会等による啓発活動 

・消防防災展等のイベントの開催による啓発活動 

・その他火山防災上有効な啓発活動 
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第２節 火山災害に対する防災力向上 
 

１．防災訓練 

火山噴火災害に係る災害応急対策等を円滑に実施するため、関係機関と緊密な連携をとり、

設置町の地域防災計画に定めるところにより、実地及び図上により各種防災訓練を実施し、

火山防災についての知識及び技能の向上を図るとともに、住民等や登山者等の防災意識の高

揚を図るものとする。 

 

■訓練項目・訓練名・訓練内容 

訓練項目 訓練名 訓 練 内 容 

個別訓練 

消防訓練 

消防機関の出動 

隣接市町の応援 

避難立退き 

救出救助 

消火、広報、情報連絡等 

避難訓練 

避難の指示、伝達、誘導 

避難住民の輸送 

避難所の開設、運営 

給水給食等 

通信訓練 

噴火警報等の伝達 

各種情報の連絡 

通信施設の点検等 

降灰調査実働訓練 

降灰採取 

降灰の移送 

ヘリコプター画像伝送 

図上訓練 図上訓練 噴火を想定した個別及び総合的図上訓練 

総合訓練 総合訓練 噴火を想定した総合的防災実施訓練 

各種訓練の具体的な内容等については、その都度、訓練実施要領を作成して、訓練を実施す 

るものとする。 
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第３節 火山災害の防止 
 

１．火山噴火災害警戒区域の設定 

駒ヶ岳で注意すべき火山災害は、降下火砕物、火砕流・火砕サージ、泥流・土石流、岩屑

なだれの４つであり、「駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予測図（ハザードマップ）」に基づき、

予想される災害や災害の発生が予想される地域を把握し、設置町は協議会において調整を図

り、警戒区域を設定し、住民等や登山者等の生命、財産等を保護することに万全を期するも

のとする。 

 

２．観測監視体制の整備及び情報の共有化 

駒ヶ岳火山観測施設の現況は、次のとおりであるが、関係機関が連携して今後ともより一

層の整備充実、強化を図り、万全を期するものとする。 

 

(1) 札幌管区気象台 地域火山監視・警報センターの観測・監視体制 

気象庁では、火山防災体制を強化するために平成28年４月１日、東京に火山監視・警報

センター、全国３ケ所（札幌、仙台、福岡）に「地域火山監視・警報センター」を設置し

た。 

札幌管区気象台地域火山監視・警報センター（以下「札幌火山センター」という。）で

は、駒ヶ岳を含めた、北海道内の活火山の観測・監視を一元的に行っており、火山情報等で

観測成果等を知らせている。 

① 観測・監視体制 

駒ヶ岳の観測・監視体制は、次のとおりであり、山頂、山麓に観測機器を配置し、火

山の活動状況を的確に把握するべく体制を取っている。 

 

震動観測 

昭和４年火口の西南西約 4.1 ㎞にある地点の西山麓のほか、山麓の梨の木

沢、山頂の砂原岳西、剣ヶ峯東、東円山、隅田盛、砂原岳東（広帯域）の７

地点に地震計を設置している。また、西山麓、梨の木沢、鹿部公園南東の３

地点に空振計を設置している。これらのデータは札幌火山センターに伝送さ

れて、火山性地震や火山性微動、噴火などに伴う空気振動(空振)を観測して

いる。 

遠望観測 
鹿部公園南東と赤井川２及び剣ヶ峯（可視・熱映像）に監視カメラを設置し、

札幌火山センターに伝送して噴煙の状況などを観測している。 

地殻変形

観測 

西山麓と梨の木沢及び馬ノ背２に傾斜計を設置している。その他、南西山腹、

押出沢、東円山、東山腹、南山腹の５地点にＧＮＳＳを設置し、札幌火山セ

ンターに伝送してマグマの活動などに伴う地形の変化状況を観測している。 

調査観測 

定期的に火口付近において噴気温度や、地中温度などの測定を行っている。

また、遠望観測や震動観測で火山現象に異常を認めたり、付近の住民などか

ら異常の通報があったりした場合には臨時に観測を行うこともある。 
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② 札幌火山センターによるデータの監視 

各種の観測データは札幌火山センターに常時伝送され、24 時間体制で集中監視し、異

常が発見された場合には、直ちに噴火警報等を発表するとともに、活動状況に応じて職

員を現地に派遣する。 

 

③ 他機関データの利用 

気象庁以外の機関が行っている観測データ等についてもそれぞれの機関の協力を得て

札幌火山センターに収集し、火山活動の診断に活用している。 

 

 

■駒ヶ岳観測機器設置場所一覧（令和3年1月18日現在） 

 

記号 測器種類 地点名 

位置 

観測開始日 備考 緯度 

（度 分） 

経度 

（度 分） 

標高 

(ｍ) 

設置高 

(ｍ) 

■ 地震計 

西山麓 42 03.19 140 38.29 265 -1 1966.7.1 短周期 

剣ヶ峯東 42 03.74 140 41.00 920 -1 2001.4.25 短周期 

砂原岳西 42 04.34 140 40.97 1035 -1 2001.6.10 短周期 

隅田盛 42 03.17 140 42.02 677 -1 2002.11.15 短周期 

東円山 42 04.38 140 43.16 458 -1 2002.11.22 短周期 

梨の木沢 42 06.55 140 40.89 122 -100 2010.9.1 短周期 

砂原岳東 42 04.34 140 41.98 783 -1 2016.12.1 広帯域 

□ 空振計 

西山麓 42 03.19 140 38.29 265 3 2000.12.2  

鹿部公園南東 42 01.86 140 48.78 45 2 2000.11.22  

梨の木沢 42 06.55 140 40.89 122 2 2010.9.1  

★ 
監視 

カメラ 

鹿部公園南東 42 01.86 140 48.78 45 11 2001.2.1 可視 

赤井川２ 42 00.83 140 38.56 166 14 2015.12.18 可視 

剣ヶ峯 42 03.80 140 40.76 991 3 2016.12.1 
可視 

熱映像 

◆ ＧＮＳＳ 

押出沢 42 04.57 140 39.17 345 3 2003.11.13  

東山腹 42 03.57 140 41.92 678 3 2001.3.23  

東円山 42 04.41 140 43.12 456 3 2004.11.10  

南山腹 42 02.96 140 41.17 647 3 2001.3.23  

南西山腹 42 02.83 140 39.57 370 4 2014.11.25  

▲ 傾斜計 

西山麓 42 03.19 140 38.29 265 -30 2000.12.2  

梨の木沢 42 06.55 140 40.89 122 -100 2011.4.1  

馬の背２ 42 03.47 140 41.13 893 -15 2016.12.1  
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■駒ヶ岳常時観測点配置 
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(2) 北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターの研究観測網 

駒ヶ岳には、臨時観測点を含めて、14の常時テレメーター観測点を設け、地震計、傾斜

計、ＧＮＳＳ受信機、潮位計、空振計、磁力計や可視カメラを配置している。また、現地

収録方式による全磁力観測点も１ヶ所に設けている。 

常時テレメーター観測点のうち、駒ヶ岳南山腹にある７合目観測点には深度500ｍ及び

150ｍの地震・傾斜観測井があり、地表設置された地震計、傾斜計と合わせ、実験的な地震、

傾斜の鉛直アレイを構成している。また北東麓の沼尻観測点にも深度150ｍの観測井があり、

孔内地震計及び傾斜計が設置されている。 

これら常時観測点で得られたデータは森中学校にある森分室に集約されたあと、札幌キ

ャンパスの地震火山研究観測センターに伝送され、さらに有珠火山観測所に中継されてい

る。また、観測データは札幌管区気象台にも分岐され、気象庁の火山活動監視に利用され

ている。 

 

■観測点位置図 
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■テレメータ観測点と観測項目 

観測点名 
地震計 

傾斜計 GNSS 潮位計 空振計 磁力計 
可 視 

カメラ 短周期 長周期 

沼 尻  ○  ○     

150m観測井 ○  ○      

軍 川    ○    ○ 

7合目 ○  ○ ○     

500m観測井 ○  ○      

150m観測井  ○ ○      

押出沢  ○ ○   ○   

東 麓  ○ ○   ○   

森分室 ○   ○     

鹿 部    ○     

赤井川 ○      ○  

剣ヶ峯  ○ ○   ○ ○  

砂原岳  ○ ○   ○   

森 港     ○    

砂 崎 ○        

火口原       ○  

合 計 6 6 8 5 1 4 3 1 

 

 

■現地収録観測点と観測項目 

観測点名 
地震計 

傾斜計 GNSS 潮位計 空振計 磁力計 
可 視 

カメラ 短周期 長周期 

掛 澗       ○  

合 計 0 0 0 0 0 0 1 0 
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(3) 駒ヶ岳火山防災ＷＡＮ 

北海道（渡島総合振興局）、北海道開発局（函館開発建設部）及び北海道森林管理局（渡

島森林管理署）では、各機関で設置の監視カメラ・気象観測施設・土砂移動（泥流・土石

流）検知センサー等の情報を、光ファイバーケーブル等を用いたネットワークによって共

有化する「駒ヶ岳火山防災ＷＡＮ」の構築を進めており、これらの情報は設置町にも配信

されている。 

 

■駒ヶ岳火山防災ＷＡＮネットワーク構成図（平成31年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

函館地方気象台 
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■駒ヶ岳火山ＷＡＮ各種観測情報伝達系統図（平成31年3月31日現在） 

 

 

凡   例 

 北海道 光ケーブル 

 無線 400MHｚ帯 

 有線（同軸ケーブル） 

 情報共有光回線 

 北海道 

 北海道開発局 

 駒ヶ岳周辺自治体 

 他機関施設・回線 

W／C ワイヤーセンサー 

振 振動センサー 

音 音響センサー 

森① 押出沢(W/C・振) 

森② テントウ沢 A(W/C・振) 

森③ テントウ沢右(W/C・音) 

森④ 白川(W/C) 

森⑤ 逆川の沢２(W/C) 

森⑥ 逆川の沢１(W/C) 

森⑦ 東山(雨量計) 

森⑧ 押出沢下流(雨量計)※ 

森⑨ 中継局(雨量計) 

森⑩ 観測局(雨量計) 

森⑪ 観測局(積雪計) 

森⑫ 観測局(風向／風速計) 

森⑬ 観測局(傾斜計) 

森⑭ 観測局(振動系) 

 

砂① 弥右衛門沢２(W/C・振) 

砂② 梨の木沢(W/C・振) 

砂③ イラ沢１(W/C) 

砂④ 弥右衛門沢 1(W/C) 

砂⑤ 梨の木東(W/C) 

砂⑥ 梨の木西(W/C) 

砂⑦ テントウ沢１(W/C) 

砂⑧ テントウ沢(W/C) 

砂⑨ 馬抛沢(W/C) 

砂⑩ イラ沢２(W/C) 

砂⑪ 弥右衛門沢(雨量計) 

砂⑫ 押出沢中流(雨量計) 

砂⑬ 中継局(雨量計) 

砂⑭ 観測局(雨量計) 

砂⑮ 観測局(積雪計) 

砂⑯ 観測局(風向／風速計) 

 

鹿① 留の沢２(W/C・振) 

鹿② 留の沢１(W/C) 

鹿③ 鹿部押出沢２(W/C・振) 

鹿④ 鹿部押出沢３(W/C) 

鹿⑤ 鹿部押出沢１(W/C) 

鹿⑥ 鹿部駅の沢(W/C) 

鹿⑦ 尻無川１(W/C) 

鹿⑧ 尻無川２(W/C) 

鹿⑨ 明神川(W/C) 

鹿⑩ 鍛冶屋川(W/C) 

鹿⑪ 留の沢中流(雨量計) 

鹿⑫ 留の沢下流(雨量計) 

鹿⑬ 鹿部押出(雨量計)※ 

鹿⑭ 鍛冶屋川(雨量計) 

鹿⑮ 中継局(雨量計) 

鹿⑯ 観測局(雨量計) 

鹿⑰ 観測局(積雪計) 

鹿⑱ 観測局(風向／風速計) 

森 中 継 局 

函館開発建設部 

函館開発建設部 

森防災ステーション 

砂原押出沢カメラ局 

砂 原 中 継 局 

森町砂原支所

 

函館地方気象台

 

弥右衛門沢カメラ局 

 
渡島総合振興局 林務砂原 

 

支① 押出沢(W/C・振)     支⑥ 梨の木沢(W/C・振) 

支② テントウ沢右(W/C・振)  支⑦ 弥右衛門沢(W/C・振) 

支③ テントウ沢上流(W/C・振) 支⑧ 馬抛沢(W/C・振) 

支④ イラ沢(W/C・振)     支⑨ 松葉沢雨量計 

支⑤ 松葉沢(W/C・振)  

 

鹿部町役場

 

鹿 部 中 継 局 

尻無沢カメラ局 留の沢カメラ局 

北海道森林管理局 

渡島森林管理署 

 

     

 

営① 留ノ沢(W/C)    営④ 留の沢雨量計 

営② 鹿部押出北沢(W/C) 営⑤ 鹿部押出北沢雨量計 

営③ 尻無し川沢(W/C)  営⑥ 鹿部押出沢２雨量計 ※ 

北 海 道 森 林 管 理 局 

渡 島 森 林 管 理 署 

函 館 建 設 管 理 部 

八 雲 出 張 所  監 視 局 

函 館 建 設 管 理 部 

事 業 課  監 視 局 

函 館 建 設 管 理 部 

本 部  監 視 局 

森 町 役 場

 

大 沼 中 継 局 

七飯町役場

 

山頂カメラ局 

大① 逆川の沢 A１(W/C) 

大② 逆川の沢 B１(W/C) 

大③ 逆川の沢 B２(W/C) 

大④ 逆川の沢 A２(W/C) 

大⑤ 軍川(雨量計)※ 

大⑥ 山頂(雨量計) 

大⑦ 山頂(積雪計) 

大⑧ 山頂(風向／風速計) 

大⑨ 中継局(雨量計) 

大⑩ 観測局(雨量計) 

大⑪ 観測局(積雪計) 

大⑫ 観測局(風向／風速計) 

 

※・・・平成３１年３月３１日 現在未整備 

 

 

表中「函館開発建設部 森道路維持事業所」を「函館開発建設部 森防災ステーション」

に改める。 
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(4) 国立研究開発法人防災科学技術研究所の火山観測網（Ｖ－net） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所では、活動度が高い火山や潜在的爆発力が高く、

人的・経済的被害を与える可能性が高い火山に観測網を整備している。 

駒ヶ岳には、森・鹿部・軍川の３箇所に、火山観測施設として地中部に地震計と傾斜計、

地上部に広帯域地震計、ＧＰＳ観測機器、観測小屋等が整備されている。 

これらのデータは、マグマの挙動や噴出量の推定等や火山噴火における直前予測に活用

される。 

 

■Ｖ－net の機器構成の概念図 
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第１節 火山情報の収集・伝達 
 

１．火山情報の収集 

 火山現象には、短時間で居住地域に到達するものや広範囲に影響が及ぶものがあり、住民

等や登山者等の避難においては、火山に関する情報の迅速かつ適切な情報が特に重要となる。 

 設置町は、住民等や登山者等に対する情報伝達体制を整備し、噴火時において、迅速かつ

適切な伝達に努めるものとする。 

 なお、火山に関して収集する主な情報は、次項「■気象庁が発表する火山に関する情報や

資料の解説」のとおりとする。 

 

２．火山情報の伝達 

設置町の町長は、噴火警報等を受けた時、又は自ら知った時には、災害対策基本法第５６

条、設置町の地域防災計画及び本計画の定めるところにより、住民等、登山者等、関係機関、

団体等に対して当該情報を伝達するものとする。 

この場合において、必要があると認める時は、設置町の町長は、噴火により予想される災

害の事態及びこれに対してとるべき措置等について、必要な通知又は警告をするものとする。 

 

(1) 火山情報の種類 

火山情報の種類は次のとおりとする。 

 

①噴火警報（居住地域）・噴火警報（火口周辺） 

札幌管区気象台が、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、

火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難まで

の時間的猶予がほとんどない現象）の発生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡

大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲（生命に危険を及ぼす範囲）」等を明示し

て発表する。 

「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報（居住地域）」、火口周

辺に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」として発表する。噴火警報（居住地域）

は、警戒が必要な居住地域を含む市町村に対する火山現象特別警報に位置付けられる。 

 

②噴火予報 

札幌管区気象台が、火山活動の状況が静穏である場合、あるいは火山活動の状況が噴

火警報には及ばない程度と予想される場合に発表する。 

 

③噴火警戒レベル 

札幌管区気象台が、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災関係機関や

住民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分し、噴火予報・警報に付して発表する。 

活動火山対策特別措置法第４条の規定に基づき、各火山の地元の都道府県等は、火山

防災協議会を設置し、平常時から、噴火時や想定される火山現象の状況に応じた警戒避

難体制の整備について共同で検討を実施する。噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な
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範囲」と「とるべき防災対応」を設定し、市町村・都道府県の「地域防災計画」に定め

られた火山で、噴火警戒レベルは運用される。 

 

■北海道駒ヶ岳の噴火警戒レベル 

 
④噴火速報 

札幌管区気象台が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち

早く伝え、身を守る行動を取っていただくために発表する。 

噴火速報は以下のような場合に発表する。 

・噴火警報が発表されていない常時観測火山において、噴火が発生した場合 

・噴火警報が発表されている常時観測火山において、噴火警戒レベルの引き上げや 

警戒が必要な範囲の拡大を検討する規模の噴火が発生した場合（※） 
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・このほか、社会的な影響が大きく、噴火の発生を速やかに伝える必要があると判 

断した場合 

※噴火の規模が確認できない場合は発表する。 

なお、噴火の発生を確認するにあたっては、気象庁が監視に活用しているデータ 

だけでなく、関係機関からの通報等も活用する。 

 

⑤火山の状況に関する解説情報 

札幌管区気象台が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、または、

噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動

の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引上げや、「警戒が必要な範囲」

の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべ

き事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報（臨時）」を発表する。 

また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、または、噴火警報を発

表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、

火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」

を適時発表する。 

 

⑥降灰予報 

以下の３種類の降灰予報が気象庁から発表される。 

ア．降灰予報（定時） 

・噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活等に影響を及ぼす降灰が予想さ

れる場合に、定期的（３時間ごと）に発表される。 

・18時間先（３時間区切り）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな

噴石の落下範囲が提供される。 

イ．降灰予報（速報） 

・噴火が発生した火山（注１）に対して、事前計算した降灰予報結果の中から最適

なものを抽出して、噴火発生後５～10 分程度で発表される。 

・噴火発生から１時間以内に予想される、降灰量分布や小さな噴石の落下範囲が提

供される。 

（注１）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「や 

や多量」以上の降灰が予想された場合に発表される。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるた

め、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表される。 

ウ．降灰予報（詳細） 

・噴火が発生した火山（注２）に対して、降灰予測計算（数値シミュレーション計

算）を行い、噴火発生後 20～30分程度で発表される。 

・噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布や降灰開始時

刻が提供される。 

（注２）降灰予報（定時）を発表中の火山では、降灰への防災対応が必要となる「やや

多量」以上の降灰が予測された場合に発表される。 

降灰予報（定時）が未発表の火山では、噴火に伴う降灰域を速やかに伝えるた

め、予測された降灰が「少量」のみであっても必要に応じて発表される。 
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降灰予報（速報）を発表した場合には、予想降灰量によらず、降灰予報（詳細）

も発表される。 

 

■降灰量階級と降灰の厚さ 

 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 １㎜以上 

やや多量 0.1 ㎜以上１㎜未満 

少量 0.1 ㎜未満 

 

■降灰量階級ととるべき行動等 

 

名称 

表現例 
影響ととるべき行動 

その他の影響 厚さ 

ｷｰﾜｰﾄﾞ 

イメージ 

路面 視界 人 道路 

多量 

1 ㎜以上 

【外出を

控える】 

完全に

覆われ

る 

視界不

良とな

る 

外出を控える 

慢性の喘息や慢

性閉塞性肺疾患

（肺気腫等）が

悪化し健康な人

でも目・鼻・の

ど・呼吸器等の

異常を訴える人

が出始める 

運転を控える 

降ってくる火山

灰や積もった火

山灰をまきあげ

て視界不良とな

り、通行規制や速

度制限等の影響

が生じる 

がいしへの火

山灰付着によ

る停電発生や

上水道の水質

低下及び給水

停止のおそれ

がある 

やや

多量 

0.1 ㎜≦

厚さ<1

㎜【注意】 

白線が

見えに

くい 

明らか

に降っ

ている 

マスク等で防護 

喘息患者や呼吸

器疾患を持つ人

は症状悪化のお

それがある 

徐行運転する 

短時間で強く降

る場合は視界不

良のおそれがあ

る 

道路の白線が見

えなくなる恐れ

がある（およそ

0.1～0.2 ㎜で鹿

児島市は除灰作

業を開始） 

稲などの農作

物が収穫でき

なくなったり

(※1)、鉄道の

ポイント故障

等により運転

見合わせのお

それがある 

少量 
0.1 ㎜ 

未満 

うっす

ら積も

る 

降って

いるの

がよう

やくわ

かる 

窓を閉める 

火山灰が衣服や

身体に付着する 

目に入ったとき

は痛みを伴う 

フロントガラス

の除灰 

火山灰がフロン

トガラス等に付

着し、視界不良の

原因となるおそ

れがある 

航空機の運航

不可(※1) 

（※１）富士山ハザードマップ検討委員会(2004)による設定 
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■降灰予報の発表イメージ 

 

降灰予報は、噴煙の高さや気象予測データ等を用いて、降灰の範囲と降灰量を予測している。 

そのため、噴煙の高さや気象予測の誤差により、降灰予報と実際の降灰範囲や降灰量が異な

ることがある。 

 

⑦火山ガス予報 

札幌管区気象台が、居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合

に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 

 

⑧火山現象に関する情報等 

札幌管区気象台が、噴火警報・予報、噴火速報、火山の状況に関する解説情報、降灰予

報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするために発表する。 

 

  ア.火山活動解説資料 

    写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項等につい 

て解説するため、臨時及び定期的に発表する。 

 

イ.月間火山概況 

前月一ヶ月間の火山活動の状況や警戒事項を取りまとめ、毎月上旬に発表する。 

 

ウ.噴火に関する火山観測報 

噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発生時刻・噴煙高度・噴煙の流れ

る方向・噴火に伴って観測された火山現象等）を噴火後直ちにお知らせするために発表

する。 
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３．協議会の構成機関における情報伝達・共有 

 協議会の構成機関は、避難等の防災対応において、それぞれの役割のもと整合のとれた対

応を実施していくために、火山活動等の状況など、火山に関する情報や避難等の対応に関す

る活動情報を相互に伝達及び情報共有を図るための体制を整備するものとする。 

 

(1) 噴火警報・予報等の伝達 

噴火警報等の伝達を迅速かつ確実に行うための伝達系統は、駒ヶ岳噴火警報等伝達図に

よるものとする。 

 

■駒ヶ岳噴火警報等伝達図 

￥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住
民
・
登
山
者
・
観
光
客
等 

ＮＨＫ函館放送局 

渡島総合振興局 
（地域政策課） 

関係指定地方行政機関 
関係指定地方公共機関 

注 1.二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8条第 1号の規定に基づく法定伝達先。 

  2.太線は、「噴火警報」、「噴火速報」および「火山の状況に関する解説情報（臨時）が発表された際に、活動火山対

策特別措置法第 12条によって、通報もしくは伝達の措置が義務付けられている伝達経路。 

  3.二重線は、上記の活動火山対策特別措置法の規定に加えて、気象業務法第 15条によって通知もしくは周知の措置

が義務付けられている伝達経路。 

  4.「噴火に関する特別警報」が発表された場合、気象庁から携帯電話事業者を介して携帯電話ユーザーに「緊急速報

メール」が配信される。 

対策通報 

森町砂原支所 

その他の協議会 

構成機関 

（
地
域
火
山
監
視
・
警
報
セ
ン 

タ
ー
） 

札
幌
管
区
気
象
台 

函
館
地
方
気
象
台 

報告 

対
応
策
要
請 

対策通報 報告 

渡島総合振興局 

函館建設管理部 

保健環境部 
東部森林室 

北海道警察本部 

総務省消防庁本庁 

北 海 道 
（危機対策課） 

ＮＴＴ東日本 
ＮＴＴ西日本 

函館海上保安部 

ＮＨＫ札幌放送局 

噴火警報伝達系統図 

函館中央警察署 
駐在所 

北海道警察 
函館方面本部 

北海道開発局 

報告 

対策通報 

第一管区 
海上保安本部 

函館開発建設部 

報道機関 

陸上自衛隊 
北部方面総監部 第１１旅団司令部 第２８普通科連隊 

関係船舶 

七飯町 

鹿部町 

森町消防本部 

各消防署・
支所・分遣

所・消防団 

南渡島消防 

事務組合本部 

森町 

（協議会事務

局） 

森警察署 

室蘭海上保安部 

北海道旅客鉄道 

㈱函館支社 

北海道旅客鉄道 
株式会社 
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(2) 火映、鳴動、空振等の火山現象に対する対応 

札幌火山センターは、火映（火口が明るく見える現象）、鳴動、空振等の軽微な火山現

象を観測した場合においても、速やかに函館地方気象台へ連絡して火山現象を解説するな

どの情報提供を行うものとする。 

  また、札幌火山センターから連絡を受けた函館地方気象台は、速やかに必要な協議会構

成機関等への情報提供、解説を行うものとする。 

 

(3) 火山活動に関する解説 

火山活動が活発化した場合、札幌火山センターは、必要に応じて協議会の構成機関に対

して火山活動に関する解説をおこなう。 

その際、現地災害対策本部等が設置されている場合を除き、気象庁が設置したＴＶ会議

システムを用いて行うこととする。ＴＶ会議システムの運営方法は別途定める。 

 

 

■ＴＶ会議システム構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌管区気象台 

地域火山監視・警報センター 

森町 

森警察署 

森町消防署 

渡島森林管理署 

連絡員等 

七飯町 

 
連絡員等 

森町砂原支所 

連絡員等 

鹿部町 

連絡員等 

ＴＶ 会議 

函館地方気象台 

渡島総合振興局 

道警函館方面本部 

函館中央警察署 

函館開発建設部 

函館海上保安部 

連絡員等 
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４．住民等や登山者等への情報伝達と手段 

 

設置町は、住民等や登山者等への火山情報の伝達をより確実にするため、ホームページ、

緊急速報メール、防災行政無線等による情報伝達手段の多重化を図るものとする。 

 

(1) 住民等への情報伝達と手段 

   住民等への情報伝達は下図に基づき、迅速かつ確実に伝達するものとする。 

設
置
町
の
長
（
災
害
対
策
本
部
）

住
民
等
・
登
山
者
等

設置町

森 町（防災交通課）

鹿部町（総務防災課）

七飯町（総務財政課）

北海道

（危機対策課）

渡島総合振興局

（地域政策課）

放送事業者

南渡島消防事務

組合消防本部

函館中央警察署

森警察署

森町（砂原支所）

森町消防本部

鹿部消防署

七飯消防署

砂原支署

設置町地区

連絡責任者

放送依頼

指示

指示

放送依頼代行

（ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ放送）

指示

広報（パトロールカー）

広報（パトロールカー）

広報（消防車両）

広報（消防車両）

広報（消防車両）

広報（消防車両）

広報（消防車両）指示

（広報車・防災行政無線）

（広報車・防災行政無線・緊急速報メール・設置町ＨＰ等）

※1

 

  （情報防災課） 

 

※１ 設置町から放送事業者へ放送依頼することが困難な場合は、渡島総合振興局に放送内 

容を連絡し代行依頼する。渡島総合振興局は、設置町から代行依頼があった場合は、放 

送事業者に放送依頼する。 

 

①避難情報の伝達方法 

  避難情報の住民等への伝達方法については、下記によるものとする。 

ア 設置町ホームページ、緊急速報メールによる伝達 

イ 防災行政無線（同報系）により一斉放送による伝達（屋外子局、戸別受信機） 

ウ 広報車による伝達 

エ 信号（警鐘、サイレン、消防車両やパトロールカーによる回転灯） 

オ Ｌアラート 

カ 放送事業者への要請により、テレビ・ラジオ放送による伝達 

キ あらかじめ定めた伝達系統への電話又は直接口頭による伝達 
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②避難情報の伝達内容 

  避難対象区域に居住・滞在する住民等、登山者等や他地域からの一時滞在者を対象に伝

達する避難情報の内容については、次に示す項目について地域特性や住民等が短時間に認

識できる情報量を考慮して定めるものとする。 

  また、避難後において、特に避難が長期化する状況では、住民等が必要とする情報も多

岐に及ぶため、火山活動の状況、被災地の様子、生活支援に関する情報など、必要な情報

の周知に努めるものとする。 

 

 ■【避難に関する情報】 

ア 避難の理由、可能性のある現象（例：火山泥流、火砕流等） 

イ 噴火警報で発表された「警戒が必要な範囲」 

ウ 規制（火口周辺規制、道路交通規制） 

エ 避難の切迫性 

オ 避難先 

カ 避難方法、避難手段（避難行動要支援者の支援に関する事項、避難経路等も含む） 

キ 携行品、服装の留意点 

ク 戸締り、電気、ガス、水道等の遮断 

ケ 気象状況、今後の気象の見込み 

コ その他必要な事項 

 

■【避難後における情報】 

  ア 火山活動の状況 

  イ 被災地の様子 

  ウ 施設等の復旧状況 

  エ 応急給水や救援物資等の供給に関する情報 

  オ 各種窓口の設置などの生活支援に関する情報 

 

 

(2) 登山者等への情報伝達と手段 

   登山者等への情報伝達は、立入規制地点における看板類の設置により行うほか、既に入

山中の者に対しては、緊急速報メールによる情報伝達を行うとともに、携帯電話の電波が

届かない区域があることを踏まえて、ヘリコプターによる上空からの下山呼びかけもあわ

せて行うものとする。 

 

①緊急速報メールによる情報伝達 

札幌火山センターから、噴火警戒レベル２又は３が発表された場合、設置町は、協議会

等の助言に基づき、噴火の際に直ちに危険が及ぶと想定される範囲に対して災害対策基本

法第６３条の規定による警戒区域を設定し、「警戒区域情報」として住民等や登山者等に

周知するための緊急速報メールを配信するものとする。 

噴火警戒レベル４以上が発表された場合は、「噴火警報」として緊急速報メールを配信

するものとする。 
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■【配信例文（サンプル）】 

 

②ヘリコプターによる下山呼びかけ 

ア 下山呼びかけ方法 

札幌火山センターから火山活動に関する情報の伝達があった場合、設置町は、ヘリコ

プターの緊急運航の必要があると認めるときは、北海道防災航空室に対し緊急運航の要

請を行うとともに、北海道警察、第一管区海上保安本部、函館海上保安部に対し支援要

請を行い、上空からの下山呼びかけを行うものとする。 

イ 呼びかけ内容 

   登山者等が聞き取りやすいように、簡潔な言葉で呼びかけを行うことを基本とする。 

  ■呼びかけ例 

   「駒ヶ岳の火山活動が活発化しています。大至急、下山してください。」 

 

③登山者等自らによる安全を確保するための措置 

設置町及び関係機関は、登山者等が状況に応じた行動がとれるよう下記の内容につい

て啓発に努めるものとする。 

  ア 登山者等は、事前に駒ヶ岳に係る情報の把握に努めるとともに、登山中においても、

火山現象の変化の把握やラジオ等による外部からの積極的な情報収集に努め、状況の

変化に応じた安全な行動をとるよう心がける。 

  イ 携帯電話の電波を受信できない区域もあり、全ての登山者等が確実に緊急速報メー

ル等の情報を得ることができない可能性もあることから、登山中に取得した火山に関

する情報は、周囲の登山者等と共有を図るよう努める。 

 

(3) 避難促進施設への情報伝達と手段 

設置町は、噴火警戒レベルが２以上に引き上げられた場合、その他必要と認められる場

合は、その発表内容を避難促進施設へ迅速かつ確実に伝達するものとする。 

なお、避難促進施設への情報伝達と手段については、「(1) 住民等への情報伝達と手段」

の規定を適用する。 

 

 

 

 

配信項目 配信例文 

警戒区域情報 

（噴火警戒レベル２

又は３） 

 駒ヶ岳で火山活動活発化の兆候が観測されました。 

 突発的な噴火等の危険性が高まっており、○時○分に山頂から約○ｋ

ｍの範囲を警戒区域に設定し、登山道を規制しました。 

 登山、入山中の方は、直ちに下山してください。 

噴火警報 

（噴火警戒レベル

４） 

※レベルに応じた内

容により配信 

 駒ヶ岳の火山活動の活発化により噴火警戒レベル４に引き上げられた

ため、設置町は避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 

 登山、入山中の方は直ちに避難場所まで避難してください。 

 避難場所は○○○、○○○、○○○です。 
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第２節 災害通信計画 
 

 噴火の前兆現象から、破局的段階までは過去の経過からして比較的短いと考えられるため、

短時間に防災措置が集中化することが十分予想されることであり、このために必要な情報の

収集・伝達並びに災害応急対策の指揮命令等の伝達を、迅速かつ的確に行うための通信施設

は次のとおりである。 

 

１．通信施設の現況 

 

(1) 無線系統の利用可能な通信系統 

北海道防災行政無線、警察無線、市町村防災行政無線、消防無線 

(2) 有線系統の利用可能な通信系統 

開発建設部専用電話、北海道電力（株）専用電話、ＪＲ北海道専用電話 
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第３節 災害情報等の収集・報告 
 

１．異常現象の通報 

駒ヶ岳の火山活動に関する異常現象を発見した者は、その旨を設置町、警察署（交番、駐

在所）、消防本部（署）、海上保安部に通報する。 

異常現象発見の通報を受けた警察署（交番、駐在所）、消防本部（署）、海上保安部は、

その旨を設置町に通報する。 

異常現象発見の通報を受けた設置町は、情報等を確認し、札幌火山センター、函館地方気

象台、協議会事務局及び渡島総合振興局長に報告する。 

なお、異常現象発見の通報を受けた札幌火山センターは、観測データと通報内容から総合

的に現象を判断して、評価結果を函館地方気象台へ速やかに還元する。 

函館地方気象台は、協議会の構成機関等に対し情報提供、解説を行う。 

【関係法令】災害対策基本法第54条（発見者の通報義務等） 

 

２．異常現象の調査 

異常現象発見の通報を受けた設置町は、情報等を確認し、必要がある場合は協議会と調整

のうえ消防署とともに現地調査を行う。調査結果は、札幌火山センター、函館地方気象台、

協議会事務局及び渡島総合振興局長に報告する。 

 

３．地域の情報等の収集・伝達 

設置町は、火山活動に対して対策が必要になった場合、住民や交通等、防災上必要な情報

等を収集するため、消防本部（署）、消防団及び地区別情報連絡責任者（町内会、自主防災

組織等）を通じて地域の情報等を収集する。 

 

■異常現象通報系統図 

 
 

異常現象発見者 

消 防 本 部 ・ 消 防 署 

消 防 分 団 長 

（地区別情報連絡責任者） 

警察署・交番・駐在所 

設 置 町 札幌管区気象台 地域火山監視･警報センター 

函 館 地 方 気 象 台 

北 海 道 駒 ヶ 岳 火 山 防 災 協 議 会 

渡 島 総 合 振 興 局 

函 館 海 上 保 安 部 

室 蘭 海 上 保 安 部 
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■気象台への異常現象等通報先 

 

火山名 通報先官署 電話番号 

北海道駒ヶ岳 
札幌管区気象台 011-611-2421（地域火山監視・警報センター） 

函館地方気象台 0138-46-2212 

 

 

４．異常現象の種類 

異常現象とは、おおむね次のものをいう。 

(1) 噴火現象 

爆発、溶岩流、泥流、火砕流及びそれに伴う降灰、降砂など。 

(2) 噴火以外の火山性異常現象 

① 火山地域での地震群発 

② 火山地域での鳴動の発生 

③ 火山地域での顕著な地形変化（山くずれ、地割れ、土地の昇沈等） 

④ 噴気、噴煙の顕著な異常変化（噴気口及び火口の新生拡大移動並びに噴気、噴煙の

色、量、臭気、温度、昇華物等の異常変化等） 

⑤ 火山地域での温泉の顕著な異常変化（温泉の新生、枯渇、量、味、臭気、濁度の 

異常変化等） 

⑥ 火山地域での顕著な温度の上昇、地熱地帯での新生拡大移動及びそれに伴う草木 

の立枯れ、又小動物の異常現象等 

⑦ 火山付近の海岸、湖沼、河川の水の顕著な異常変化（量、濁度、臭気、色の変化、 

軽石、死魚等の浮上及び発泡、温度の上昇）



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

 

噴火シナリオと基本対応 
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第１節 噴火シナリオの想定 
 

１．噴火の想定 

駒ヶ岳の歴史噴火の特徴から、本計画で想定する噴火の規模を小噴火、中噴火、大噴火の

３つの噴火区分とする。危険区域は「駒ヶ岳火山噴火災害危険区域予測図」（1995年）に基

づく。想定する噴火の発生位置は、駒ヶ岳山頂部（山頂火口原・馬蹄形カルデラ）とする。 

 

(1) 小噴火 

1996年、1998年及び2000年に発生した水蒸気噴火を想定する。 

 

■噴火の定義 

項 目 事 例 備 考 

過去の事例 1996年、1998年など多数   

噴火のタイプ 水蒸気噴火（～マグマ水蒸気噴火）   

生じる現象 噴石、降灰、降雨型泥流   

噴煙高度 数百ｍ   

噴煙の色 最初は灰色、徐々に白色   

降下火砕物 火山灰   

 

■対象となる危険区域 

現 象 対象となる危険区域 備 考 

噴石 危険区域Ａ 火口から約４km以内 

降雨型泥流 危険区域Ａ・危険区域Ｂ 降雨後に土砂移動発生 

 

(2) 中噴火 

1942年に発生したマグマ水蒸気噴火を想定する。 

 

■噴火の定義 

項 目 事 例 備 考 

過去の事例 1942年 実績は1942年のみ 

噴火のタイプ 
規模の大きな水蒸気噴火～マグマ水蒸気

噴火 
  

生じる現象 噴石、降灰、火砕サージ、降雨型泥流   

噴煙高度 数千ｍ 1942年では8,000ｍ 

噴煙の色 灰色・黒色   

降下火砕物 火山灰   

 

■対象となる危険区域 

現 象 対象となる危険区域 備 考 

噴石 危険区域Ａ 火口から約４km以内 

火砕サージ 危険区域Ａ 火口から５km以内 

降雨型泥流 危険区域Ａ・危険区域Ｂ 降雨後に土砂移動発生 
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(3) 大噴火 

1929年に発生したプリニー式噴火を想定する。 

 

■大噴火の定義 

項 目 事 例 備 考 

過去の事例 1640年、1694年、1856年、1929年  

噴火のタイプ プリニー式噴火   

生じる現象 
噴石、降灰、火砕流・火砕サージ、 

融雪型泥流、降雨型泥流 

（岩屑なだれ、津波） 
  

噴煙高度 10,000ｍ以上 1929年では14,000ｍ 

噴煙の色 灰色・黒色   

降下火砕物 軽石・火山灰   

 

■対象となる危険区域 

現 象 対象となる危険区域 備 考 

噴石 危険区域Ａ 火口から約４㎞以内 

降灰 危険区域Ｃ 火口から15km（降灰１ｍ） 

火砕流・ 

火砕サージ 
危険区域Ｂ・危険区域Ｃ 火口から15km程度 

融雪型泥流 危険区域Ｃ 積雪期の場合 

降雨型泥流 危険区域Ａ・危険区域Ｂ 降雨後に土砂移動発生 

 

 （危険区域Ａの噴石の到達範囲に関する補足） 

本避難計画の前身である「北海道駒ヶ岳火山噴火市町相互間地域防災計画」（平成 26

年策定）では、噴石降下危険区域Ａの範囲を、「平成 6年度北海道駒ヶ岳火山噴火災害危

険区域予測図作成業務報告書」（平成 7年 3月）を基に、「火口から 5 ㎞以内」としてい

たが、令和元年 8月の本避難計画策定時に、火山防災マップ作成指針（2013 年 4月, 内

閣府他）等を基に、現行の規制範囲（山頂火口部から半径 4km 区域内への立ち入り規制）

と整合する「火口から約 4ｋｍ以内」に変更した。 
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■小噴火の災害危険区域予測図 

 

この地図は、国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)「函館」、「室蘭」を複製したものである。 
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■中噴火の災害危険区域予測図 

 

この地図は、国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)「函館」、「室蘭」を複製したものである。 
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■大噴火の災害危険区域予測図（降灰は次ページ） 

この地図は、国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)「函館」、「室蘭」を複製したものである。 
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■大噴火の災害危険区域予測図（降灰のみ） 

この地図は、国土地理院発行の数値地図400000(地図画像)「函館」、「室蘭」、「尻屋崎」を複製したものである。 
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２．噴火シナリオ 

火山災害は、噴火の種類、規模、発生する現象、積雪の存在などにより災害の状況は異な

る。しかし、火山災害対策を実施するためには、ある程度、噴火の規模や現象、噴火の推移

を想定し、災害対策の基本方針を示しておくことが必要になる。 

そこで、過去の歴史災害の影響範囲や噴火の推移から、噴火シナリオを想定した。想定し

た内容は、次のとおりである。 

  

■噴火シナリオの内容 

①時間目安 過去の噴火から推定した噴火の推移の目安。 

②噴火活動の想定 
駒ヶ岳で発生する噴火活動と、噴火の推移を想定したもので、

応急対策を実施する場合の目安となるもの。 

③噴火警報等 
火山の観測・監視・評価の結果に基づき、気象庁より発表さ

れるもの。 

④噴火警戒レベル 

火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や

住民等の「とるべき防災対応」を５段階に区分して発表する

指標。応急対策を実施する場合の目安となるもの。 

⑤対策時期 本計画では、噴火警戒レベルに対応して細分した。 

⑥基本的な応急対策 
⑤の対策時期に対応した、とるべき応急対策等の基本方針を

示した。 

 

 

http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/STOCK/kaisetsu/volinfo.html#vol_warning_area
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北海道駒ヶ岳 噴火シナリオ                                                                        

時間

目安 

 

 

 

 

 

噴 

火 

活 

動 

の 

想 

定 

 

00 

噴火警報等 噴火予報 火口周辺警報 火口周辺警報  噴火警報 噴火警報 噴火警報→火口周辺警報 火口周辺警報→噴火予報 

噴火警戒 
レベル 

レベル１（活火

山であること

に留意） 

レベル２（火口周

辺規制） 

レベル３（入山規制） レベル４（避難準備） レベル５（避難） 

 

レベル５→３ レベル３→２→１ 

(細分) 『小噴火の可能性』 『小噴火発生』 『第一次避難区域避難』 『第二次避難区域避難』 『第三次避難区域厳重警戒』 

対策時期 1 2 3-1 3-2 4 5-1 5-2 5-3 6 7 

基 

本 

的 

な 

応 

急 

対 

策 

◆異常現象発見

者通報への対応 

◆情報収集 

◆災害情報連絡室設

置（防災職員） 

◆異常現象発見者通

報への対応 

◆情報収集 

◆入山規制 

◆災害対策本部設置（3-2） 

◆職員招集 

◆避難所の開設準備 

（森・鹿部・七飯） 

 

◆全体避難に向けた準備 

◆避難準備の広報 

◆第一次避難区域の避難準備、

自主避難、要配慮者避難 

（森・鹿部・七飯） 

 

◆第一次避難区域の避難 

（森・鹿部・七飯） 

◆第二次避難区域の避難準

備、自主避難、要配慮者避難

（森・七飯） 

◆町内全区域の避難準備、自

主避難者・要配慮者広域避

難（鹿部） 

 

◆第二次避難区域の避難 

（森・七飯） 

◆町内全区域広域避難（鹿部） 

◆状況に応じて、第三次避難区域の

避難準備、自主避難、要配慮者避

難（森・七飯） 

 

◆風向き等状況に応じて、第三次避

難区域の避難（森・七飯） 

◆町内全区域広域避難（鹿部） 

※火砕流が海に流入し津波が発生

した場合は、海岸部は注意が必要 

◆状況に応じ避難を解除す

る（一時立入～一時帰宅～

全面解除） 

◆土砂災害の危険区域設定 

◆降雨時警戒避難 

◆復興方針検討 

◆降雨時警戒避難 

◆復興 

注 1） 火山活動は一足飛びに急速に高まることもあり、噴火警戒レベルが順を追って一段ずつ上昇するとは限らない。その場合は、その間に想定している応急対策を全て実施する。 

注 2） 本資料中の「大きな噴石」とは、概ね 20～30cm以上の、風の影響をほとんど受けずに弾道を描いて飛散するものとする。 

【平常時】 

異常現象なし 

【異常現象発

生】 

・火山性地震増

加  

・火山性微動発

生  

・熱活動の活発

化 

【小噴火発生】 

・大きな噴石が火口から概

ね４km以内の範囲に飛散 

・有色噴煙を観測 

・山腹～山麓で微量の降灰 

【小噴火の可能

性】 

・活発な地震活動 

【小噴火継続、断続】 

・噴火が10分以上継続  

・断続的に噴火  

※1996～2000年の噴火

とは異なる 

【噴火拡大】 

・活発な地震活動 

・火山性微動の振幅が

増大  

・マグマの上昇による

と考えられる地殻変動 

【大噴火の切迫（中噴火

発生）】 

・火砕流、火砕サージが

山腹から山麓（居住地域

を除く）まで流下  

・山麓で降灰（数 cm） 

【大噴火発生】  

・プリニー式噴火開始  

・噴煙は火口直上で数

千 m～10000m以上  

・火砕流・火砕サージ

が発生し、居住地域ま

で流下（全方位に広が

る可能性）  

・火山性微動の振幅が

急激に増大  

・積雪期には融雪型泥

流 

・山麓市街地に軽石が

降下し始める 

・岩屑なだれの発生  

・津波の発生 

【噴火継続・降

雨型泥流発

生】 

・噴火が数日～

数か月継続 

・降灰のあった

渓流で降雨型

泥流が頻発し

始める 

【降雨型泥流の

継続】 

・噴火終息後も

降灰のあった

渓流で降雨型

泥流が発生 

・降雨の度に発

生し、数年間続

く 

 
広範囲の居住地域に重大な影響を及ぼす噴火が発生または切迫 

噴火シナリオ 

数 10分～数時間 数時間～数日 数年～ 最短 10分間程度 数か月～数年 

沈  静  化（噴火後は降雨型泥流の発生に留意） 

 

全方位を想定した避難のシナリオ 

地区を限定した避難のシナリオ 

◆火口の位置等により影響のある地区を指定して避難を行う。 
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第２節 噴火警戒レベルに応じた防災対応 
 

１．活火山であることに留意（レベル１） 

【火山活動】 

○火山活動に関する異常現象を発見した住民等や登山者等から、設置町に通報が入ること

が想定される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから必要に応じて火山の状況に関する解説情報、火山活動解説資料等

が発表される。 

【応急対策方針】 

○異常現象発見通報への対応 

○情報収集 

 

森町 

○異常現象発見通報の受理 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

鹿部町 

○異常現象発見通報の受理 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

七飯町 

○異常現象発見通報の受理 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

 

【解説】 

住民等や登山者等から火山活動に関する異常現象発見の通報が寄せられる。設置町では

通報内容を札幌火山センター（又は函館地方気象台）へ連絡するとともに、観測データに

異常が見られるかどうか問い合わせを行う。この問い合わせにより、火山活動による現象

かどうかの判断をすることができる。 

気象台の観測データに異常がみられる場合、総合振興局、関係機関に通報し、山麓にあ

る施設等に異常がないかどうか問い合わせる。 

また、消防署と町職員による各地点の降灰状況の調査を実施する。 

【資料編】降灰調査地点リスト、降灰調査用紙（現地調査用） 
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２．火口周辺規制（レベル２） 

【火山活動】 

○異常現象が観測される。 

○火山活動に関する異常現象を発見した住民等や登山者等から、設置町に通報が入ること

が想定される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）が発表される。 

【応急対策方針】 

○災害情報連絡室の設置 

○異常現象発見通報への対応 

○情報収集 

○入山規制 

 

森町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○赤井川登山道の入山規制（赤井川登山道ゲート） 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

鹿部町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

七飯町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

 

【解説】 

異常現象が観測された場合、札幌火山センターから「地震・微動を観測し、今後の活動

推移に留意」等の内容で火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）が発表される。

この警報を受理した場合は、設置町では、情報収集のための情報連絡室を設置し、防災担

当職員が情報収集、各機関との連絡にあたる。また、札幌管区気象台及び函館地方気象台

と設置町とがＴＶ会議等により観測状況や今後の推移などについて確認する。 
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住民等や登山者等から異常現象発見の通報が寄せられた場合は、１と同様に各機関への

連絡、山麓施設への状況問い合わせ、消防署と設置町職員による降灰調査等を行う。 

 

３．入山規制（レベル３） 

３－１段階（小噴火の可能性） 

 

【火山活動】 

○火山性微動などの異常現象（地震の増加・増大、微動の発生等）が観測される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が発表される。 

【応急対策方針】 

○災害情報連絡室の設置 

○異常現象発見通報の受理 

○情報収集 

○入山規制 

 

森町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○赤井川登山道の入山規制（赤井川登山道ゲート） 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

鹿部町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○降灰調査 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

七飯町 

○防災担当職員の招集 

○災害情報連絡室の設置 

○降灰調査 

○札幌火山センター（又は函館地方気象台）への問い合わせ(ＴＶ会議) 

○総合振興局、設置町への報告 

○山麓にある施設への状況問い合わせ 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 
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【解説】 

火山性微動が観測された場合は、札幌火山センターから「地震・微動が活発化、今後小

噴火が発生する可能性あり」等の内容で火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が

発表される。ここで想定している火山性微動は、マグマやガス、熱水などの地下での流体

や気体の運動を原因として考えており、今後、火山活動がさらに活発化すれば、噴火に至

る可能性があることを示している。あるいは、天候が悪く確認できないが、この段階です

でに山麓部に影響のない小噴火が発生している可能性もあるので、降灰調査により噴火の

有無を確認する。 

監視カメラや空振計等により噴火が確認できた場合は、「小噴火発生」の火口周辺警報

（噴火警戒レベル３、入山規制）が発表されるので、次の段階に移行する。 

この警報を受理した場合は、前の段階と同様、設置町では、情報収集のための情報連絡

室を設置し、防災担当職員が情報収集、各機関との連絡にあたるとともに、山麓にある施

設へ状況の問い合わせ、消防署と町職員による降灰調査等を行う。設置町では、札幌火山

センター及び函館地方気象台とＴＶ会議等により観測状況や今後の推移などについて確認

する。 

 

３－２段階（小噴火発生） 

 

【噴火活動】 

○水蒸気噴火が発生する。 

○山麓で微量の降灰が確認される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）「小噴火発生」が

発表される。 

ただし、既に、３－１段階で火口周辺警報が発表されている場合は、警報は発表されず、

噴火速報や火山の状況に関する解説情報等が発表される。 

【応急対策方針】 

○災害対策本部設置 

○職員招集 

○避難所等の開設準備 

○入山規制 

 

森町 

○全職員の招集 

○災害対策本部の設置 

○ＴＶ会議（これ以降随時） 

○避難所等の開設準備 

○赤井川登山道の入山規制（赤井川登山道ゲート） 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

鹿部町 

○全職員の招集 

○災害対策本部の設置 

○ＴＶ会議（これ以降随時） 

○避難所等の開設準備 
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○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

七飯町 

○全職員の招集 

○災害対策本部の設置 

○現地災害対策本部（大沼）の設置 

○ＴＶ会議（これ以降随時） 

○避難所等の開設準備 

○住民等への広報及び登山者等への情報伝達 

 

【解説】 

  レベル1またはレベル2の状況から小噴火が発生した場合、あるいは降灰調査等により噴

火が確認された場合は、札幌火山センターから「小噴火発生」との火口周辺警報（噴火警

戒レベル3、入山規制）が発表される。駒ケ岳の場合、火山性微動や地震などの前兆現象な

しに小噴火が発生する場合もあり、レベル1やレベル2から突然、この段階となることもあ

る。ただし、3-1段階で火口周辺警報が発表されている場合は、噴火警報は発表されず、噴

火速報や火山の状況に関する解説情報等が発表される。 

小噴火が発生すると、山頂火口から噴煙があがり、山麓で微量な降灰が観測される。こ

の段階では、火砕流が発生するような大噴火となるかどうかはわからないが、短時間のう

ちに火山活動が活発化して、噴火が拡大することもあるので、避難にむけた準備が必要で

ある。ただし、このまま１回のみの小噴火で活動が終了する可能性もある。 

この警報を受理した場合は、設置町では災害対策本部を設置し、全職員の招集や対策部

職員の招集を実施する。また、札幌火山センター及び函館地方気象台とのＴＶ会議等によ

り、噴火の正確な状況と今後の推移などについて助言を受け、住民に適切な広報を行う。 

設置町では、小噴火の継続～拡大に備えて、自主避難のための避難所等の開設準備に入

る。 

七飯町では、大沼に現地災害対策本部（大沼多目的会館）を設置する。 

 

４．避難準備（レベル４） 

 

【噴火活動】 

○断続的に噴火が発生する。 

○火山性微動（小噴火）が10分以上継続するなど、1回で終了する小噴火（1996年・1998

年・2000年）とは異なったデータが観測される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから噴火警報（噴火警戒レベル４、避難準備）「活動に厳重警戒」が

発表される。 

【応急対策方針】 

○全避難に向けた準備 

○避難準備の住民広報 

○第一次避難区域の自主避難広報、避難者受け入れ 

○第一次避難区域の避難行動要支援者の避難 

○関係機関への災害派遣要請の依頼等 
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森町 

○住民へ避難準備の広報 

○住民へ自主避難を勧める広報 

○避難所等（第一次避難区域内）での自主避難者受け入れ 

○第一次避難区域の避難行動要支援者（自力避難困難な者）の避難 

○全避難に備えた準備 

○自衛隊の災害派遣要請の依頼 

○海上保安部への船艇派遣の要請 

鹿部町 

○住民へ避難準備の広報 

○住民へ自主避難を勧める広報 

○避難所等（第一次避難区域内）での自主避難者受け入れ 

○第一次避難区域の避難行動要支援者（自力避難困難な者）の避難 

○全避難に備えた準備 

○自衛隊の災害派遣要請の依頼 

○海上保安部への船艇派遣の要請 

七飯町 

○住民へ避難準備の広報 

○住民へ自主避難を勧める広報 

○避難所等（第一次避難区域内）での自主避難者受け入れ 

○第一次避難区域の避難行動要支援者（自力避難困難な者）の避難 

○全避難に備えた準備 

○自衛隊の災害派遣要請の依頼 

○住民への降灰注意の広報 

 

【解説】 

小噴火発生から噴火が10分以上継続または断続的に噴火が継続するなど、1996年から

2000年に発生した小噴火１回だけの噴火とは異なった様相を呈していると札幌火山センタ

ーが判断した場合は、「今後の活動推移に厳重警戒」といった内容の噴火警報（噴火警戒

レベル４、避難準備）が発表される。 

この段階では、続けて噴火が拡大するおそれがあるので、第一次避難区域の住民に対し、

いつでも避難できるように「避難準備」をすることを広報する。さらに、避難活動が困難、

または高齢者や一人暮らしのため、自宅にいることが不安な住民に対しては、自主的に避

難所等に避難することを勧める広報を行い、前段階で準備した避難所等に受け入れる。自

主避難に際しては、この後、続けて避難勧告又は避難指示が発令されたときに、すぐに避

難できるように携行品の準備や戸締まり等をしてきてもらう。 

一方、在宅の療養者など自力又は家族だけでは避難が困難な避難行動要支援者は、避難

に時間がかかり、避難勧告又は避難指示が発令されてから避難するのでは遅いので、この

段階でなるべく第一次避難区域外の施設に避難させる。 

設置町では、噴火の拡大に伴い全避難することを想定して、全避難の準備に入る。第一

次避難区域以外の避難所等の確認、避難車両の手配、警察との交通規制の協議、知事（渡

島総合振興局長）への自衛隊の災害派遣要請の依頼等を行う。船艇での避難が可能な条件

である場合は、知事（渡島総合振興局長）への海上自衛隊の災害派遣要請の依頼、海上保

安部への船艇派遣の要請を行う。 
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特に、森町砂原地区は、次の段階で全地区が避難しなければならないので、避難先の森

町市街地の避難所等の開設の準備を行う。 

鹿部町は、全避難の場合、函館市方面への全町避難となることから、道を通じ避難者の

受入れ等について準備を依頼する。 

 

５．避難（レベル５） 

５－１段階（噴火拡大） 

 

【噴火活動】 

○微動・空振がさらに増大する。 

○顕著な地殻変動を観測する。 

○大噴火の可能性ありと判断される。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから噴火警報（噴火警戒レベル５、避難）「活動に厳重警戒」が発表

される。 

 

【応急対策方針】 

○第一次避難区域の避難（全方位への噴火を想定） 

○第二次避難区域の自主避難、避難行動要支援者避難（全方位への噴火を想定） 

○町内全区域の自主避難者広域避難、避難行動要支援者広域避難 

 

森町 

○第一次避難区域の避難 

○避難者受け入れ 

○避難所等運営（以後継続） 

○第二次避難区域の避難準備の住民広報 

○第二次避難区域の自主避難者受け入れ 

○第二次避難区域の避難行動要支援者避難 

鹿部町 

○第一次避難区域の避難 

○避難者受け入れ 

○避難所等運営（以後継続） 

○町内全区域広域避難準備の住民広報 

○町内全区域の自主避難者広域避難 

○町内全区域の避難行動要支援者広域避難 

○函館市へ広域避難の受け入れ等依頼 

○災害対策本部移設準備 

七飯町 

○第一次避難区域の避難 

○避難者受け入れ 

○避難所等運営（以後継続） 

○第二次避難区域の避難準備の住民広報 

○第二次避難区域の自主避難者受け入れ 

○第二次避難区域の避難行動要支援者避難 

○住民への降灰注意の広報 



第４章 噴火シナリオと基本対応 第２節 噴火警戒レベルに応じた防災対応 

 

4-16 

【解説】 

小噴火がさらに断続的に継続し、微動、空振、傾斜変動の増大傾向が観測された場合は、

札幌火山センターから「大噴火に移行する可能性あり、活動に厳重警戒」との噴火警報（噴

火警戒レベル５、避難）が発表される。このような、地殻変動や微動波形の低周波成分の

データの検知はマグマの活動を示すものであり、山頂部で噴煙があがり微量な火山灰を降

らすような小噴火から、規模の大きな水蒸気噴火やマグマ噴火（プリニー式の大噴火）へ

と拡大する可能性があると判断されたことである。したがって、この噴火警報（噴火警戒

レベル５、避難）が発表された場合は、噴煙を10,000ｍも吹き上げるプリニー式の大噴火

（昭和４年規模）が発生し、山頂火口から全方位に向けて、火砕流・火砕サージ（積雪期

では融雪型泥流も）が山麓に流下することを想定して、とりあえず第一次避難区域の住民

に対し避難勧告を発令し、速やかに危険区域外に避難させる。駒ヶ岳の過去の噴火から、

プリニー式噴火が発生するまで数時間、場合によっては数十分ということもあるので、時

間的な余裕がほとんどないことを念頭において迅速な避難活動が必要である。 

さらに次の段階で、大噴火（プリニー式噴火）を予想した噴火警報（噴火警戒レベル５、

避難）が発表されると、避難区域を拡大する必要があるため、第二次避難区域の住民に対

し、いつでも避難できるように準備をするように住民に広報する。 

森町砂原地区は、この段階で全域が避難区域に該当するため、自家用車、自衛隊等の車

両により速やかに全住民が森町市街地方面へ避難する。場合によっては、漁船、海上自衛

隊、海上保安部の船艇による海上避難を行う。 

さらに、森町では、赤井川・駒ヶ岳・尾白内地区などが避難区域となるが、砂原地区の

避難車両とあわせて国道278号とそれに続く国道５号が渋滞するので、必要な交通規制を行

い避難誘導する。 

鹿部町では、折戸川より北側の本別地区が避難区域となるが、当面は鹿部町市街地の避

難所等に収容する。 

七飯町では、東大沼・軍川地区が避難区域となる。避難者は大沼地区や七飯町市街地に

避難させる。 

さらに、大噴火により、第一次避難区域を上回る範囲で火砕流が発生することもあるの

で、噴火に備え第二次避難区域の自主避難を勧めるとともに、この区域の避難行動要支援

者は避難させる措置をとる。 

一方、火山性微動発生後、小噴火が確認できないうちに短時間で急激な地殻変動を観測

したり、異常現象観測から数時間（１時間以内ということもある）で噴火警報（噴火警戒

レベル５、避難）が発表されたりすることもある。その場合は、直ちに第一次避難区域の

避難を実施する。特に、鹿部町は、第二次避難区域に市街地全体がはいるので、全住民の

函館市方面への避難準備や災害対策本部の移設準備を行う。 

 

■地区限定避難 

 この段階において、火口の位置や噴火の規模の想定により、火砕流、火砕サージ

の流下方向が限定される場合は、避難地区を限定して避難勧告・指示を行う。 
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■第一次避難区域一覧表 

 

町名 地区名 区域 備考 

森町 

港町 全域  

東森町 全域  

栄町 全域  

白川 全域  

尾白内町 全域  

駒ケ岳 一部  

赤井川 一部  

姫川 一部  

砂原西１丁目（押出） 全域  

砂原西２丁目（小石崎） 全域  

砂原西３丁目（場中） 全域  

砂原西４丁目（掛澗度杭崎） 全域  

砂原西５丁目（長瀬崎） 全域  

砂原１丁目（度杭崎） 全域  

砂原２丁目（紋兵ェ砂原） 全域  

砂原３丁目（四軒町） 全域  

砂原４丁目（会所町） 全域  

砂原５丁目（彦澗） 全域  

砂原６丁目（砂崎） 全域  

砂原東１丁目（八島渡） 全域  

砂原東２丁目（砂原） 全域  

砂原東３丁目（沼尻） 全域  

砂原東４丁目（二ッ山） 全域  

砂原東５丁目（相泊） 全域  

鹿部町 本別 全域  

七飯町 

軍川 一部  

西大沼 一部  

東大沼 一部  

大沼町 一部  
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■小噴火期の対策地図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)「函館」、「室蘭」を複製したものである。 

第一次避難区域 

森町へ 
森町へ 

鹿部町市街地へ 

森町市街地へ 

森町市街地へ 

グリーンピア大沼へ 

七飯町市街地へ 

【４】第一次避難区域の避難行動要支援者避難・自主避難 

【５－１】第一次避難区域の避難 
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５－２段階（噴火拡大（中噴火）） 

 

【噴火活動】 

○規模の大きな水蒸気噴火～マグマ水蒸気噴火が発生し、火口直上で数千ｍの噴煙があが

る。 

○火砕サージが発生し、中腹から山麓に達する。 

○山麓で降灰が数cm堆積する。 

○微動、空振が急激に増大する。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから噴火警報（噴火警戒レベル５、避難）「火砕流の危険性があり」

が発表される。 

【応急対策方針】 

○第二次避難区域の避難 

○町内全区域の広域避難 

○降灰状況に応じて第三次避難区域の避難準備 

 

森町 
○第二次避難区域の避難 

○降灰状況に応じて降灰区域に避難準備広報 

鹿部町 
○町内全区域の広域避難（函館市方面へ） 

○災害対策本部の移設 

七飯町 
○第二次避難区域の避難 

○降灰状況に応じて降灰区域に避難準備広報 

 

【解説】 

小噴火から噴火が拡大し、大規模な水蒸気噴火からマグマ水蒸気噴火が発生した場合は、

札幌火山センターから「噴火が激しくなり、火砕流の発生する危険性あり」との噴火警報

（噴火警戒レベル５、避難）が発表される。なお、防災上の警戒事項が変わる場合には噴

火警報が改めて発表される。この段階の噴火では、噴煙が急上昇し火口直上で3,000ｍを越

えてさらに上昇し、火山灰の噴出量が多くなると昼間でも真っ暗な状態となる。火山灰は

風下側に堆積し、多いところで数cmも堆積するおそれがある。場合によっては昭和17年の

噴火のように、山麓の住宅地までは達しない程度の火砕サージが発生することも予想され

る。 

この段階では、短時間のうちにプリニー式の大噴火へ移行する可能性もあるので、火砕

流の発生に備えて第二次避難区域の避難を開始する。火山灰が降っているところは、自動

車により火山灰が巻きあげられ視界が悪くなるが、降雨でない限り自動車は走行できるの

で、安全に注意して速やかに避難する。ただし、雨が降り始めると、路面は泥の状態とな

り走行が難しくなる。 

鹿部町は、市街地全体が第二次避難区域にあたるため、全住民が国道278号で函館市方面

へ避難する。折戸川沿いの道は、火砕流の危険があるため通行はできない。さらに、災害

対策本部の移設を行う。 
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森町、七飯町も第二次避難区域の住民を安全な地区に避難させる。 

一方、大噴火になったときに降灰がある地域は、そのときの高層風の向きによりある程

度わかる（気象庁から降灰予報が発表される）ので、それに備えて降灰下での生活ができ

るよう備蓄や避難準備を勧める広報を行う。 

 

■第二次避難区域一覧 

 

町名 地区名 区域 備考 

森町 

港町 全域  

東森町 全域  

栄町 全域  

白川 全域  

尾白内町 全域  

駒ケ岳 一部  

赤井川 一部  

姫川 一部  

新川町 全域 二次のみ 

常盤町 全域 二次のみ 

砂原西１丁目（押出） 全域  

砂原西２丁目（小石崎） 全域  

砂原西３丁目（場中） 全域  

砂原西４丁目（掛澗度杭崎） 全域  

砂原西５丁目（長瀬崎） 全域  

砂原１丁目（度杭崎） 全域  

砂原２丁目（紋兵ェ砂原） 全域  

砂原３丁目（四軒町） 全域  

砂原４丁目（会所町） 全域  

砂原５丁目（彦澗） 全域  

砂原６丁目（砂崎） 全域  

砂原東１丁目（八島渡） 全域  

砂原東２丁目（砂原） 全域  

砂原東３丁目（沼尻） 全域  

砂原東４丁目（二ッ山） 全域  

砂原東５丁目（相泊） 全域  

鹿部町 

本別 全域  

駒見 全域 二次のみ 

宮浜 全域 二次のみ 

鹿部 全域 二次のみ 

七飯町 

軍川 一部  

西大沼 一部  

東大沼 一部  

大沼町 一部  

上軍川 一部 二次のみ 
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■噴火拡大期の対策地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、国土地理院発行の数値地図200000(地図画像)「函館」、「室蘭」を複製したものである。 

(km) 

Km) 

 

第一次避難区域 

森町市街地へ 

グリーンピア大沼へ 

七飯町市街地へ 

第一次避難区域 

＜避難継続中＞ 

函館市へ 

第一次避難区域 

第二次避難区域 

【５－２】第一次避難区域の継続避難中、第二次避難区域の避難行動要支援者避難・ 

自主避難 

【５－２】第二次避難区域の避難 
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５－３段階（大噴火発生） 

【噴火活動】 

○プリニー式の噴火が開始し、噴煙が火口直上で10,000ｍ以上にも達する。 

○火砕流・火砕サージが発生し、全方位に流下し山麓に達する。 

○火砕流が海岸線に達すると、海水との接触による爆発や津波が発生する可能性がある。 

○積雪期には融雪型火山泥流が発生し、全方位の谷を流下する。森町～鹿部町ではほぼ海

岸まで達する。 

○風下側に軽石が降下する。火口から15kmの範囲が１ｍ以上、30kmで50cm以上となる。 

○まれに、岩屑なだれが発生し、噴火湾に流入した場合は、津波が発生する。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから噴火警報（噴火警戒レベル５、避難）「火砕流の発生」が発表さ

れる。 

ただし、既に、5-2段階で噴火警報が発表されている場合は、噴火警報は発表されず、火

山の状況に関する解説情報が発表される。なお、噴火活動の状況によって噴火警報を発

表する場合がある。 

【応急対策方針】 

○第三次避難区域の避難 

 ○町内全区域の広域避難 

 

森 町 ○第三次避難区域の避難 

鹿 部 町 ○町内全区域の広域避難 

七 飯 町 ○第三次避難区域の避難 

※第三次避難区域は規定とせず、風向き等の状況に応じて設定する。 

 

【解説】 

プリニー式噴火が開始すると、噴煙が火口直上で10,000ｍ以上にも達し、昼間でも真っ

暗となる。噴火後から軽石がバラバラと音をたてて降り始める。上空は西風が卓越してい

るため、軽石は火山の東側、鹿部町側に降る確率が高いが、噴火時点の風向と風速に影響

される（昭和４年の噴火では函館市（南茅部地区）方向、寛永17年（1640年）の噴火では

森町方向にも降灰があった）。軽石の堆積は、鹿部市街地、森市街地、大沼地区で１ｍ以

上、南茅部地区市街地でも50cmに達する。風が弱い場合は、山麓に集中的に堆積するが、

風が強い場合は、降灰軸（降灰の中心方向）を中心に集中して堆積する。 

一回の噴火は、数時間～数十時間で１日ないしは数日間、噴火が続くものと予想される。

また、噴火の激化にともなって火砕流・火砕サージが発生するが、現在は昭和４年噴火前

に比べ山頂火口原全体が噴出物で埋まっている状態なので、全方向へ流下し、昭和４年と

同規模の火砕流が発生しても、当時の流下範囲よりさらに下流に達すると考えられる。積

雪のある場合は、全方位に融雪型火山泥流が発生し、森町～折戸川河口間では市街地や海

岸線まで達すると予想される。 

シナリオどおりに段階的に噴火が推移すると、火砕流・火砕サージの到達する可能性の

ある第一次・第二次避難区域は、避難が完了しているが、火山性微動（小噴火）の発生か

ら数十分～数時間で大噴火に達した場合、第一次・第二次避難区域の住民は、軽石が降り

真っ暗な状態となっていても、直ちに脱出することが必要である。 
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降灰が堆積する地域は、第三次避難区域とする。この区域では、軽石の落下による家屋

や人的被害はないため緊急的に避難する必要はない。かえって、真っ暗で砂塵があがって

いる中を避難するのは危険である。ただし、木造家屋に数十センチも堆積した場合は、重

さで倒壊することもあるので、近隣の公共施設などのコンクリート建物に一時的に避難す

る必要がある。 

また、降灰により電気、水道等のライフラインが寸断され、生活が困難となるおそれも

あるので、前もって数日分の食料や飲料水の確保が必要となる。 

大規模な噴火が収まった後は、火山灰が堆積していない地域に改めて避難する。 

森町住民は八雲町方面、鹿部町の住民は函館市方面、七飯町の住民は七飯町市街地方面

に避難する。 
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■大噴火期の対策地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地図は、国土地理院発行の数値地図400000(地図画像)「函館」、「室蘭」、「尻屋崎」を複製したものである。 

 函館市へ 

【５－３】風向き等の状況に応じた 

     第三次避難区域の避難 
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６．噴火継続（レベル５から３へ） 

【噴火活動】 

○小規模な噴火が続く。 

○次第に活動が終息していく。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が発表される。 

【応急対策方針】 

○避難解除 

○土砂災害の危険区域設定 

○降雨時の避難警戒活動 

○応急復旧 

○復興方針の検討 

 

森 町 

鹿 部 町 

七 飯 町 

○避難の解除（一時立ち入り、一時帰宅、避難解除） 

○ライフライン、道路等の復旧 

○除灰 

○土砂災害の警戒区域の設定 

○降雨時の警戒避難活動 

○河川等の土砂災害対策 

 

【解説】 

プリニー式噴火は数日で終了し、噴煙があがるような小噴火が数ヶ月間継続するものと

想定される。 

この段階は、火砕流・火砕サージ、融雪型火山泥流の被害や降灰の程度にもよるが、札

幌火山センター及び関係機関からの情報をもとに、避難解除に向けた対策を実施する。避

難解除は、一時立ち入りや一時帰宅のように段階的に実施する。 

また、土砂が堆積し降雨時には降雨型泥流（土石流）の頻発が予想される区域は、危険

区域を設定して災害対策要員以外の立ち入りを規制する。一方、それ以外の区域でも、降

灰があった河川沿いの地区は、降雨時に降雨型泥流（土石流）の危険があるため、避難解

除した後も警戒避難体制をとる。 

被害のあった区域は、復旧事業により原則として現状復帰を目指すが、甚大な被害を被

った場合や何年にもわたって土砂災害が発生するおそれのある場合は、今後の復興につい

て方針を検討する。 
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７．噴火終息（レベル３から２、１へ） 

【噴火活動】 

○噴火はほぼ終息する。 

【噴火警報等】 

○札幌火山センターから火口周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）あるいは噴火

予報（警報解除：噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）が発表される。 

【応急対策方針】 

○避難解除 

○降雨時の避難警戒活動 

○応急復旧 

○復興 

 

【解説】 

これから数年にわたり降灰のあった渓流で降雨型泥流（土石流）が発生する。これらの

河川では、砂防工事等の土石流対策を行うとともに、降雨時の警戒避難体制を継続して行

う。一方、復興方針決定により設置町で復興計画を策定し、復興事業を実施する。 
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第１節  防災体制 
 

防災体制は、あらかじめ緊急時を想定する必要があり、設置町及び関係機関は、平常時か

ら協議会における協議検討を通じて、情報共有や避難対策等について調整を行い、連携の取

れた行動が図られるよう努めるものとする。 

 また、設置町及び関係機関は、火山噴火に伴う災害に対処するため、災害対策本部を設置

することとなるが、火山活動は噴火予測が困難なため、最悪の事態に対処し得る準備体制と

速やかに非常配備体制に移行し得る準備に努めるものとする。 

 

１．災害情報連絡室 

設置町は、火口周辺情報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）が発表された場合、災害情

報等の収集、関係機関との連絡を行うために、設置町に災害情報連絡室を設置する。 

災害情報連絡室が設置された場合、協議会事務局は、北海道及び函館地方気象台等と連絡

を行い、その内容等を設置町及び協議会の構成機関のうち、必要と認める機関に伝達をする。 

 

(1) 設置町の体制 

  防災を所掌する課の長を責任者とし、北海道や函館地方気象台などの関係機関との連絡

体制や情報収集体制の確立、登山道の立入規制、住民等や登山者等への広報など防災対応

を噴火活動状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

(2) 関係機関の体制 

 関係機関相互の連絡体制及び情報収集体制の確立、登山道の立入規制、住民等や登山者

等への広報等の防災対応を円滑に実施できる体制とする。 

 

２．災害対策本部 

設置町は、火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）が発表され、火山活動による

被害の発生が予想されるときは、災害情報、噴火活動や対策状況に応じて、設置町地域防

災計画に基づき災害対策本部を設置し、必要な配備体制をとる。 

なお、災害対策本部の設置は町長の判断によるが、設置時期の目安は、噴火シナリオを

参考とする。 

 

(1) 設置町の体制 

  設置町の町長を本部長とし、避難情報の発令、住民等や登山者等への広報、被害状況の

収集、関係機関の活動状況等の把握、避難所の開設、交通規制の実施など防災対応を噴火

活動状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

  また、設置町の防災を所掌する課以外は、それぞれ所掌する事務分担に応じて、応急措

置、情報収集、広報活動等を状況に応じて円滑に実施・支援できる体制とする。 

なお、噴火警戒レベルが引き上げられ、緊急に住民等や登山者等の避難を必要とする場

合は、本部長の指示のもと、全課が防災対応にあたるものとする。 
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(2) 関係機関の体制 

  設置町の災害対策本部及び関係機関相互の連絡体制の強化を図るとともに、住民等や登

山者等への広報、交通規制等の支援、救出・救助等、災害派遣要請に基づく派遣部隊の準

備など、防災対応を噴火活動の状況に応じ円滑に実施できる体制とする。 

 

(3) 本部の移設 

設置町は、噴火の状況により避難区域に町庁舎がある場合、又は降灰の影響により庁舎

の機能が維持できない場合は、近隣自治体の公共施設に災害対策本部を移設する。 

 

３．災害対策現地合同本部 

設置町は、火山噴火災害が発生又は火山が噴火するおそれがあり、応急対策を実施する場

合において関係機関への要請や調整が必要な場合は、北海道と災害対策現地合同本部を設置

について協議する。 

北海道は、設置町との協議等に基づいて協議会の構成機関による災害対策現地合同本部を

設置し、対策の調整をとることとする。 

また、国は、関係機関の調整を現地において機動的かつ迅速に処理する必要がある場合は、

非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部を設置し、関係する自治体及び関係機関の

代表者を構成員として、各種対策における調整を行う。 

なお、設置町は、北海道の災害対策現地合同本部、国の非常災害現地対策本部又は緊急災

害現地対策本部の設置が決定された場合、設置場所の提供等の準備に協力するものとし、設

置後は、連絡員を派遣し関係機関との連絡調整にあたる。 

 

４．防災対策の決定 

災害対策の決定は設置町の町長の判断により実施することを原則とするが、北海道が行う

関係機関との調整による助言を受け、対策を決定する。 

また、国の災害現地対策本部が設置された場合は、現地対策本部が行う調整による助言を

受け、対策を決定する。 

なお、設置町は、防災対策を決定する場合は、設置町間で情報交換を図り、設置町全体で

統一のとれた対策となるよう調整の上、決定する。 

 

５．噴火警戒レベルと防災対応 

 

噴火警戒レベルに応じた防災対応は次のとおりとする。
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■噴火警戒レベルと防災対応

5
～

1

【注１】～「設置町」の非常配備体制は、各設置町地域防災計画に定めるところによる。

※避難準備情報発令対象地域 ※避難指示発令対象地域
　①…第一次避難区域 　①…第一次避難区域

　②…第二次避難区域 　②…第二次避難区域

　③…第三次避難区域（降灰が堆積する地域）　③…第三次避難区域（降灰が堆積する地域）

※避難情報

　避難準備情報～「避難準備・高齢者等避難開始」の略

　避難指示～「避難指示（緊急）」の略

・応急復旧、復興

・降雨時警戒避難 ・段階的な交通規制解除 ・情報収集、伝達

　の助言 　防災対応

・段階的な規制の解除 ・噴火警報等の発表、伝 ・設置町への避難情報等へ ・火山活動状況に応じた

・土砂災害の危険区域設定 　解説
終

　

息

・降灰等堆積状況確認

・道路情報板等掲示 　貸与

・降灰観測、徐灰 　臨時災害放送局用機器の

・交通規制の実施 　移動電源車の貸与 ・交通規制の実施

・災害情報等の収集 ・道路巡回の実施 　移動通信機器の貸与 　連絡

・住民等への広報 　解説 ・支援要請対応 　要請対応 ・自衛隊災害派遣要請の

・噴火警報等の発表、伝 ・情報収集、提供 ・設置町等からの支援 ・情報収集、伝達

5-3

・災害情報等の収集 　貸与

・住民等への広報 　臨時災害放送局用機器の

　(降灰が退席する地域) 　移動電源車の貸与 ・交通規制の実施

※避難準備情報発令③ ・道路巡回の実施 　移動通信機器の貸与 　連絡

・設置町等からの支援 ・情報収集、伝達

※避難指示発令② 　解説 ・支援要請対応 　要請対応 ・自衛隊災害派遣要請の

5-2

○災害対策本部移設

　(鹿部町) 　貸与

※災害対策本部移設準備 ・降灰等堆積状況確認 　臨時災害放送局用機器の

・災害情報等の収集 ・道路巡回の実施 　移動電源車の貸与 ・交通規制の実施

・住民等への広報 ・支援要請対応 　移動通信機器の貸与 　連絡

※避難準備情報発令② 　解説 ・情報収集、提供 　要請対応 ・自衛隊災害派遣要請の

※避難指示発令① ・噴火警報等の発表、伝 ○災害対策本部設置 ・設置町等からの支援 ・情報収集、伝達

避

　

　

　

難

5-1

◎非常配備体制【注１】 ◎非常体制 ◎応急体制

・全避難に備えた準備 　貸与

　要請 　臨時災害放送局用機器の

・海上保安部への船艇派遣 　移動電源車の貸与 　連絡

・自衛隊への災害派遣要請 ・道路巡回の実施 　移動通信機器の貸与 ・自衛隊災害派遣要請の

・避難所開設 ・支援要請対応 　要請対応 ・情報収集、伝達

・住民等への広報 　解説 ・情報収集、提供 ・設置町等からの支援 　本部設置

※避難準備情報発令① ・噴火警報等の発表、伝 ○災害警戒本部設置 ○災害対策本部設置 ○北海道災害対策(地方)

噴

火

警

報

（

居

住

地

域

）

避

難

準

備

4

◎非常配備体制【注１】 ◎警戒体制

　(鹿部町) ・噴火警報等の発表、伝 ・情報収集、提供

※避難指示発令③

◎警戒体制 ◎第３非常配備体制

・避難所開設準備

・入山規制

・入山者への情報伝達

・住民等への広報

・情報収集、連絡体制 　(無線局の認可)

　設置 ・降灰等堆積状況確認 ・通信体制の確保

・道路巡回の実施 ・支援機材の準備

○災害対策本部設置 ・噴火警報等の発表、伝 ・情報収集、提供 ・情報収集体制の強化 ・情報収集、伝達

○現地災害対策本部(大沼) 　解説

3-2

・降灰調査

・入山規制 　(無線局の認可)

・入山者への情報伝達 ・降灰等堆積状況確認 ・通信体制の確保 ・情報収集、伝達

・住民等への広報 　解説 ・道路巡回の実施 ・支援機材の準備 　連絡本部設置

・情報収集、連絡体制 ・噴火警報等の発表、伝 ・情報収集、提供 ・情報収集体制の強化 ○北海道災害対策(地方)

入

山

規

制

3-1

◎非常配備体制【注１】

・降灰調査

・入山規制

・入山者への情報伝達 　(無線局の認可)

・住民等への広報 ・降灰等堆積状況確認 ・通信体制の確保

・情報収集、連絡体制 　解説 ・道路巡回の実施 ・支援機材の準備 ・情報収集、伝達

○災害情報連絡室設置 ・噴火警報等の発表、伝 ・情報収集、提供 ・情報収集体制の強化 ・情報収集体制の確立

◎注意体制 ◎第１非常配備体制

◎第２非常配備体制

噴

火

警

報

（

火

口

周

辺

）

火

口

周

辺

規

制

2

◎非常配備体制【注１】 ◎注意体制

　解説

・噴火警報等の発表、伝

【通常体制】 【通常体制】 【通常体制】 【通常体制】 【通常体制】噴

火

予

報

活

火

山

で

あ

る

こ

と

に

留

意

1

(函館開発建設部) 北海道総合通信局

噴火警戒

レベル

気象台 国 北海道・

設置町 (札幌管区・函館) 渡島総合振興局
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5
～

1

【注２】～「函館・室蘭海上保安部」の航空機による火山調査は、第一管区海上保安本部及び函館海上保安部とする。

以下、各設置町消防団の定

めるところにより、防災対

応をとるものとする。

以下、各設置町消防本部の

定めるところにより、防災

対応をとるものとする。

　な規制解除への対応
終

　

息

・災害派遣部隊撤収 ・火山活動に応じた段階的

 (設置町からの要請) ・被災地の警戒

・緊急輸送支援 ・避難施設対策

 (注意喚起、制限等) ・避難誘導

・海上警戒 ・救出救助

・航行警報発出依頼等

・被害状況調査

5-3

・災害派遣部隊の派遣 ・情報収集

 (設置町からの要請) ・被災地の警戒

・緊急輸送支援 ・避難施設対策

 (注意喚起、制限等) ・避難誘導

・海上警戒 ・救出救助

・航行警報発出依頼等 ・交通規制

噴

火

警

報

（

居

住

地

域

）

避

難

準

備

4

・交通規制

・被害状況調査

5-2

・災害派遣部隊の派遣 ・情報収集

・被災地の警戒

・避難施設対策

 (設置町からの要請)

・避難誘導

・緊急輸送支援

・救出救助

 (注意喚起、制限等)

・交通規制

・海上警戒

・災害派遣部隊の派遣 ・情報収集

・航行警報発出依頼等

・被害状況調査

・被災地の警戒

　【注２】

・避難施設対策

　実施可能な場合に限る)

・避難誘導

 (気象台からの要請

・救出救助

・航空機による火山調査

・交通広報

　喚起

・災害派遣準備 ・情報収集

・付近航行船舶への注意

・情報収集の強化

避

　

　

　

難

5-1

　【注２】

　実施可能な場合に限る)

 (気象台からの要請

・航空機による火山調査

・登山者対策

　喚起

・付近航行船舶への注意

・情報収集の強化

3-2

・情報収集体制強化 ・情報収集

　【注２】

　実施可能な場合に限る)

 (気象台からの要請

・航空機による火山調査

　喚起

・付近航行船舶への注意 ・登山者対策

・情報収集の強化 ・情報収集体制強化 ・情報収集

◎災害警備本部設置

　【注２】

　実施可能な場合に限る)

 (気象台からの要請

・航空機による火山調査

　喚起

噴

火

警

報

（

火

口

周

辺

）

火

口

周

辺

規

制

2

・情報収集体制強化 ・情報収集

・付近航行船舶への注意 ・登山者対策

◎災害警備連絡室設置

・情報収集の強化

入

山

規

制

3-1

噴

火

予

報

活

火

山

で

あ

る

こ

と

に

留

意

　場合に市町村長への連絡 　場合に市町村長への連絡

・異常現象の通報を受けた ・異常現象の通報を受けた

【通常体制】 【通常体制】【通常体制】 【通常体制】 【通常体制】

(鹿部町・七飯町・森町)

噴火警戒

レベル

函館海上保安部 北海道警察 設置町消防本部

陸上自衛隊 (函館中央警察署・森警察署) (南渡島・森町)

1

設置町消防団

室蘭海上保安部
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第２節 避難対策 
 

１．避難の基本方針 

 

住民等への避難情報は、火山現象による影響範囲に対し、その活動の推移に応じた段階的

な避難情報の発令を基本とする。 

火山現象の規模・期間は事前の予測は困難であることから、避難情報の発令にあたっては

生命身体の安全を第一に、初期は安全側に立ち広範囲に避難対象区域等を設定し、その後状

況に応じ安全が確認された区域から縮小していく。 

 なお、避難情報の発令や警戒区域の設定又は拡縮に際しては、突発的な噴火などの時間に

猶予がない場合を除き、協議会の助言を受けて設置町の町長が判断するものとする。 

 

２．避難情報等の実施基準 

 

(1) 入山規制の実施基準 

   噴火警戒レベル２（火口周辺規制）が発表されるなど、火口周辺に影響を及ぼす噴火が

発生又は発生すると予想される場合、設置町は登山道の規制を実施する。 

  なお、噴火警戒レベルの引き上げに関わらず、臨時の火山の状況に関する解説情報が発

表された場合など、設置町が登山者等の安全確保のために必要と判断した場合は、協議会

と協議し実施するものとする。 

 

(2) 自主避難 

  「自主避難」は、避難勧告等の発令を行う段階ではないが、避難活動が困難又は避難に時

間を要する要配慮者など早い段階で避難行動をとらなければ、逃げ遅れる場合が想定され

るため、設置町の町長は、噴火活動の状況を踏まえ、住民等の自主的判断により避難する

ことを呼びかけることができるものとする。 

 

(3) 避難準備・高齢者等避難開始の発令基準 

  「避難準備・高齢者等避難開始」は、下記の場合に避難対象地域に対して、設置町の町長

が発令するものとする。 

 

(ア) 噴火警戒レベル４が発表され、噴火活動が活発化する現象が観測されるなど、居住地域

の一部に重大な被害を及ぼす噴火の発生が予想される場合 

(イ) 噴火警戒レベル５が発表され、噴火活動が活発化する現象が観測されるなど、居住地域

に重大な被害を及ぼす噴火の発生が予想される又は可能性が高まっている場合 

(ウ) 設置町の町長が住民等や登山者等の安全確保のため必要と判断した場合 
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(4) 避難勧告・避難指示（緊急）の発令基準 

  「避難勧告」又は「避難指示（緊急）」は、下記の場合に避難対象地域に対して、設置町

の町長が発令し、緊急を要するときは「避難指示（緊急）」を発令するものとする。 

(ア) 噴火警戒レベル５が発表され、噴火活動が活発化し、居住地域の一部に重大な被害を 

及ぼす噴火が発生又は切迫している状態にある場合 

(イ) 設置町の町長が住民等や登山者等の安全確保のため必要と判断した場合 

 

３．避難（立ち退き）の勧告・指示   

(1) 実施責任者 

①設置町の町長（災害対策基本法第６０条） 

設置町の町長は、駒ヶ岳が噴火し、又は噴火するおそれがある場合において、危険地

域の住民等や登山者等の生命、身体及び財産に直接被害が生じ又は生じるおそれがある

場合は、速やかに避難先、避難経路等を明示して立ち退きを勧告又は指示するものとし、

これらの措置をとった場合は、速やかにその旨を知事に報告するものとする。 

なお、「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住

民がその勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。  

「指示」は、被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等

を立ち退かせるものである。 

 

②警察官（災害対策基本法第６１条） 

設置町の町長が立ち退きを指示することができないと認めるとき、又は設置町の町長

から要求があった場合は、警察官は、危険地域の住民等や登山者等に対して、避難のた

めの立ち退きを指示するものとし、これらの措置をとった場合は、直ちにその旨を設置

町の町長に報告するものとする。 

 

(2) 避難（立ち退き）に係る伝達事項 

  立ち退きの勧告・指示に際して、次の事項を明らかにする。 

①避難対象地域 

②避難先（避難場所） 

③避難経路 

④立ち退きの勧告又は指示の理由 

⑤注意事項 

 

(3) 避難（立ち退き）の勧告・指示に係る伝達手段 

立ち退きの勧告・指示の伝達手段は、次に掲げる方法により行う。 

  なお、設置町は、消防機関や警察の協力を得て実施するものとする。 

①信号（警鐘、サイレン、消防車両やパトロールカーによる回転灯） 

②電話（有線、無線） 

③防災行政無線（屋外拡声器、戸別受信機） 

④有線放送施設 

⑤広報車 

⑥ヘリコプター（携帯電話の電波が通じない山麓登山中の登山者等への周知） 

⑦口頭（個別伝達）
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(4) 警戒区域の設定 

  警戒区域の設定は、協議会において、あらかじめ協議検討した影響が及ぶ範囲を警戒区

域に設定する。また、警戒区域の設定や解除については、緊急時においても柔軟に対応で

きるよう、平常時から協議会において、共同で検討するものとする。 

  なお、設置町の町長は、火山災害が発生又は発生のおそれがあり、警戒区域を設定した

場合は、住民等や登山者等の生命又は身体に対する危険を防止するため、災害応急対策に

従事する者以外に対して、当該区域への立入の制限、禁止、退去を命ずるものとする。 

 

４．指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

指定緊急避難場所とは、噴火に伴い発生する火山現象等の危険が切迫した状況において、

住民等、登山者等が身を守るための場所として位置付けられるものであり、想定される火

山現象や噴火シナリオに基づき、指定する指定緊急避難場所は次表のとおりとする。 

(2) 指定避難所の指定 

指定避難所とは、噴火に伴い発生する火山現象の危険性がなくなるまで、住民等を必要

な期間滞在させる又は火山現象等により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させる

ことを目的とした施設であり、想定される火山現象や噴火シナリオに基づき、指定する指

定避難所は次表のとおりとする。 

 

地
区 

指定緊急避難場所 

施設名 
所在地 

（電話番号） 

収容可能 

人数(人) 
備考 

  
指定 

避難所 
（面積㎡） 

森
町 

■ ■ 森町公民館 
御幸町 132 

（01374-2-2186） 

648 

（972） 
  

■ ■ 森町民体育館 
清澄町 24-2 

（01374-2-1234） 

1,020 

（1,531） 
  

■ ■ サンビレッジ森 
清澄町 25-6 

（01374-2-3249） 

648 

（972） 
  

■ ■ 鷲ノ木小学校 
鳥崎町 195 

（01374-2-2069） 

559 

（838）   

■ ■ 森小学校 
清澄町 27-1 

（01374-2-2113） 

1,923 

（2,885） 
  

■ ■ 森中学校 
上台町 326-1 

（01374-2-2406） 

1,635 

（2,453） 
  

鹿
部
町 

■ ■ 総合体育館 
宮浜 265-1 

（01372-7-3988） 

1,066 

（1,599）   

■ ■ 鹿部中央公民館 
宮浜 311-2 

（01372-7-3124） 

425 

（633） 
  

■ ■ 鹿部中学校 
宮浜 281 

（01372-7-3114） 

1,188 

（1,770） 
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鹿
部
町 

■ ■ 鹿部小学校 
宮浜 314-1 

（01374-7-3334） 

775 

（1,158） 
  

■ ■ 大岩地域会館 
鹿部 258-18 

（01372-7-3369） 

130 

（195） 
  

■ ■ 
渡島リハビリ 

テーション体育館 

鹿部 258-7 

（01372-7-3321） 

291 

（435） 
  

七
飯
町 

■ ■ 
大中山小学校 

屋内体育館 

大中山 2丁目 1-5 

（0138-65-2225） 

280 

（850） 
  

■ ■ 大中山コモン 

大中山 3丁目

275-2 

（0138-65-9711） 

320 

（969） 
  

■ ■ 
大中山中学校 

屋内体育館 

大中山 3丁目

291-1 

（0138-65-2221） 

270 

（811） 
  

■ ■ 七飯町地域センター 
本町 4丁目 8-1 

（0138-65-2067） 

260 

（1,554） 
  

■ ■ スポーツセンター 
本町 5丁目 6-1 

（0138-65-4116） 

500 

（1,510） 
  

■ ■ 文化センター 
本町 6丁目 1-2 

（0138-66-2066） 

240 

（726） 
  

■ ■ 
七重小学校 

屋内体育館 

本町 6丁目 2-11 

（0138-65-2029） 

280 

（856） 
  

■ ■ 
七飯中学校 

屋内体育館 

本町 6丁目 9-1 

（0138-65-2211） 

270 

（815） 
  

■ ■ 
藤城小学校 

屋内体育館 

藤城 268 

（0138-65-2615） 

200 

（602） 
  

■ ■ 
峠下小学校 

屋内体育館 

峠下 420-1 

（0138-65-2415） 

160 

（486） 
  

 

 

 ５．避難区域 

避難区域及び避難の時期は、噴火の推移にしたがって段階的に設定する。避難区域及び時期

は噴火シナリオを参照して決定する。

 

■避難区域 

レベル 内        容 

第一次避難区域 中噴火の災害危険区域予測図を基に設定した区域 

第二次避難区域 大噴火の災害危険区域予測図を基に設定した区域 

第三次避難区域 大噴火が発生したときの降灰区域（風向等の状況に応じて設定） 
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第３節 避難促進施設 

 

１．避難促進施設の指定 

活火山法第 6条第 1項第 5号に基づき、設置町は、火口と施設の位置関係、利用者数等施

設の規模、施設所有者等の常駐の有無、その他地域の実情を考慮した上で、必要と考える施

設を避難促進施設として指定し、各町地域防災計画に位置づけるものとする。 

なお、北海道駒ヶ岳における避難促進施設の指定基準及び避難促進施設は、資料編による。 

  

２．避難確保計画の作成支援 

避難促進施設の避難確保計画は、本計画や設置町それぞれの地域防災計画と整合のとれた

計画である必要があり、計画作成の段階から、設置町及び協議会は、十分な協力・支援体制

を構築するものとする。 
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第１節 住民、登山者等避難時の対応 

 

１．火口周辺規制及び登山道の立入規制 

登山者等の安全を確保するため、噴火警戒レベル２に引き上げられた場合、火口周辺の範

囲を警戒区域に設定し、登山道の規制を登山道での立入規制地点における看板類の設置によ

り周知を図るほか、緊急速報メールによる情報伝達を行うとともに、ヘリコプターによる上

空からの下山呼びかけも行う。 

・登山道規制箇所：【森町】赤井川登山道ゲート 

 

２．避難準備・高齢者等避難開始による避難 

設置町の町長が「避難準備・高齢者等避難開始」を発令した際に、住民等が自主的に避難

する場合の対応は次のとおりとする。 

(1) 避難誘導 

この段階における避難誘導は特に行わないものとする。 

(2) 交通手段 

徒歩、自転車、自家用車、船艇等による自力避難とする。 

(3) 避難所開設 

設置町の町長は、避難所を指定・開設し、収容するものとする。 

(4) 避難所における救助措置 

炊き出し、寝具、生活必需品の給与、医療及び助産等の給付は必要に応じて行うものと

する。 

(5) 携行品の制限 

必要最小限の食糧、長期化することを視野に入れた被服、日用品及び医薬品とする。避

難所のスペースは限られるため、過剰に携帯しないよう住民等に対して日頃からの周知・

啓発に努めるものとする。 

(6) 避難状況の把握及び報告 

避難所の運営にあたる職員は、住民等の避難状況を把握するため、当該地区住民等の避

難した世帯数及び人数等について把握し、設置町（災害対策本部）へ報告するものとする。 

なお、親戚、知人等のもとに避難する住民は、近隣住民や設置町へ避難先や連絡先をあ

らかじめ伝えるものとする。 

 

３．要配慮者の避難対策 

高齢者や障がい者等の要配慮者は、避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合は速や

かに避難を開始するものとする。 

また、要配慮者のなかでも、避難行動に必要な情報の把握が困難で、自らの行動等に制約

のある避難行動要支援者については、避難準備から避難後の生活までの各段階において、行

政とその家族、身近にいる住民、自主防災組織、関係団体等が協力してきめ細やかな支援策

を講ずる必要がある。 

このため、設置町の地域防災計画に基づき、適切に支援等を行うことができる体制を確立

するよう努めるものとする。 
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４．避難対象地域にいる観光客等の避難対策 

設置町及び宿泊施設などは、噴火警戒レベル４に上がった場合には、観光客等の安全を確

保するため、観光客へ交通機関の運行状況等に関する情報を提供し、帰宅支援を行うよう努

める。 

また、観光客の避難については、自力による避難を基本とするが、必要に応じて、輸送機

関にバス等の臨時便を要請するなど、観光客等の移動手段を確保するように努める。 

 

５ 避難勧告又は避難指示（緊急）による避難 

設置町の町長が「避難勧告」又は「避難指示（緊急）」を発令した際に、住民等が避難す

る場合の対応は次のとおりとする。 

(1) 避難誘導 

地区ごとの避難誘導は、当該地区の消防団が行うものとする。 

(2) 交通手段 

徒歩、自転車、自家用車、船艇等による自力避難とする。なお、自家用車等の交通手段

の確保が困難である者については、一時集合場所に集合若しくは自宅にて待機し、設置町

又は関係機関が手配する広報車を伴ったバス等により避難するものとする。 

(3) 避難所開設 

設置町の町長は、避難者のために避難所を指定・開設し、収容する。 

(4) 避難所における救助措置 

炊き出し、寝具、生活必需品の給与、医療及び助産等の給付は必要に応じて行う。 

(5) 携行品の制限 

必要最小限の食糧、長期化することを視野に入れた被服、日用品及び医薬品とする。避

難所のスペースは限られるため、過剰に携帯しないよう住民に対して日頃からの周知・啓

発に努めるものとする。 

(6) 避難状況の把握及び報告避難所の運営にあたる職員は、住民等の避難状況について、人

数、性別、氏名等を次の要領により設置町（災害対策本部）へ報告するものとする。な

お、親戚、知人等のもとに避難する住民は、近隣住民や設置町へ避難先や連絡先をあら

かじめ伝えるものとする。 

 

①報告時期 

避難指示等が発令されてから２時間おき（特に必要のある場合は随時）程度とするが、

被害状況が拡大するおそれがある場合等の緊急の際には、間隔を狭める。 

②報告内容 

ア避難者に関すること 

・当該地区住民の世帯数及び人員数 

・避難した世帯数及び人員数（避難所・知人宅等の避難先を区分する） 

・地域住民以外の旅行者等の一時滞在者等の避難人数等（可能な限り） 

・避難者の負傷等の状況 

・措置が必要な避難行動要支援者の状況 

・その他、避難者の状況について特に必要な事項 

イ輸送車両に関すること 

・輸送車の状況 

・輸送完了の見通し 
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・増配車の必要性の有無 

・その他輸送に関し特に必要な事項 

ウ残留者に関すること 

・残留者の有無、氏名及び残留理由 

・避難の目途 

 

６．避難所の開設 

設置町の町長は、噴火警戒レベル４以上が発表された場合等は、直ちに避難所を開設する。 

なお、親戚、知人等のもとに避難する住民は、近隣住民または設置町に避難先と連絡先を

あらかじめ伝えるものとする。 

開設する避難所は次表のとおりとする。 

 

避難所のリスト（平成 31 年 3 月 31日現在） 

 

地
区 

避難所名 

所在地 

管理者 

収容可能 

人数(人) 
備考 

（電話番号） （面積㎡） 

森
町 

森町公民館 
御幸町 132 

（01374-2-2186） 
教育委員会 

324 

（972） 

ﾚﾍﾞﾙ 4開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

森町民体育館 
清澄町 24-2 

（01374-2-1234） 
教育委員会 

510 

（1,531） 

ﾚﾍﾞﾙ 4開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

サンビレッジ森 
清澄町 25-6 

（01374-2-3249） 
教育委員会 

324 

（972） 

ﾚﾍﾞﾙ 4開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

鷲ノ木小学校 
鳥崎町 195 

（01374-2-2069） 
学校長 

279 

（838） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

森小学校 
清澄町 27-1 

（01374-2-2113） 
学校長 

961 

（2,885） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

森中学校 
上台町 326-1 

（01374-2-2406） 
学校長 

817 

（2,453） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

鹿
部
町 

総合体育館 
宮浜 265-1 

（01372-7-3988） 
教育委員会 

533 

（1,599） 

ﾚﾍﾞﾙ 4開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

鹿部中央公民館 
宮浜 311-2 

（01372-7-3124） 
教育委員会 

211 

（633） 

ﾚﾍﾞﾙ 4開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

鹿部中学校 
宮浜 281 

（01372-7-3114） 
学校長 

590 

（1,770） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

鹿部小学校 
宮浜 314-1 

（01374-7-3334） 
学校長 

386 

（1,158） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

大岩地域会館 
鹿部 258-18 

（01372-7-3369） 
町民生課 

65 

（195） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

渡島リハビリ 

テーション体育館 

鹿部 258-7 

（01372-7-3321） 

渡島リハビリ 

テーション 

145 

（435） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 
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七
飯
町 

大中山小学校 

屋内体育館 

大中山 2丁目 1-5 

（0138-65-2225） 
学校長 

280 

（850） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

大中山コモン 
大中山 3丁目 275-2 

（0138-65-9711） 
教育委員会 

320 

（969） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

大中山中学校 

屋内体育館 

大中山 3丁目 291-1 

（0138-65-2221） 
学校長 

270 

（811） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

七飯町地域センタ

ー 

本町 4丁目 8-1 

（0138-65-2067） 
町総務財政課 

260 

（1,554） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

スポーツセンター 
本町 5丁目 6-1 

（0138-65-4116） 
教育委員会 

500 

（1,510） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

文化センター 
本町 6丁目 1-2 

（0138-66-2066） 
教育委員会 

240 

（726） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

七重小学校 

屋内体育館 

本町 6丁目 2-11 

（0138-65-2029） 
学校長 

280 

（856） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

七飯中学校 

屋内体育館 

本町 6丁目 9-1 

（0138-65-2211） 
学校長 

270 

（815） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

藤城小学校 

屋内体育館 

藤城 268 

（0138-65-2615） 
学校長 

200 

（602） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

峠下小学校 

屋内体育館 

峠下 420-1 

（0138-65-2415） 
学校長 

160 

（486） 

ﾚﾍﾞﾙ 5-1開設 

ﾚﾍﾞﾙ 3閉鎖 

 

 

７．避難対象者の把握 

  噴火警報等が発表された場合の避難対象者及び避難場所等については、各設置町地域防

災計画に定めるとおりとする。 

 

８．避難経路・避難手段 

 

(1) 避難経路 

避難経路は次のとおりとする。 
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北海道駒ヶ岳避難経路図（七飯町） 

◎七飯町文化センター等 

城岱スカイライン 

（冬季使用不可） 

（降灰状況等により避難経路） 

西大沼会館 

大沼婦人会館 

大沼多目的会館 

 

○ 指定緊急避難場所 

◎ 指定避難所 

  主な避難経路（陸路） 

国道 

  道道 

  第一次避難区域 

  第二次避難区域 

凡 例 

国道５号線 

道道４３号線 

道道３３８号線 

 

大沼岳陽学校 

東大沼駅前会館 

池田園駅前会館 

旧東大沼小学校 

軍川振興会館 
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(2) 避難手段 

避難手段は、徒歩、自転車、自家用車、船艇等のあらゆる手段による自力避難とする。 

避難指示（緊急）が発令された場合、交通手段が確保できないなど自力での避難が困難

な者は、一時集合場所に集合若しくは自宅にて待機し、設置町又は関係機関が手配する広

報車を伴ったバス等により避難するものとする。なお、大きな噴石等によりバス等での避

難が困難な場合には設置町又は北海道が要請する北海道防災航空室、警察、自衛隊、第一

管区海上保安本部（ヘリ）、各保安部の救助を待ち避難を行うものとする。 

 

９．避難者の輸送対策 

  設置町の町長が必要と判断した場合は、輸送車両を確保し、現地へ派遣する。 

 

１０．広域応援対策 

大規模災害が発生した場合において、災害応急対策を円滑に実施するための広域応援対策

は、次のとおりとする。 

 

(1) 設置町 

 ① 大規模災害が発生し、被災設置町では単独では十分に被災者の救援等の災害応急対策

を実施できない場合は、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」

等に基づき、北海道や他の市町村に応援を要請する。 

 

 ② 他の市町村等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換を

行うほか、他の市町村等の応援の受入体制を確立しておくものとする。 

 

(2) 消防機関 

① 大規模災害が発生し、被災地域の消防機関単独では十分に被災者の救援等の災害応急

対策を実施できない場合は、北海道等に応援を要請するほか、「北海道広域消防相互応

援協定」等に基づき、他の消防機関に応援を要請する。 

   また、必要に応じ、北海道に対して広域航空消防応援（ヘリコプター）、他都府県の

緊急消防応援隊による応援等を要請するよう求める。 

 

② 他の消防機関等の応援が円滑に行われるよう、日頃から災害対策上必要な資料の交換

を行うほか、他の消防機関等の応援の受入体制を確立しておくものとする。 

 

１１．避難ができなくなった住民等の安全対策 

 噴火又は火山泥流等により避難経路が閉ざされた場合は、設置町は状況に応じ、北海道防

災航空室、北海道警察、自衛隊、第一管区海上保安本部、函館海上保安部にヘリコプターの

出動による救助並びに函館海上保安部、室蘭海上保安部、海上自衛隊に船艇による避難者の

輸送を要請する。 

なお、ヘリコプターの離着陸及び船艇の接岸にあたっては、事前に管理者へ連絡するもの

とする。 
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■要請機関 

機関名 保有機 連絡窓口 備考 

北海道防災航空室 ヘリコプター １機 0138-22-2146 消防本部警防課 

北海道警察 ヘリコプター ５機 0138-31-0110(内 5762) 函館方面本部警備課 

函館海上保安部 ヘリコプター １機 0138-42-4312、4313 警備救難課 

第一管区海上保安本部 ヘリコプター ２機 0134-27-0118 函館航空基地所属機 

 

■ヘリコプター離着陸場所 

第６章第３節４交通対策「ヘリコプター着陸可能地」のとおり 

 

■船艇接岸箇所 

接岸箇所名称 所在地 幅×長さ（ｍ） 管理者 連絡先 

砂原漁港 森町字砂原 3丁目 855×431 渡島総合振興局 0138-47-9483 

鹿部漁港 鹿部町字鹿部 742×264 鹿部漁業協同組合 01372-7-2311 

 

１２．避難に際し住民等の取るべき行動 

住民等の避難にあたっては、行政からの避難情報伝達、避難の呼び掛けだけでなく、住民

等自らが自己の責任において行動すべき下記の内容について理解しておくことが円滑な避難

につながる。 

設置町及び防災関係機関は、様々な機会を捉え住民等への啓発に努めるものとする。 

(1) 避難が必要となる時期や避難経路、避難場所等を設置町が発行する印刷物やホームペー

ジ等により事前に把握しておくとともに、火山災害についても把握しておくこと。 

(2) 避難の際の携行品はあらかじめ準備しておき、避難の際は混乱をさけるため制限を守る

こと。 

持病の治療薬等重要な医薬品については、避難が長期にわたる可能性も考え、十分な量

を携行すること。 

(3) 避難の前には必ず暖房器具は消火を確認し、ガスは元栓を閉め、電気はブレーカーを切

るなど出火を防止すること。被災による漏水等も考えられる場合は水道の元栓等も閉め

ること。 

(4) 避難する際の基本的な服装は、頭巾又はヘルメット、動きやすい靴、防塵眼鏡、マス 

ク着用とすること。 

(5) 近隣に声をかけ、互いに協力して全員が安全に避難できるようにすること。 

(6) 親戚、知人等のもとに避難するときは、避難所へ避難する近隣住民若しくは設置町に避

難先及び連絡先を報告すること。 

(7) 行動は冷静に行い、不確実な情報に惑わされないよう注意すること。 
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１３．教育機関等の避難対策 

(1) 学校 

設置町の教育委員会は、避難準備・高齢者等開始又は避難指示（緊急）が発令された場合

は、避難対象区域内にある学校に対して次のとおり措置するものとする。 

なお、これらの措置について、あらかじめ保護者等に対して説明し、緊急時の対応につい

て理解を得ておくとともに、緊急時の連絡体制を整備しておくものとする。 

また、避難情報の発令期間が長期にわたることも考えられることから、災害が及ばない地

区の学校での授業再開など代替措置を講ずるものとする。 

 

① 避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合 

ア 児童・生徒が帰宅している（家庭にいる）場合 

校長に対して休校を指示する。 

イ 児童・生徒が学校等にいる場合 

校長に対し直ちに授業の中止を指示し、ただちに保護者に引き渡すものとする。 

② 避難指示（緊急）が発令された場合 

（火山活動が急激に活発化し、避難準備・高齢者等避難開始を発令されずに避難指示（緊

急）が発令された場合） 

ア 児童・生徒が帰宅している（家庭にいる）場合 

校長に対して休校を指示するものとするが、指示がない場合においても校長が、避

難指示（緊急）が発令されたことを確認した場合は、休校することができる。 

児童・生徒は、避難指示（緊急）が発令されたことを確認した場合は、登校を要せ 

ず、家族と一緒に避難するものとするものとする。 

イ 児童・生徒が学校等にいる場合 

校長に対し直ちに授業中止を指示し、学校等は所定の避難所等まで避難したうえで

保護者に引き渡すものとする。 

 

(2) 応急教育 

設置町は、避難した児童・生徒等の教育ができるように施設を確保し教育活動を再開す

る。学校等が避難所となっている場合は、避難所自治組織と調整し領域を区別するととも

に、他市町村へ避難所を設置している場合は、避難先の市町村と協議し、臨時の学校等を

開設する。 

また、教育の実施にあたり、教職員の確保、学用品の供給、通学バス支援、学校給食に

関する措置、児童・生徒等の健康管理等について、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(3) 保育 

設置町は、保育についても同様の措置をとるものとし、必要に応じて避難所及び避難先に

近い施設で託児施設を開設し、保育士等による応急保育を実施する。 
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(4) 宿泊施設・福祉施設等 

設置町から避難準備・高齢者等避難開始又は避難指示（緊急）が発令された場合、避難対

象区域内にある宿泊施設・福祉施設等の施設管理者は、施設利用者の安全確保を図るため、

必要な措置を講ずるものとする。 

なお、これらの措置について、あらかじめ施設利用者及びその家族等に説明し、緊急時の

対応について理解を得ておくことに努めるものとする。 

特に福祉施設は、入所者等が通常の避難所における生活が困難であり、専門性の高い対応

が必要となることが考えられることから、他の福祉施設と入所者等の受入れ等に関する協定

を締結するなど、入所者等の避難対策を事前に講ずるよう努めるものとする。 

 

 

１４．噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応フロー 

(1) 噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合 

噴火警戒レベルが引き上げられた場合の住民等や登山者等の避難対応フローは次図のと

おりとする。 
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【注１】～設置町の非常配備体制は、各設置町地域防災計画に定めるところによる。

※避難準備情報発令対象地域 ※避難指示発令対象地域

　①…第一次避難区域 　①…第一次避難区域

　②…第二次避難区域 　②…第二次避難区域

　③…第三次避難区域（降灰が堆積する地域） 　③…第三次避難区域（降灰が堆積する地域）

※避難情報

　避難準備情報～「避難準備・高齢者等避難開始」の略

　避難指示～「避難指示（緊急）」の略

噴火警戒レベルが事前に引き上げられた場合の避難対応

噴火警戒レベル１ 臨時の解説情報 噴火警戒レベル２ 噴火警戒レベル４ 噴火警戒レベル５－１
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町
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

・
交
通
規
制
の
実
施

住
民
の
避
難

噴火警戒レベル５－３

居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発

生、あるいは切迫して
いる状態

(

「噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
」

の
引
上
げ)

「噴
火
警
報
」

火
山
の
現
地
観
測
を
実
施

《非
常
配
備
体
制
》
【注
】

・
住
民
等
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

避
難
勧
告
又
は

避
難
指
示(

緊
急)

発
令
③

・
住
民
等
へ
の
広
報

・
交
通
規
制
の
実
施

・
避
難
所
の
開
設

・
住
民
等
の
避
難
誘
導

《第
３
非
常
配
備
体
制
》

・
設
置
町
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

・
交
通
規
制
の
実
施

住
民
の
避
難

：情報

：関係機関の対応事項

避難対象者が行う事項

凡例

規
制
範
囲
外

へ
避
難

規
制
範
囲
外

へ
避
難

避
難
準
備
情
報
発
令
②

避
難
準
備

避
難
準
備
情
報
発
令
③

避
難
準
備

《非
常
配
備
体
制
》
【注
】

・
住
民
、
登
山
者
等
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

《非
常
配
備
体
制
》
【注
】

・
住
民
、
登
山
者
等
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

住
民
等
へ
の
情
報
提
供

要
配
慮
者
へ
の

避
難
の
呼
び
か
け

避
難
誘
導

住
民
等
へ
の
情
報
提
供

状
況
を
町
と
共
有

住
民
等
へ
の
情
報
提
供

住
民
等
へ
の
情
報
提
供

避
難
の
呼
び
か
け

避
難
誘
導

状
況
を
町
と
共
有

避
難
の
呼
び
か
け

避
難
誘
導

状
況
を
町
と
共
有

避
難
の
呼
び
か
け

避
難
誘
導

状
況
を
町
と
共
有
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(2) 突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→３） 

突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→３）、協議会の構成機関は、速やかに火山

活動の状況を共有し、その情報をもとに協議の上、火口周辺規制（又は入山規制）を実施

するとともに、登山者等を安全に規制範囲外へ避難誘導するなどの対応を行うものとする。 

  なお、突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→３）の住民等や登山者等の避難対応

フローを次図のとおりとする。 

火
山

活
動

の
推

移

　　　　　　明瞭な前兆がなく
　　　　　　突発的に噴火

札

幌

管

区

気

象

台

地

域

火

山

監

視

・

警

報

セ

ン

タ

ー

北

海

道

・

渡

島

総

合

振

興

局

設
置
町

住
民
等

登
山
者
等

避
難
促
進
施
設

【注】～設置町の噴火警戒レベル３の非常配備体制は、各設置町地域防災計画に定めるところによる。

突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル１→３）

噴火警戒レベル１ 噴火警戒レベル３

通
常
の
火
山
活
動

火
山
の
観
測

異
常
現
象
の
通
報

「
噴
火
速
報
」

(

「噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
」

の
引
上
げ)

「噴
火
警
報
」

《第
１
非
常
配
備
体
制
》

・
設
置
町
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

火
口
周
辺
規
制
の
実
施

駒
ヶ
岳
近
傍
施
設
管
理
者

等
か
ら
情
報
収
集

《非
常
配
備
体
制
》
【注
】

・
住
民
、
登
山
者
等
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

緊
急
退
避
後
の
避
難
誘
導
の
実
施
に
つ
い
て
検
討

避
難
誘
導
の
支
援

噴
火
の
認
知

避
難

：
指
示
を
ま
た
ず
自
ら
対
応
す
べ
き
事
項

：
指
示
を
受
け
て
避
難
対
象
者
が
行
う
事
項

：
関
係
機
関
の
対
応
事
項

：
情
報

凡例

噴
火
発
生

緊
急
退
避

噴
火
の
認
知

住
民
等
へ
の
情
報
提
供
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(3) 事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま噴火した場合（噴火警戒レベル２又は 

３→５） 

事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま、居住地域まで影響を及ぼす噴火が発生

した場合、その噴火に伴う火山現象も短時間で避難対象地域に到達する恐れがあるため、

速やかな緊急退避の実施や避難指示（緊急）の周知、住民等、登山者等の安全な地域への

避難誘導などの対応を行うものとする。 

なお、突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル２→５）の住民等、登山者等の避難対応

フローを次図のとおりとする。

火
山
活

動
の

推
移

札

幌

管

区

気

象

台

地

域

火

山

監

視

・

警

報

セ

ン

タ

ー

北

海

道

・

渡

島

総

合

振

興

局

設
置
町

住
民
等

登
山
者
等

避
難
促
進
施
設

【注】～設置町の噴火警戒レベル２又は３の非常配備体制は、各設置町地域防災計画に定めるところによる。

突発的に噴火した場合（噴火警戒レベル２又は３→５）

噴火警戒レベル２又は３

異
常
現
象
の
発
生

「噴
火
速
報
」

(

「噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
」

の
引
上
げ)

「噴
火
警
報
」

《第
１
非
常
配
備
体
制
》

・
設
置
町
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

《非
常
配
備
体
制
》
【注
】

・
住
民
、
登
山
者
等
へ
の

情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

緊
急
退
避
後
の
避
難
誘
導
の
実
施
に
つ
い
て
検
討

避
難
誘
導
の
支
援

登
山
者
等
の
帰
宅
支
援

避
難

避
難

：
指
示
を
ま
た
ず
自
ら
対
応
す
べ
き
事
項

：
指
示
を
受
け
て
避
難
対
象
者
が
行
う
事
項

：
関
係
機
関
の
対
応
事
項

：
情
報

凡例

噴
火
発
生

緊
急
退
避

噴火警戒レベル５－１

火
口
周
辺
規
制
の
実
施

《第
３
非
常
配
備
体
制
》

・
設
置
町
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

《第
３
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常
配
備
体
制
》

・
住
民
等
へ
の
情
報
伝
達

・
情
報
の
集
約

避
難
指
示(

緊
急)
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令

住
民
等
へ
の
広
報

交
通
規
制
の
実
施

避
難
所
の
開
設

避
難

緊
急
退
避
の

呼
び
か
け
・実
施

緊
急
退
避
の

状
況
整
理
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況
を
町
と
共
有

緊
急
退
避
後
の

避
難
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つ
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討

避
難
所
等

へ
の
避
難
誘
導

避
難
状
況
を

市
町
村
と
共
有
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第２節 広報対策 
 

１．避難者等への広報 

設置町は、次の手段を用いて住民等へ避難広報を行う。広報にあたっては、消防、消防団、

警察署に協力を要請する。 

 

２．避難後の広報  

(1) 広報紙の作成 

設置町は、噴火活動の状況、避難区域、生活支援対策等を掲載した災害広報紙を作成し、

避難所等、公共施設、住民へ配布する。 

 

(2) 避難所等における広報 

設置町は、避難所等に掲示板を設置し、避難者への情報を掲示する。 

また、避難所等の自治組織等を通じて災害広報紙やチラシ等を配布する。特に、高齢者、

障害者等に確実に情報が伝わるよう配慮する。 

 

(3) ホームページの作成 

設置町は、ホームページを作成し、避難者や災害対策の情報等を掲載する。 

 

(4) 説明会の開催 

設置町及び関係機関は、各種対策の手続き等に関する説明会を避難所等にて開催する。 

また、噴火活動の状況や今後の予想などについて、避難者及び一般住民を対象に火山専

門家や気象台等による説明会を開催する。 

 

３．報道機関への対応 

噴火時においては、規模の大小に関わらず、多数の報道機関が現地を訪問し、報道関係

者自らの被災や過剰な取材等による避難救援活動等への障害となることが考えられる。 

  このため、火山専門家や気象台等と連携し、正しい情報を発信できる体制の構築を図る

とともに、住民等や登山者等への避難誘導支援や生活安定のための重要な情報の報道等を

依頼するよう努めるものとする。 

 

(1) 記者発表 

協議会の構成機関は、災害現地本部等において噴火活動の状況、応急対策の実施状況等

について共同で記者発表を行う。各設置町の対策については、各災害対策本部において必

要に応じて記者発表を行う。 

 

(2) 広報要請 

設置町は、北海道を通じて報道機関にテレビ、ラジオ、新聞等による広報を要請する。
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(3) 取材活動等に関する要請 

設置町は、報道機関に対し避難区域等への立ち入り禁止措置を徹底するように要請する。

避難所等における取材は、避難所等自治組織の許可を得て避難者に配慮した取材を行うよ

う要請する。  

 

４．情報窓口の設置 

設置町は、報道機関への対応や住民、避難者、避難者関係者からの問い合わせに対応する

ため、情報専用窓口を設置する。 

ただし、避難者の所在等の問い合わせや避難者名簿の提供等はプライバシーに配慮するた

め扱いに留意する。 

【関係法令】災害対策基本法第86条の15（安否情報の提供等） 
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第３節 交通対策 
 

１．交通規制 

(1) 避難時の交通規制 

設置町は、避難を決定した場合、道路管理者、警察署（北海道公安委員会）に連絡し交

通規制を要請する。 

警察署は、避難路となる国道、道道、町道の主要箇所に検問所を設置し、避難区域内へ

の車両の通行の禁止又は制限、迂回路の指示等を行う。 

【関係法令】災害対策基本法第76条（災害時における交通の規制等） 

 

(2) 噴火時の交通規制 

道路管理者、警察署（北海道公安委員会）は、避難区域及び降灰等により通行が困難な

道路に交通規制を実施する。交通規制を実施した場合は、交通規制区間、迂回路等につい

て報道機関等を通じて周知を行う。 

 

■駒ヶ岳周辺交通規制配置箇所 

番号 交通規制箇所（交差点） 

① 大沼ゴルフ場入口交差点 Ｒ５×道道43 

② 月見橋交差点 道道43×道道338 

③ 大沼公園交差点 道道43×道道338 

④ 大沼駅前交差点 道道43×道道338 

⑤ 大沼公園入口交差点 Ｒ５×道道338 

⑥ 峠下交差点 Ｒ５×道道96 

⑦ 本町函館新道交差点 Ｒ５函館新道×城岱スカイライン 

⑧ 富士見町交差点 Ｒ５×道道1028 

⑨ サッポロドラックストア前交差点 道道1028×町道 

⑩ 尾白内小学校下交差点 道道1028×町道尾白内４号線 

⑪ 尾白内交差点 Ｒ278×町道尾白内４号線 

⑫ 川村電気前交差点 Ｒ278×町道森川白川線 

⑬ 森川交差点 Ｒ５×Ｒ278 

⑭ 森中学校前交差点 Ｒ５×道道 794 

⑮ 姫川交差点 Ｒ５×町道白川１号線 

⑯ 駒ヶ岳交差点 Ｒ５×町道駒ヶ岳赤井川線 

⑰ 赤井川交差点 Ｒ５×道道 43×道道 149 

⑱ 宮浜交差点 Ｒ278（旧）×道道 43 

⑲ 鹿部バイパス宮浜交差点 Ｒ278×道道 43 



第６章 噴火時（緊急フェーズ）の対応 第３節 交通対策 

 

6-18 

■駒ヶ岳周辺交通規制配置地点 
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■広域交通規制配置箇所 

番号 交通規制箇所（交差点） 

① 函館市大船川橋 Ｒ278×道道980 

② 北斗市市渡 Ｒ227×道道96 

③ 厚沢部町新町 Ｒ227×道道67 

④ 江差町柳崎 Ｒ227×Ｒ229 

⑤ 八雲町熊石鮎川 Ｒ229×Ｒ277 

⑥ せたな町北檜山区 Ｒ229×Ｒ230 

⑦ 長万部町国縫 Ｒ５×Ｒ230 

⑧ 八雲町立岩 Ｒ５×Ｒ277 

⑨ 八雲町落部 Ｒ５×道道67 

 

■広域交通規制配置地点図 
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(3) 噴火時の高速道路の交通規制 

  道央自動車道においては、気象庁より噴火情報及び森町から避難勧告（指示）が発表さ

れた場合、下表のとおり交通規制を行うことを基本とする。ただし、交通規制開始時期・

規制範囲は、協議会・他の道路管理者等と連携し、柔軟に対応するものとする。 

 

事象 発表内容 交通規制区間 

火山活動 

噴火警戒 

レベル５ 

レベル４ 

【通行止め】 

大沼公園IC～落部IC 

レベル３ － 

避難指示等 

高速道路等を通過

する各自治体より

避難勧告（指示） 

【通行止め】 

高速道路等が通過する自治体を含むIC間 

火山灰 

降灰予報 

到達１時間前 

【通行止め】 

降灰予報発表後、降灰が予測される範囲において、

降灰到達１時間前を目安に通行止めを実施する。 

【交通規制の解除について】 

火山活動が発生し、その後噴火警報等が解除された時点で、高速道路の路面及び各構造

物の点検を行い、通行に対する支障物や支障となる事象及び二次災害の恐れがないことを

確認した後、交通規制を解除する。 

 

２．交通輸送対策 

(1) 交通機関 

ＪＲ北海道、民間バス会社は、避難区域が設定された場合は、区域内の列車、バスの運

行を停止する。 

 

(2) 避難者対策 

設置町は、避難者の通学、通勤、買い物等の必要がある場合は、民間バス会社等の協力

を得て臨時バスを運行する。 

 

３．通行車両の確認 

(1) 緊急通行車両の確認 

北海道公安委員会が災害対策基本法に基づく交通規制を実施した場合、知事（渡島総合

振興局長）又は北海道公安委員会は、災害応急対策に必要な車両の確認を行い、車両ごと

に「緊急通行車両確認証明書」及び「標章」を交付する。 

設置町及び関係機関は、応急対策で使用する車両について、「緊急通行車両確認証明書」

及び「標章」の交付を受け「標章」を車両に表示する。 

【関係法令】災害対策基本法施行令第32条・第33条（災害時における交通の規制の手続等） 
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(2) 避難者等の車両 

北海道公安委員会が通行禁止又は制限を実施する場合において、日常の生活に欠くこと

のできない車両等で、公益上又は社会生活上通行することがやむを得ないと認められる車

両については、緊急通行車両の通行に支障を及ぼさない限り「規制除外車両確認証明書」

及び「標章」を交付する。 

設置町は、一時帰宅等を実施する場合、対象となる避難者に「規制除外車両確認証明書」

及び「標章」の受付及び交付を行う。 

 

４．ヘリコプターの活用 

設置町は、火山の監視や傷病者等の緊急輸送のために、関係機関にヘリコプターの出動を

要請するとともに、臨時ヘリポートを開設する。開設にあたっては、北海道（渡島総合振興

局）、自衛隊等と開設場所等を協議し、除雪や必要な設備等を準備する。 

 

■ヘリコプター着陸可能地 

市町名 施設名 施設所在地 
著名地点からの方向 

及び距離（km） 
広さ（㎡） 

施設の管理者及び 

電話番号 

森町 

駒ヶ岳小学校 

グラウンド 

森町 

字駒ヶ岳453 
ＪＲ駒ヶ岳駅南東 0.4 100×100 

駒ケ岳小学校校長 

01374-5-2243 

01374-3-3640（教委） 

尾白内運動広場グ

ラウンド 

森町 

字尾白内町929-1

・2 

ＪＲ尾白内駅南西 0.5 80×200 

森町教育委員会 

01374-3-3640 

森町民野球場 

グラウンド 

森町 

字上台町326-1 
役場南西 1.0 100×100 

森町教育委員会（体育課） 

01374-2-1234（体育課） 

石谷小学校（休校） 

グラウンド 

森町 

字蝦谷町153 
ＪＲ石谷駅南東 0.6 50×90 

森町教育委員会 

01374-3-3640 

濁川小学校 

グラウンド 

森町 

字濁川201 
濁川小学校地続き 64×70 

濁川小学校校長 

01374-7-3004 

01374-3-3640（教委） 

森中学校 

グラウンド 

森町 

字上台町326-1 
役場南西 1.0 150×150 

森中学校校長 

01374-2-2406 

01374-3-3640（教委） 

砂原中学校 

グラウンド 

森町字 

砂原2丁目188-14 
森町砂原支所南西 0.2 90×170 

砂原中学校校長 

01374-8-2012 

01374-3-3640（教委） 

森町総合運動公園 

森町 

字砂原1丁目22-1 
森町砂原支所南西 0.5 250×100 

森町教育委員会 

（生涯学習課） 

01374-8-3190(生涯学習課

) 

森町消防本部横 
森町 

字森川町280-4 
森町消防本部横北西 0.1 40×40 

契約管理課 

01374-7-1088 

鹿部町 

鹿部中学校 

グラウンド 

鹿部町 

字宮浜281 
役場北西 0.5 130×110 

鹿部中学校校長 

01372-7-3114 

山村広場 

グラウンド 

鹿部町 

字宮浜369 
役場北西 1.0 100×110 

鹿部町教育委員会 

01372-7-3124 

朝日航空株式会社

鹿部飛行場 

鹿部町 

字本別450-1 
役場北西 1.4 1,010×120 

朝日航空株式会社 

01372-7-3388 

北海道立漁業 

研修所グラウンド 

鹿部町 

字本別540-1 
役場北東 4.0 90×90 

北海道立漁業研修所 

01372-7-5111 
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七飯町 

大中山小学校 

グラウンド 

七飯町 

大中山2丁目1-5 

国道5号線大川橋上流 

0.12 
120×80 

大中山小学校校長 

0138-65-2225 

七重小学校 

グラウンド 

七飯町 

本町6丁目2-11 
七飯町役場北西 0.2 110×80 

七重小学校校長 

0138-65-2029 

藤城小学校 

グラウンド 

七飯町 

字藤城268 
藤城小学校地続き 100×50 

藤城小学校校長 

0138-65-2615 

峠下小学校 

グラウンド 

七飯町 

字峠下420-2 
峠下小学校地続き 90×80 

峠下小学校校長 

0138-65-2415 

大沼岳陽学校 

グラウンド 

七飯町 

字上軍川180-2 
大沼岳陽学校地続き 60×50 

大沼岳陽学校校長 

0138-67-2351 

七飯中学校 

グラウンド 

七飯町 

本町6丁目9-1 
七飯町役場北東 0.5 144×100 

七飯中学校校長 

0138-65-2211 

本町多目的 

グラウンド 

七飯町 

本町5丁目24-1 
七飯町役場南西 0.5 144×99 

七飯町教育委員会 

七飯町スポーツセンター 

0138-65-4116 

 
東大沼多目的 

グラウンド 

七飯町 

字東大沼28-2 
ＪＲ銚子口駅西 0.5 166×134 

七飯町教育委員会 

七飯町スポーツセンター 

0138-65-4116 

函館市 

戸井西小学校 

グラウンド 

函館市 

小安町548 
戸井西小学校に隣接 93×120 

戸井西小学校校長 

0138-58-2554 

潮光中学校 

グラウンド 

函館市 

釜谷町227 
潮光中学校に隣接 65×110 

潮光中学校校長 

0138-82-2160 

旧汐首小学校 

グラウンド 

函館市 

釜谷町420-1 
旧汐首小学校に隣接 50×120 

函館市戸井教育事務所 

0138-82-2111 

日新中学校 

グラウンド 

函館市 

泊町126 
日新中学校に隣接 71×125 

日新中学校校長 

0138-82-2061 

旧恵山高等学校 

グラウンド 

函館市 

高岱町33-3 
旧恵山高等学校地続き 154×125 

函館市恵山教育事務所 

0138-85-2331 

旧恵山小学校 

グラウンド 

函館市 

柏野町99 
旧恵山小学校地続き 130×75 

函館市恵山教育事務所 

0138-85-2331 

えさん小学校 

グラウンド 

函館市 

中浜町79 
えさん小学校地続き 122×10 

えさん小学校校長 

0138-84-2341 

椴法華小学校 

グラウンド 

函館市 

新八幡町1 
椴法華小学校地続き 65×70 

椴法華小学校校長 

0138-86-2051 

椴法華中学校 

グラウンド 

函館市 

新浜町151 
椴法華中学校地続き 100×120 

椴法華中学校校長 

0138-86-2151 

ホテル恵風 

前駐車場 

函館市 

恵山岬町77 
ホテル恵風地続き 70×65 

ホテル恵風支配人 

0138-86-2121 

尾札部中学校 

グラウンド 

函館市 

尾札部町2023 

支所東南東 4.7 

(尾札部中学校地続き) 
78×130 

尾札部中学校校長 

0138-25-2762 

臼尻中学校 

グラウンド 

函館市 

豊崎町205 
支所北西 6.2 100×120 

臼尻中学校校長 

0138-25-3281 

南茅部 

運動広場 

函館市 

川汲町1657 
支所北 0.7 130×75 

南茅部運動広場事務所長 

0138-25-5967 

磨光小学校 

グラウンド 

函館市 

尾札部町161 
支所東 2.5 97×90 

磨光小学校校長 

0138-25-2561 

南茅部高等学校 

グラウンド 

函館市 

川汲町1560 
支所南南西 0.2 200×115 

南茅部高等学校校長 

0138-25-3372 

国土交通省東京 

航空局函館空港 

函館市 

高松町511 
上湯川小学校南 2.0 50×50 

函館空港長 

0138-57-1737 
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陸上自衛隊函館駐

屯地ヘリポート 

函館市 

広野町6-18 
駒場小学校南南西 0.55 

主ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 

50×50 

陸上自衛隊函館駐屯地 

業務隊長 

0138-51-9171 

緑の島 
函館市 

大町15番地 
弥生小学校北北東 0.4 120×85 

函館市港湾部 

0138-21-3487 

千代台公園 

陸上競技場 

函館市 

千代台町22番 

オーシャンスタジアム 

北西 0.15 
106×97 

函館市教育委員会 

0138-21-3473 

市立函館病院 

屋上ヘリポート 

函館市 

港町1丁目10-1 
(総重量5.5トン以下) 24×27 

事務局庶務課 

0138-43-2000 

旧北高等学校 

グラウンド 

函館市日吉町 

4丁目19番1号 
日吉公園西 0.3 80×60 

函館市教育長 

0138-21-3533 

亀田中学校 

グラウンド 

函館市美原 

3丁目30番3号 
亀田支所北西 0.35 120×110 

亀田中学校校長 

0138-46-3005 

 旭岡中学校 

グラウンド 

函館市西旭岡町 

3丁目5番地 

旭岡公園北東 0.6 114×93 旭岡中学校校長 

0138-50-3609 

銭亀沢中学校 

グラウンド 

函館市豊原町 

140番地の30 

銭亀沢変電所東 0.25 125×123 銭亀沢中学校校長 

0138-58-2542 

北斗市 

浜分小学校 

グラウンド 

北斗市 

追分1丁目11-31 

 

コスモ石油㈱ 北 0.2 

 

8,150 

追分小学校校長 

0138-49-2947 

浜分中学校 

グラウンド 

北斗市 

追分1丁目17-1 
コスモ石油㈱ 北 0.2 8,741 

追分中学校校長 

0138-49-2840 

久根別小学校 

グラウンド 

北斗市 

東浜1丁目11-1 
ＪＲ久根別駅東南 0.9 15,762 

久根別小学校校長 

0138-73-7530 

中野通近隣公園 

グラウンド 

北斗市 

中野通2丁目18 
市役所北西 0.2 9,730 

北斗市役所 

0138-73-3111 

上磯小学校 

グラウンド 

北斗市 

中野通200 
市役所北 0.5 13,440 

上磯小学校校長 

0138-73-2062 

上磯中学校 

グラウンド 

北斗市 

中野通320-4 
市役所北 1.0 24,140 

上磯中学校校長 

0138-73-2076 

自由広場 

グラウンド 

北斗市 

押上1丁目3-1 
ＪＲ上磯駅北西 0.5 23,860 

北斗市教育委員会 

0138-73-6481 

茂辺地小学校 

グラウンド 

北斗市 

茂辺地3丁目4-12 
ＪＲ茂辺地駅北東 0.3 16,042 

茂辺地小学校校長 

0138-76-2020 

石別小学校 

グラウンド 

北斗市 

当別2丁目5-1 

ＪＲ渡島当別駅北東 

0.5 
8,920 

石別小学校校長 

0138-75-3007 

石別中学校 

グラウンド 

北斗市 

三ツ石270 

ＪＲ渡島当別駅南西 

0.6 
13,940 

石別中学校校長 

0138-75-3006 

八雲町 

多目的広場 

グラウンド 

北斗市 

本郷2丁目5-1 
公民館南西 0.3 10,797 

北斗市教育委員会 

0138-77-7200 

大野中学校 

グラウンド 

北斗市 

本町554-1 
総合分庁舎南東 1.2 16,100 

大野中学校校長 

0138-77-8137 

大野農業高校 

グラウンド 

北斗市 

向野2丁目26-1 
総合分庁舎南西 0.8 22,500 

大野農業高校校長 

0138-77-8133 

八雲町 

スポーツ公園 

八雲町 

大新6-2 
役場本庁舎南西1.8 150×130 

八雲町教育委員会体育課 

0137-62-2141 

熊石町民 

グラウンド 

八雲町熊石平町

324-47 
熊石総合支所東1.6 90×56 

八雲町総務課地籍管財係 

0137-62-2111 

 

（北海道提供資料より引用）
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４節 除雪対策 
 

１．道路の除雪 

設置町は、避難路に指定した道路の除雪を道路管理者に要請する。 

なお、噴火活動の状況によっては、緊急的に避難することが予想されるため、異常現象が

発生し避難準備をとる段階から、避難路となる道路は除雪を行うようにする。 

 

２．避難所等の除雪 

設置町は、避難所等入り口、駐車スペース及び周辺道路の除雪を行い、車両等の通行を確

保する。 
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第５節 応援要請・出動命令 
 

１．消防への出動要請・命令、警察署への出動要請 

設置町は、火口周辺警報（噴火警戒レベル３、入山規制）、又は噴火警報（噴火警戒レベ

ル４、避難準備）が発表され、必要がある場合、消防本部、消防署、消防団に出動の要請・

命令を行い、警察署に出動を要請する。 

【関係法令】災害対策基本法第58条（市町村長の出動命令等） 

 

■出動要請系統図（消防） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出動要請系統図（警察） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住民組織への要請 

設置町は、避難活動や避難所等運営等において住民組織に協力を要請する。 

 

３．自衛隊への災害派遣要請 

(1) 派遣要請 

設置町の町長は、避難、捜索・救出等の実施にあたって自衛隊の応援が必要な場合は、

知事（渡島総合振興局長）に災害派遣要請を依頼する。 

また、緊急避難、人命救助が急迫し知事（渡島総合振興局長）に依頼するいとまがない

とき、又は通信の途絶等により知事（渡島総合振興局長）と指定部隊との連絡が不能であ

る場合等は、直接指定部隊の長に通知する。 

鹿部町 鹿部消防団 

七飯消防団 

鹿部消防署 

七飯消防署 

南渡島消防事務 

組合消防本部 

出動命令 

七飯町 

森町 森町消防署砂原支署 

森町消防本部 

森町消防団 

出動要請 出動命令 

森町 
森警察署 

出動要請 

鹿部町 

函館中央警察署 

出動要請 

七飯町 
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なお、災害派遣要請を行い、自衛隊が避難対象区域へ前進する場合において、装甲車等

の自走が想定されるため、事前に設置町の災害対策本部から道路管理者に通報し、許可を

得るものとする。 

【要請基準】 

駒ヶ岳の噴火シナリオから想定される災害派遣要請の基準は、噴火活動が活発化したこと

を示す噴火警戒レベル５以上を基準とし、以下の状態が起きた又は起きることが予測される

ときとする。 

・ 避難対象区域の住民等が、火砕流や火山泥流等の発生により避難経路が遮断され、通常

の手段による避難が困難 

・ 避難対象区域の住民等が、噴石等の飛散により通常の手段による避難が困難 

・ 避難対象区域の住民等が、落石・地割れ等により通常の手段による避難が困難 

【関係法令】災害対策基本法第68条の２（災害派遣の要請の要求等） 

自衛隊法第83条（災害派遣） 

 

(2) 派遣部隊との連絡 

派遣部隊から設置町の災害対策本部へ連絡員の派遣を要請する。 

また、応援を求める対策や方法等について、関係機関とともに派遣部隊の責任者と調整

を行う。 

 

(3) 撤収要請 

設置町の町長は、災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、

知事（渡島総合振興局長）及び派遣部隊の長と協議の上、撤収要請を行う。 

 

(4) 自衛隊の災害派遣時における集結場所及び活動拠点場所（候補地） 

自衛隊へ災害派遣要請を行った場合の集結場所及び活動拠点場所（候補地）は下記のと

おりとする。 

※設置町で候補地が複数あればベスト（拠点候補地と同じ場合は拠点候補に統合すること

で可） 

拠点候補地 所在地 幅×長さ

(m) 

管理者 連絡先 備考 

オニウシ公園 字上台町 326-18 200×200 森町建設課 01374-2-2181  

青葉ヶ丘公園 字清澄町 21-1 100×300 森町建設課 01374-2-2181  

森中学校 字上台町 326-1 100×200 学校長 01374-2-2406  

鹿部公園 字鹿部 329 250×200 鹿部町民生課 01372-7-5290  

 

４．消防の広域応援要請 

設置町の町長は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、道内他市町等の長に対し、

広域応援要請を求める。 

知事は、災害の状況に応じて消防庁長官に対して緊急消防援助隊の応援を要請するととも

に、消防応援現地調整本部を設置する。 

消防応援現地調整本部が設置される場合は、設置場所の提供等に協力する。 
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５．市町村、北海道等への要請 

(1) 市町村、北海道等への応援要請 

設置町の町長は、避難者の収容等、設置町では十分な応急対策ができない場合は、「災

害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき北海道や他の市町村に

応援を要請する。 

【関係法令】災害対策基本法第67条（他の市町村長等に対する応援の要求） 

災害対策基本法第68条（都道府県知事等に対する応援の要求等） 

 

(2) 職員の派遣要請 

設置町の町長は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、市町村長、知事

又は指定地方行政機関の長に対して当該機関の職員の派遣を要請する。 

また、知事（渡島総合振興局長）に対して市町村、北海道又は指定地方行政機関の職員

の派遣についてあっせんを求める。 

【関係法令】災害対策基本法第29条（職員の派遣の要請） 

地方自治法第252条の17（職員の派遣） 

災害対策基本法第30条（職員の派遣のあっせん） 
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第６節 捜索・救出 
 

１．行方不明者の把握 

設置町は、噴火が発生した場合、避難者名簿、避難完了の確認情報、住民その他の情報か

ら、行方不明者を把握する。 

また、関係機関から応急対策従事者の行方不明者を把握する。 

 

２．捜索・救出 

設置町は、行方不明者が発生した場合、行方不明者の情報を北海道（渡島総合振興局長）

に報告するとともに、北海道、警察署、自衛隊、海上保安庁、消防に捜索・救出活動を要請

する。 

捜索・救出を実施する各機関は、火山専門家や気象台等からの噴火状況等の助言を受け、

安全が確認された区域から捜索・救出活動を実施する。 
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第７節 応急医療救護 
 

１．応急医療活動 

(1) 応急医療体制の確立 

噴火によって火傷等の負傷者が多数発生した場合は、設置町は、北海道に応急医療体制

をとることを要請し、トリアージポスト（救護所）を設置する。消防署には救急車の出動

を要請する。 

北海道は、後方医療体制を確立し、支援をするとともに、負傷者に対する応急処置及び

後方医療機関への搬送の要否及び移送順位の決定を行うため、救護班、災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）の派遣を関係機関に要請する。 

災害拠点病院は、道の要請に基づき救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派遣し、

医療救護活動を行う。また、被災患者を収容するとともに、医薬品・医療材料等の応急用

資材の貸出等により地域の医療機関を支援する。 

 

(2) トリアージポストでの活動 

トリアージポストでは、(1)により、派遣のあった救護班、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）等による応急手当と負傷の程度に応じた搬送先医療機関の選定を行う。設置町は、ト

リアージポストで負傷者の身元等の情報を収集する。 

 

(3) 後方医療機関への収容 

負傷者に対する応急手当と負傷の程度の判定後(トリアージ後)、重症者及び中等症者は、

救急車、ヘリコプターで後方医療機関に搬送する。 

 

■災害拠点病院 

基幹災害拠点病院 全道域 札幌医科大学付属病院 

地域災害拠点病院 

南渡島 市立函館病院 

南檜山 北海道立江差病院 

北渡島・北檜山 八雲総合病院 

 

２．避難所等での医療活動 

(1) 救護班の編成 

設置町は、一般社団法人渡島医師会、一般社団法人函館歯科医師会に救護班の編成を要

請する。 

北海道は、保健医療救護センターを設置し、道立精神保健福祉センター、一般社団法人

北海道医師会・一般社団法人北海道歯科医師会・一般社団法人北海道薬剤師会、災害拠点

病院、日本赤十字社北海道支部等と調整し救護班を編成するなど保健医療対策を実施する。 

なお、救護班の編成にあたっては、災害による急性ストレス反応やＰＴＳＤ（心的外傷

後ストレス障害）等に対応するため、精神科医や臨床心理技術者等による災害派遣精神医

療チーム（ＤＰＡＴ）も編成するよう要請する。 
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(2) 救護所の設置 

設置町は、避難所等に救護所を設置する。 

 

(3) 医薬品・医療用資機材の確保 

設置町は、避難所等での医療に使用する医薬品を医薬品業者等から確保する。確保が困

難な場合は、北海道に要請する。 

 

(4) 避難所等医療活動 

救護班は、避難所等を巡回し避難者への医療活動を行う。設置町は、各避難所等におけ

る診療日時、診療時間等を避難者に広報する。 

また、保健師等による医療救護活動の調整を行う。 

 

３．保健医療活動 

(1) 保健医療活動 

設置町及び北海道は、避難者の健康管理や医療活動等との支援を行うため、保健師を避

難所等に派遣する。 

 

(2) 医療活動の特別措置 

設置町は、保健師等の把握をもとに、継続的な投薬や診療が受けられるような措置を北

海道に要請する。 
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第８節 食料・物資・飲料水の供給 
 

１．食料の供給 

(1) 需要の把握 

設置町は、避難者に食料を供給する。食料供給の対象者、内容は、原則として災害救助

法によるものとする。設置町は、避難所で食料の供給数を把握する。 

 

(2) 食料の確保 

設置町は、弁当、パン等を食品業者に発注する。避難当初で食品業者から確保できない

場合は、自衛隊に炊き出しを要請する。食料の配送は、食品業者に要請する。 

なお、避難所では食中毒の発生等の食品の衛生に配慮する。 

 

(3) 炊き出し 

避難所の自治組織から炊き出しの要望があった場合は、避難所で副食の炊き出しを行う。

設置町は、炊き出しに必要な食材、調理器具、食器等を関係団体等から確保する。炊き出

し方法、食品の種類、配膳等は、すべて各避難所の自治組織が実施する。 

 

２．物資の供給 

(1) 需要の把握 

設置町は、避難者に生活必需品等の物資を供給する。供給の対象者、内容は、原則とし

て災害救助法によるものとする。 

設置町は、避難所で物資の供給数を把握する。 

 

(2) 物資の確保 

設置町は、必要な物資を販売業者等に発注する。設置町では確保が困難な場合は、日赤

北海道支部、北海道に要請する。 

 

(3) 救援物資の取り扱い 

救援物資は、企業からの救援物資のみを登録制として受け入れ、個人からの救援物資は

受け入れないことを原則とする。企業から設置町に救援物資の申し出があった場合は、品

目・数量等を登録し、必要な場合に供給を要請する。 

 

(4) 物資の保管 

設置町は、救援物資等を管理するため体育館等の施設に物資管理センターを開設する。

物資の管理には、ボランティア団体等の協力を要請する。また、必要に応じて、物資保管

場所として室蘭港浮体式防災施設の派遣を要請する。 
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３．飲料水の供給 

設置町は、水道施設が被災したために飲料水の供給ができない場合は、断水区域で給水を

行う。設置町では、給水車や給水資器材の確保ができない場合は、他市町村、自衛隊、北海

道に協力を要請する。 
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第９節 ペット対策 
 

１．避難所でのペット対策 

ペットの飼育、保護は、所有者の責任にて行うことを原則とする。避難活動時には、避難

者自らがペットを預けるように広報する。避難所内への同行は禁止する。 

 

２．救護所の開設 

設置町は、ペットの保護が避難者の責任で行うことができず、避難生活に支障がある場合

は、北海道及び公益社団法人北海道獣医師会にペットの救護及び飼育管理について応援を要

請する。 

設置町は、北海道及び公益社団法人北海道獣医師会と連携して、ペットの種類、頭数を把

握したうえで、救護所の設置場所、開設日時、施設規模などについて決定し、救護動物保護

センターと救護動物治療センターの開設を図る。 

【参考】災害時における小動物救護マニュアル（（社）北海道獣医師会） 

 

■被災地でのペット対策 

○被災地域の飼主よりの受託小動物の飼育管理 

○飼主不明動物の保護及び飼育管理 

○行政が行う規制区域内などに残された動物への給餌活動の支援 

○全ての保護管理動物の獣医療救助 

○引き取り手のいない収容動物の新しい飼主探し 
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第１０節 住宅対策 
 

１．仮設住宅の設置 

(1) 仮設住宅の設置 

設置町及び北海道は、災害により住宅を失い又は破損のため居住ができなくなった世帯

に対する応急仮設住宅を設置する。 

設置町は、噴火の影響を受けない安全な区域、かつライフラインや交通等の生活の利便

な公共用地を選定し、応急仮設住宅の用地を確保する。 

北海道は、プレハブメーカー、建設業者等に発注して応急仮設住宅を設置する。応急仮

設住宅の仕様は、「応急仮設住宅仕様基準」のとおりとする。応急仮設住宅を近接する区

域内に50戸以上設置した場合、集会等に利用できる施設を設置する。 

なお、気象条件や要配慮者に配慮して、福祉仮設住宅の設置、ストーブの設置、段差の

解消等に配慮する。 

 

(2) 入居者の選定 

設置町及び北海道は、応急仮設住宅の入居申し込み説明会を開催し、災害対策本部又は

避難所で申し込みを受け付ける。入居者の選定は、要配慮者や勤務先等の条件を考慮する。 

 

(3) 入居支援 

設置町は、要配慮者など自力では入居が困難な者の支援を行う。 

 

２．公営住宅等のあっせん 

(1) 公営住宅の確保 

設置町は、町営住宅の空き住宅を避難者用住宅として募集する。 

また、道内の市町村営住宅及び道営住宅の空き住宅の情報について北海道を通じて調査

し、避難者へあっせんする。 

 

(2) 民間賃貸住宅等の確保 

 設置町は、被災者用の住居として公営住宅だけでは不足する場合、民間賃貸住宅等をあ

っせんする。 

 

(3) 住宅への入居 

設置町は、必要に応じて入居申し込みに関する説明会を避難所等で開催する。入居手続

きは、住宅の各管理者が行う。要配慮者など自力で入居が困難な者に、必要に応じて入居

の支援を行う。 
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第１１節 降灰対策 
 

１．降灰状況の把握 

噴火が長期間継続した場合は、設置町は、札幌管区気象台等から上空の風向等の気象情報、

降灰の予想等の情報を入手し、健康等への影響、降灰対策、降灰状況などについて住民に広

報する。 

 

２．降灰区域の避難 

避難区域に指定されていない地域で降灰があった場合は、安全な避難所等（コンクリート

造）に一時的に避難するか、自宅で様子をみて、噴火（降灰）の合間に一時的な避難を行う。

噴火中の避難は暗く危険なこと、降雨があった場合は、車両の避難が困難となること、降灰

の厚さが数10cmになると屋根がつぶれる場合があるので降灰の合間に除灰する必要があるこ

となどを広報する。 

 

３．除灰対策 

設置町は、降灰により通行の支障となった道路の除灰や散水等を行うため、除灰のための

車両、散水車、処分地（仮置き場）を確保し、除灰対策を実施する。国道、道道の除灰は、

各道路管理者に要請する。 

ライフライン機関は、降灰状況の調査を行い、可能な限り機能の維持を図る。 

住宅地への降灰は、原則として各土地所有者（占有者）が除灰を実施するが、降灰状況に

よって設置町が降灰袋の配布、回収、処理を実施する。 

 

４．農作物等への対策 

設置町は、農作物等への降灰状況等を把握して、北海道に農作物への対策を指導するよう

に要請する。農業従事者へチラシ等によって農作物の降灰対策を周知する。 
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第１２節 緊急フェーズ後（住民避難後）の対応 
 

１．避難所の管理・運営 

(1) 避難所事務所の開設 

住民避難時には、設置町の職員を派遣し避難所を開設するとともに、避難所の運営本部

として事務所を設置し、避難所運営の拠点とする。 

(2) 避難者の把握 

設置町は、避難者名簿等を作成し、避難所における避難者、親戚・知人宅等への避難

者等の動向を把握する。 

(3) 自主運営組織の確立 

避難所での生活が長期化する場合は、避難住民で構成する避難所自治組織による避難所

の運営手順を確立しておく必要があるため、運営が円滑に行われるよう、訓練等の機会を

通じてあらかじめ自治組織と設置町の職員等の協力体制の確立に努めるものとする。 

(4) 避難所の運営会議 

各避難所においては、災害対策本部からの指示・伝達事項が明確に避難者に伝達され、

遵守されることが望まれるため、避難所班の職員を定期的に設置町の災害対策本部に招集

し、避難所の管理・運営方法、二次災害対策等の諸対策について情報交換・協議し、各避

難所と設置町の災害対策本部の関係を密にするとともに、避難者にその情報を伝達するも

のとする。 

(5) 避難環境の整備 

設置町は、避難所となる施設の管理者、自治組織と協力し、女性へ配慮した避難所内の

利用スペース（就寝場所、更衣室、授乳室、洗濯物干し場等）を確保するとともに、避難

生活に必要な設備を確保するほか、避難所以外での避難者に配慮する。 

(6) 避難所が教育機関である場合の措置 

学校等の教育機関を避難所として使用している期間中は、教育施設として使用できなく

なるため、災害が及ばない地区の学校への臨時登校等の代替措置を講ずるものとする。 

 

２．救援物資と救援体制等 

住民等の避難後は、避難所での生活のための食料・衣料等の救援物資の補給や、病気やけ

が等のケアのための医療体制の確保、居住スペースの快適化等の措置に努めるものとする。 

避難生活が長期にわたる可能性がある場合、避難住民の精神的負担も時間の経過とともに

大きくなる可能性があるため、十分な救援物資、救援体制を確立するよう努めるものとする。 

(1) ボランティア等の受け入れ 

災害規模が大きい場合、設置町の職員だけでの対応は困難となり、ボランティアの受け

入れによる住民等の支援が行われるケースが多く、たとえ災害規模が小さい場合でも、ボ

ランティアが特定の箇所に集中することも予想されるため、設置町の地域防災計画に基づ

き、ボランティアセンターの立ち上げによる受入体制の整備を図り、円滑なボランティア

の派遣を実施するものとする。 

なお、設置町は、ボランティアの協力の必要がある場合は、北海道社会福祉協議会及び

設置町社会福祉協議会にボランティア活動の支援を要請する。



第６章 噴火時（緊急フェーズ）の対応 第１２節 緊急フェーズ後（住民救難後）の対応 

 

6-37 

(2) 救援物資の受け入れ、整理配分 

避難所班職員は、避難所自治組織やボランティア等との共同作業により、必要な救援物

資と充足した物資を把握し、流入停止等の要請を設置町の災害対策本部に行うものとする。 

要請を受けた災害対策本部は、設置町の地域防災計画に基づき実施するものとする。 

(3) 要配慮者対策 

設置町は、避難所に避難住民に含まれる、高齢者や出産予定者、障がい者等の要配慮者

専用スペース、間仕切りの設置、口頭による広報など、自治組織、ボランティア等と協力

して、要配慮者が一般避難者と同じように避難生活をおくれるよう対策を実施するととも

に、一般の避難住民と同一の避難所での生活が困難な場合には、福祉避難所への移送を検

討するものとする。 

 

３．避難勧告解除、一時立入等の対応 

規制や避難、また、その解除や範囲の縮小は、基本的には、噴火警戒レベルに対応して行

われることになるが、火山活動が続き、噴火警戒レベルが継続する中でも、噴火の発生位置

や火山現象の影響範囲等を見極め、規制範囲の縮小や避難勧告の解除の可能性を協議会等で

検討するものとする。 

 

(1) 避難勧告解除、規制範囲の縮小又は解除 

設置町は、協議会等において、札幌火山センター、火山専門家等の助言を踏まえ、関係

機関と協議し、避難勧告解除、規制範囲の縮小又は解除を判断・決定するものとする。 

また、避難勧告区域内の道路状況や交通に支障がないか、二次災害防止対策等の安全確

認を行い、解除に合わせ、必要な通行規制の解除等を行うなど、解除を円滑に行うための

判断体制や手順のほか、住民等への周知方法、再避難が必要な場合の対応等について確立

するよう努める。 

(2) 一時立入 

設置町は、避難対象地域や警戒区域内に居住する住民等が、自宅の片づけや貴重品の持

ち出し、生業の維持などのために、一時立入の実施を判断・決定する際には、協議会等に

おいて、札幌火山センター、火山専門家等の助言を踏まえ、関係機関と協議し、緊急時に

おける避難・退去の基準や立入可能な範囲、立入時間などを設定し、一時立入を実施する

ものとする。 

なお、一時立入を実施するにあたっては、これに先立ち、防災関係機関は、避難対象地

域や警戒区域に立入り、現地調査を行うなど、立入可能な範囲の安全確認を行うこととす

る。 

(3) 一時帰宅 

設置町は、避難対象地域や警戒区域内に居住する住民等の避難が長期化し火山活動が安

定している場合は、避難区域の一時帰宅を実施する。一時帰宅の実施を判断・決定する際

には、協議会等において、札幌火山センター、火山専門家等の助言を踏まえ、関係機関と

協議し、緊急時における避難・退去の基準や帰宅可能な範囲、期間などを設定し、一時帰

宅を実施するものとする。 

なお、一時帰宅を実施するにあたっては、これに先立ち、関係機関は、避難対象地域や

警戒区域に立入り、現地調査を行うなど、帰宅可能な範囲の安全確認を行うこととする。
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４．その他 

(1) 治安の維持 

住民等が避難し、無人化した危険区域では、窃盗事件等が懸念され、治安の維持に配慮

する必要があるが、警察官が危険区域において警備にあたることは、警察官の生命を危険

にさらすこととなる。 

このため、設置町の町長は警戒区域の設定とその周知を図り、警戒区域の周辺における

警戒活動を行うことを基本とする。 

(2) 風評被害対策 

火山活動が活発化した際には立入規制などが行われるが、立入規制区域外の、本来、観

光客等の受け入れが可能な地域においても観光客の減少や宿泊のキャンセルなどが起こ

り、観光地として大きなダメージを受けるおそれがあることから、報道機関に対し、最新

の火山活動、影響範囲、噴火時等のリスク、登山者等の安全対策、民間事業者の営業状況

等についての正確な情報提供に努めるものとする。 

(3) 相談窓口の開設 

避難住民の中には災害によって家屋や土地、事業所等の私的財産の喪失や近親者を失う

など、著しい精神的苦痛を被ることが予想されるため、各避難所に設置町の職員等を派遣

し相談窓口を設け、必要に応じて専門のカウンセラーを常駐させるなど、住民等の精神的

苦痛の軽減に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 

 

復旧・復興 



 

 

 



第７章 復旧・復興 第１節 被災地の復旧 

7-1 

第１節 被災地の復旧 
 

１．除灰対策 

設置町は、堆積した火山灰により日常生活に著しい支障が生じる状況にある場合は、北海

道と協議し、国（内閣総理大臣）による除灰防除地域の指定を受ける。 

除灰方法は、北海道等と協議して決定する。 

【関係法令】活動火山特別措置法第11条（降灰除去事業） 

活動火山特別措置法第12条（降灰防除地域の指定等） 

 

２．ライフラインの復旧 

道路管理者、ライフライン機関は、道路、ライフラインの復旧を行う。また、港湾漁港管

理者は、海上からの支援基地となる港湾漁港の復旧を行う。 

 

３．施設の復旧 

設置町及び北海道は、災害の再発生を防止し、被災者の生活や社会経済活動の早期回復を

目指し、単なる原形復旧にとどまらず必要な改良を行うなど、法律に基づいて次のような災

害復旧事業計画を策定し復旧事業にあたる。 

 

■公共施設の災害復旧事業計画 

１ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川 

(2) 海岸 

(3) 砂防施設 

(4) 林地荒廃防止設備 

(5) 地すべり防止施設 

(6) 急傾斜地崩壊防止施設 

(7) 道路 

(8) 港湾 

(9) 漁港 

(10)下水道 

(11)公園 

２ 農林水産業施設災害復旧事業計画 

３ 都市施設災害復旧事業計画 

４ 上下水道災害復旧事業計画 

５ 住宅災害復旧事業計画 

６ 空港施設災害復旧事業計画 

７ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

８ 公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

９ 学校教育施設災害復旧事業計画 

10 社会教育施設災害復旧事業計画 

11 その他災害復旧事業計画 
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４．激甚災害の指定 

設置町及び北海道は、著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発生した場

合には、災害の状況を速やかに調査し、実情を把握して早期に「激甚災害に対処するための

特別の財政援助等に関する法律」（昭和37年９月６日法律第150号）（以下「激甚法」という。）

の指定を受け、公共施設の災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

激甚災害の基準については、「激甚災害指定基準」（昭和37年12月7日・中央防災会議決定）

と「局地激甚災害指定基準」（昭和43年11月22日・中央防災会議決定）の２つがあり、この

基準により指定を受ける。 
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第２節 被災者への支援 
 

１．災害義援金 

災害義援金の募集及び配分は、北海道災害義援金募集（配分）委員会の計画に基づき実施

する。設置町では、この決定に基づき、被災者に災害義援金を配分する。 

また、設置町独自で配分する必要がある場合は、配分委員会を組織して決定する。 

 

２．生活資金貸し付け 

(1) 生活福祉資金 

北海道社会福祉協議会は、低所得者に対し災害を受けたことによる困窮から自立更生す

るのに必要な経費として生活福祉資金の貸し付けを行う。 

 

(2) 災害見舞金等 

設置町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づく条例により、災害により死亡

した者の遺族に対して災害弔慰金の支給、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた

者に対して災害障害見舞金の支給及び世帯主が負傷し療養期間が概ね１ヶ月以上で所得が

法令で定める基準に満たない世帯等に対して生活建て直しのために災害援護資金の貸付を

行う。 

【関係法令】災害弔慰金の支給等に関する法律第３条（災害弔慰金の支給） 

災害弔慰金の支給等に関する法律第８条（災害障害見舞金の支給） 

災害弔慰金の支給等に関する法律第10条（災害援護資金の貸付け） 

 

(3) 災害復興住宅資金 

独立行政法人住宅支援機構は独立行政法人住宅支援機構法等に基づき、災害復興住宅の

建設等について必要な資金を貸し付ける。 

【関係法令】独立行政法人住宅支援機構法第13条第５項（業務の範囲） 

 

３．税制措置 

(1) 納税期限の延長 

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は町税を納付もしくは

納入することができないと認めるときは、当該期限の延長を行う。 

 

(2) 徴収猶予 

災害により財産に被害を受けた納税義務者等が町税を一時に納付し、又は納入すること

ができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を猶予す

る。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行う。 

【関係法令】地方税法第15条（徴収猶予の要件等） 
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(3) 減免 

被災した納税（納付）義務者に対し、該当する各税目等について減免を行う。 

なお、道税、国税も同様な措置がとられる。 

 

４．生活再建支援 

財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金は、「被災者生活再建支援法」に基づき、

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援金を支給

する。 

 

５．災害公営住宅 

大規模な災害が発生し、住宅の被害が次の各号の１以上に達した場合、滅失した住宅に居

住していた低額所得者に賃貸するため、災害公営住宅を整備する。 

 

○地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象による災害の場合 

・被災地全域の滅失戸数が 500戸以上のとき 

・1 市町村の区域内の滅失戸数が 200 戸以上のとき 

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅戸数の１割以上のとき 

○火災による場合 

・被災地域の滅失戸数が 200戸以上のとき 

・滅失戸数がその市町村の区域内の住宅個数の 1割以上のとき 

 

６．罹災証明書の発行 

設置町は、被災した事実を証明する罹災証明書を発行する。 

【関係法令】災害対策基本法第90条の２（罹災証明書の交付） 
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第３節 職業・経営への支援 
 

１．就業対策 

(1) 緊急雇用 

国、北海道及び設置町は、災害発生に伴い離職などを余儀なくされた者に対して、臨時

応急の就労先が確保できるよう必要な措置を講ずる。 

 

(2) 職業のあっせん 

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職

者の発生状況、求人、求職の動向等の情報を速やかに把握し、離職者の早期再就職のあっ

せんを行う。 

 

２．中小企業への支援 

(1) 資金融資 

設置町は、北海道等とともに、災害により被害を受けた中小企業が再建と経営の安定を

図るため、復旧に必要な資金並びに事業費の融資を促進する。 

 

(2) 経営相談 

北海道及び商工会議所・商工会は、特別相談室の設置、巡回相談を実施し、北海道の融

資制度の手続き、相談などを受け付ける。 

 

３．農林水産業への支援 

(1) 営農指導 

北海道は、専門技術員、普及職員、家畜保健衛生所職員等で構成された営農特別班を編

成し、農家の巡回、技術指導、営農相談を行う。 

 

(2) 資金の融資 

北海道は、災害により被害を受けた農家の経営再建や減少した収入の補てんのため、農

林漁業金融公庫の資金が円滑に融通されるよう支援する。 

 

(3) 水産業関係への支援 

北海道は、漁業協同組合等の要請に基づいて海域の環境調査、経営相談などの対策を行

う。 
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第４節 災害復興 
 

１．災害復興方針の検討 

設置町及び北海道は、被災の状況、火山噴火後の地形、火山災害の危険性等の特性及び住

民の意向などを考慮して、復興の基本的方向を定める。 

災害復興にあたっては、北海道、設置町、関係機関が連携して復興の方向性を示す「復興

方針」を定める。この「復興方針」が検討された場合は、この方針に従うものとする。 

 

２．災害復興計画の策定 

設置町は、必要に応じ災害復興対策を検討する委員会を設置する。委員会は、有識者、議

員、住民代表、行政関係職員等で構成する。 

設置町は、この委員会の意見をふまえ、復興方針に沿って災害復興計画を策定する。策定

にあたっては、住民などの意見を十分聴取し、北海道との調整を図る。 
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